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事例調査「人生 100 歳時代」：現状と課題 
―個々人の『時間』の充実に向けて―  

神奈川県政策研究・大学連携センター1 

【要 旨】 

○ 『人生 100歳時代』からイメージされる社会課題は、高齢者の健康増進、社会保障制度

の持続性から、働き方改革、人材育成や地域コミュニティの再生に至るまで、実に多彩

であるが、そうした中、本稿では、長い人生において「健康」と「経済的基盤」の次に重

要な要素となる「『時間』の充実」という側面に焦点を当てている。具体的には、「①学

ぶ（学び直し）」・「②働く（働き方の見直し）」・「③地域（地域貢献・社会活動）」という

３つの領域を中心に、『人生 100 歳時代』に適応した社会改革を進めている先進的・特徴

的な事例を調査するとともに、それら事例の成果や今後の課題等について概観している。 

〇 「①学ぶ」については、一般教養を深める生涯学習の機会は従来から用意されていた

が、これからは「②働く」や「③地域」に繋がるような学びの機会の充実が一段と必要

になる。このうち、日本型雇用システムの下であまり重視されてこなかった「学ぶ→働

く」の分野では、好事例は依然少なく、対象世代を問わず充実が望まれる。一方、「学ぶ

→地域」の分野では、高齢者向けのプログラムは増えつつあるが、現役世代の参加意識

は希薄であり、このルートを様々なかたちで太くしていく必要がある。

〇 「②働く」では、現役世代が「働き方改革」から生まれる余力を「③地域」に振り向け

ていくこと、高齢者では自己実現のメニューの一つとして就業機会を増やしていくこと

がポイントとなる。このうち、現役世代の「働く→地域」の分野は、雇用者、中間支援

組織や行政による支援や仲介の動きが活発化しているが、プロボノ・その他の活動が一

段としやすくなるような環境整備が望まれる。また、高齢者雇用については、定年延長

などの雇用制度の見直しは一部企業等でみられているが、雇用機会全般の拡充が必要で

あり、特に高齢のホワイト・カラー層の雇用機会を人材のマッチング等を通じて拡充す

ることが望まれる。 

〇 「③地域」では、地域の課題の解決という側面でなく、人生の「『時間』の充実」とい

う観点からも、個々人が地域貢献・社会参加を積極的に行うことが重要と考えられる。

特に現役世代の「早期からの参加」と高齢者における「活動に消極的な層の参加促進」

が鍵となる中、自治体・NPOでは、情報提供やマッチング等を熱心に行っている。もっと

も、肝心の裾野拡大は十分に実現できておらず、無関心層や参加を躊躇している人々へ

の効果的なアプローチ（インセンティブ作り）が大きな課題となっている。 

○ 北欧では、「自立した個人」が、自分の価値観やライフ・ステージにあわせて、人生に

おける諸要素を「アラカルト方式」で組み立てている。社会システムの個々の要素は有

機的に繋がっているものであることから、個別事例を単純に真似することはできないが、

わが国としては、日本の社会システム全体のあるべき将来像について、関係者間で一定

程度の共通認識を持ちながら、先進事例として参照していくべきである。

1 金子眞理子、笹山岳大【主にⅡ.第１章】、佐藤肇弥、竹本治、武山尚道（特任研究員）【主に

補論１、補論３】、長沼みずき【主にⅡ.第２章】、中村佐知子【主にⅡ.第３章、補論２】（50

音順）が調査・執筆を担当。 
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（はじめに） 

日本の超高齢社会を巡る課題については、最近では「人生 100歳」「人生

100年時代」といったキーワードで議論されることも多い 1。この『人生 100

歳時代』といった言葉からイメージされる社会課題は実に多彩であり、今や、

健康・医療問題、マネープラン・年金問題から、日本的雇用慣行の見直し、

さらには、人材育成やまちづくり、地域コミュニティの再生に至るまで、幅

広く議論がなされている。 

そうした中にあって、幸福な人生の土台である「健康」、「経済的基盤」の

次に重要な要素であるともいえる「『時間』の充実」については、個々人が

思い思いに対処すべきものとしてとらえられがちで、超高齢社会において

われわれが一緒になって乗り越えるべき「社会的な課題」としては、これま

で必ずしも十分に議論されてこなかった印象がある。 

こうしたことから、本稿では、『人生 100歳時代』の中でもこの「『時間』

の充実」に焦点を当てている。具体的には、個々人の人生の時間を充実させ

ていく上で大きな要素となりうる「①学ぶ（学び直し）」・「②働く（働き方

の見直し）」・「③地域（地域貢献・社会活動）」という３つの領域について、

『人生 100 歳時代』に適応した社会改革を進めている先進的な事例を調査

するとともに、それら事例の成果や今後の課題等について概観している。 

本稿の主な構成としては、まずは「Ⅰ．総論」で、基本的な問題意識や

『人生 100歳時代』における「『時間』の充実」に向けて注力すべき分野を

示すとともに、あらかじめ各論の要旨を紹介する。その上で、「Ⅱ．事例か

らみた『人生 100歳時代』への対応」では、「①学ぶ」・「②働く」・「③地域」

の３つの領域における先進的・特徴的な事例等を紹介し、そこから抽出され

る課題等について整理する。 

また、「補論１」では、『人生 100 歳時代』に適合した社会を既にある程

度構築しているとみられる北欧諸国の社会システム、「補論２」では、高齢

者の就業意欲と雇用機会、そして「補論３」では、地域貢献・社会活動のイ

ンセンティブ作りの考え方について、それぞれ簡単に触れる。 

今回の調査報告が、『人生 100歳時代』に適応した政策を形成したり、企

業・団体等と協働して事業を実施したりする上での一助となることを期待

している。  

1
 本県においては、『人生 100 歳時代の設計図』というテーマの下で、県民や関係団体との対

話を深めつつ、個々人の意識改革と社会環境整備に向けて様々な政策を検討している。最近の

関連施策の検討・実施状況については、県ホームページあるいは『神奈川県の「人生 100 歳時

代の設計図」の取組み』（神奈川県政策研究・大学連携ジャーナル 12号掲載予定）参照。 
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Ⅰ．総論 

第１章 「人生 100 歳時代」における課題―時間の充実― 

１．基本的な問題意識 

（１）『人生 100歳時代』からイメージされる社会課題 

わが国は高齢化社会になって久しく、最近生まれた子どもの平均余命は 90

歳を超えることが予想される 2など、『人生 100 歳時代』がすぐそこに到来し

ているといっても過言ではない。 

こうした『人生 100 歳時代』という言葉からイメージされる課題は、高齢

者の健康増進、社会保障制度の持続性から、働き方改革、人材育成や地域コ

ミュニティの再生、さらにはまちづくりに至るまで、実に多彩である（【図表

Ⅰ‐１】）。 

【図表Ⅰ‐１】『人生 100 歳時代』からイメージされる様々な課題 

 

このように『人生 100 歳時代』を巡っては様々な課題があるが、これらを

便宜上整理してみると、対象分野の面では、「健康」「経済」「生きがい」「地域」

2 今後男女とも平均寿命は延びて、2065年には男性 84.95歳、女性 91.35歳となると見込まれ

ている（『高齢社会白書（平成 29年版）』）。 

健康増進

地域ｺﾐｭﾆﾃｨの再生

マネープラン

年 金

独居老人

生涯学習

まちづくり

世代間交流

未病改善

地域貢献・

社会活動

社会保障制度の持続性

働き方改革・人材育成

地
域

産業創出

生 涯 現 役

就 労介護予防

介護保険制度 年金制度

医療保険制度
孤独死

雇用システム
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の大きく４つに分けることが出来る。また、「個人」か「社会（社会制度）」か、

という観点から２つに分類することも出来よう（【図表Ⅰ‐２】）。 

【図表Ⅰ‐２】『人生 100 歳時代』の諸課題の分類 

 

最近では、官民の色々な主体において『超高齢社会』・『人生 100 歳時代』

に関する意見交換が活発になされているが、それらは上記の諸課題のうちの

いくつかに焦点を当てながら、今後の政策対応の方向性を議論しているとい

える（【BOXⅠ-１】）。 

（２）個々人の『時間』の充実 

こうした中、本稿では、上記分類でいえば、「個人」という側面に軸足をお

きながら、そして、特に個々人の「『時間』の充実」という観点 3から『人生

100 歳時代』を巡る問題を整理することとしている（【図表Ⅰ－３】）。 

3
 「充実した高齢生活を過ごすためには『生きがい』を持つことが大事」「生涯現役社会を作

るべき」といった趣旨で語られることは少なからずあるが、本稿ではもう少し射程を広くと

り、「『時間』の充実」を大きな課題としている。その上で、「①学ぶ」「②働く」「③地域」の３

つの領域における様々な活動を整理している。 

健康増進

地域ｺﾐｭﾆﾃｨの再生

マネープラン

年 金

独居老人

生涯学習

まちづくり

世代間交流

未病改善

地域貢献・

社会活動

健 康 経 済 生きがいなど

個
人

社
会

社会保障制度の持続性

働き方改革・人材育成

地
域

産業創出

生 涯 現 役

就 労介護予防

介護保険制度 年金制度

医療保険制度
孤独死

雇用システム
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【図表Ⅰ‐３】本稿のスコープ：個々人の「『時間』の充実」 

 

すなわち、個々人の生活に着目すると、幸福な人生を送る上では、まず「健

康」という土台があることが重要であることは言うまでもない。そして、「経

済的基盤」も大変重要である。そうした２つの要素をベースとした上で、次

に、自分の「時間」を充実させられることが人生において大変重要となってく

る、といえる 4（【図表Ⅰ―４】）。 

【図表Ⅰ‐４】個々人の「時間の充実」の重要性 

 『人生 100 歳時代』 

「健康」と「経済的基盤」が重要 

 ↓ 

 （とくに高齢者生活における） 

 「時間の充実」が課題に 

このように「時間」の過ごし方は、大変重要な課題であるにも拘らず、社

会保障面での課題に直結する「健康」や「経済的基盤」といった問題に比べる

と、個々人が思い思いに対処すべきものとしてとらえられがち 5で、社会共通

の課題として必ずしも十分に議論されていないのが現状である。 

こうしたことから、本稿では、『人生 100 歳時代』、特に「『時間』の充実」

という課題に取り組む方策として、「①学ぶ（学び直し）」、「②働く（働き方の

4
 本稿で取り上げている「『時間』の充実」は、本県が進めている『ヘルスケア・ニューフロ

ンティア』(健康寿命の延伸と新たな市場・産業の創出)の下で未病の改善が実現する中におい

て、人生を一層充実させるための要素である、ということが出来る。 

5
 従業員を対象とした企業のライフ・プランニング研修においても、退職後の健康管理やマネ

ープランが主たる内容となっている。 

健康増進

マネープラン

年 金

生涯学習未病改善

地域貢献・

社会活動

健 康 経 済 生きがいなど

個
人

生 涯 現 役

就 労介護予防

時間の充実
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見直し）」、「②地域（地域貢献・社会活動）」の３つの領域を中心に、先進的・

特徴的な事例を整理している。そして、そこから浮かび上がる日本社会の課題

や、今後の対応の方向性について概観することとしている（【図表Ⅰ―５】、【BOX

２】）。 
【図表Ⅰ‐５】「『時間』の充実」を考える上での３つの領域 

   

 働 く 

 

学 ぶ      地 域 

【BOX１】『人生 100歳時代』に関する主な検討会等 

 『人生 100歳時代』や『超高齢社会』への対応と銘打って、色々な会議体・検

討会で議論がなされているが、議論の焦点はそれぞれ異なっており、一口に『人

生 100歳時代』といっても、様々な要素を検討する必要があることが窺える。 

 例えば、自由民主党の『人生 100年時代の制度設計特命委員会』は、高齢者偏

重の社会保障制度の是正に焦点を当てたものであるのに対して、首相官邸の『人

生 100年時代構想会議』では、人材育成（マルチ・ステージの人生にあった「学

び直し」と「人材活用」等）に力点が置かれているといえる。 

【図表 BOX１‐１】『人生 100 歳時代』に関する主な検討会のスコープ 
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地域ｺﾐｭﾆﾃｨの再生
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地域貢献・
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社会保障制度の持続性

働き方改革・人材育成
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産業創出

生 涯 現 役

就 労介護予防

介護保険制度 年金制度

医療保険制度
孤独死

「人生100年時代

制度設計委員会」
（自民党）

「人生100年時
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（首相官邸）

雇用システム
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また、『人生 100歳時代』『人生 100年時代』という名前を冠していない場合で

も、超高齢社会への対応について議論する会議体・検討会は多数存在しており、

例えば、『プラチナ社会研究会』では、健康寿命の延伸と、超高齢社会にふさわ

しい産業創出が主たるテーマとなっている。 

なお、雑誌の特集号などでは、購読者の関心が高いと思われる「定年到来後の

健康・医療」「年金・マネープラン」、あるいはそれらを支える「社会保障制度の

持続性」の情報を中心に掲載したものが多くみられる。 

 

【BOX２】「『時間』の充実」を巡る要素 

当然のことながら、人々の時間の過ごし方は、「①学ぶ」「②働く」「③地域」と

いう３つの領域だけで語りつくせるわけではない。例えば、そもそも家事や子育

て・介護などに充てている時間も非常に大きいであろうし、余暇－友人や家族と

遊んだり、のんびり過ごしたりすること等－も、人生において大きな位置を占め

ていることは間違いない。 

 

 
 遊ぶ            のんびり 

                   働く     する 
 

学ぶ                    家事 
        子育て 

地域 
           介護 

 

そうした中で、本稿の掲げる「人生モデル」においては、議論の単純化のため

に、「①学ぶ」「②働く」「③地域」の３つの領域に絞って事例等を整理することと

している。 
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２．「人生 70歳モデル」と「人生 100 歳モデル」 

（１）従来の「人生 70 歳モデル」（サラリーマンのケース） 

人生の過ごし方は、個々人によってまちまちであるし、決まった型に押し込

めるべきでもない。したがって、それを類型化したりすることについても慎重

に考えるべきであるが、以下では、単純化のため、典型的な日本の「サラリー

マン層 6」の人生モデルを想定し、議論を整理している（【図表Ⅰ―６】）。 

【図表Ⅰ-６】従来の「人生 70 歳モデル」（サラリーマンのケース） 
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この「人生 70 歳モデル（サラリーマンのケース）」をみると、(A)若年期に

は「①学ぶ」ことを中心に過ごしたのち、新卒として就職し、転職等が仮にあ

ったとしても、その後は概ね定年まで勤務することが一般的である。また、(B)

働き盛りには、「②働く」ことが中心となることから、「①学ぶ」・「③地域」

に時間を振り向ける余裕のないケースが多いとみられる。 

そして、(C)定年到来時には、「②働く」要素が急激に縮小する一方、それ

までの「②働く」領域以外での活動の蓄積もなかったことから、「①学ぶ」・

「②地域」といった領域を充実させることもなかなか難しい。こうしたことか

ら、定年を迎えたサラリーマンについては、長い高齢生活において日常生活の

中心となる活動領域を明確にもつことに苦労する 7、といった状況が生まれが

ちである。 

6 以下で述べるように、（定年後の）「『時間』の充実」という課題が一番顕著に表れるのは、

こうした典型的なサラリーマン人生を歩んでいるケースであると考えられることから、代表的

な類型として提示している。一方、サラリーマンといっても人生の展開はまちまちであること

は勿論のこと、専業主婦、あるいは自営業に従事している人などにおいては、こうした類型が

全く当てはまらないケースが多い点は当然留意すべきである。 

7 例えば、「定年を迎えたからには、のんびりする」ということを重視する人にとっては、定

年到来後の悠々自適の日々は十分満足できるものとなろうが、ここでは、「何かしたいのだが、

やることがない」「何をしていいかわからない」といった思いで日々を過ごしてしまうようなケ

ースを想定している。 
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（２）目指すべき「人生 100 歳モデル」 

平均寿命が今よりも相当短かった数十年前であれば、定年退職後の人生を

「老後」・「余生」と捉えても概ね差支えなかったが、しばしば言われているよ

うに、『人生 100 歳時代』を迎えつつあるわが国では、定年後の人生が既に相

当長くなっている。こうしたことから、人生全体の時間、とりわけ長い高齢生

活を充実させていくためには、典型的な日本の「サラリーマン層」も含め、こ

れまでとは異なる新しい「人生の設計図」を念頭に置きながら過ごしていくこ

とが必要となってきている（【図表Ⅰ―７】）。 

【図表Ⅰ-７】目指すべき「人生 100 歳モデル」 

    ＜若年期＞ ⇒就活⇒   ＜働き盛り＞  ⇒突然⇒＜「余生」＞ 
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「（目指すべき）人生 100歳モデル」を概観すると、まず、(A)若年期を「①

学ぶ」ことを中心に過ごす点は、従来と変わらないとしても、新卒として採用

されたあと、長期に亘り働き続けることばかりではなく、「②働く」と「①学

ぶ」との間を行き来することがもっと当たり前になっていくとみられる 8。 

8 例えば、北欧諸国では、高校を卒業して一旦就職してから大学に入ったり、働き盛りが退職

11



また、(B)働き盛りには、「②働く」ことが日常生活の中心となること自体は

これまでとさほど変わらないとしても、「①学ぶ」・「③地域」といった領域に

も十分時間を振り向ける余裕をもち 9、多様な活動をしていく姿が考えられる。 

そして、(C)高齢になった際には、定年到来時に突然「②働く」という領域

を失うのではなく、本人の能力や希望等に応じた何らかの仕事を継続する一方、

個々人が自分自身の価値観にあったかたちで「①学ぶ」「③地域」といった領

域を含めて、様々な活動をバランス良く展開させていることがイメージされる。 

このように、「人生 70 歳モデル」を「（目指すべき）人生 100 歳モデル」に

変えていくということは、「一人ひとりが、『①学ぶ』『②働く』『③地域』とい

う３つの領域の大きさを変えていきながら、その人の価値観にあったかたちで

一段とバランスのとれた人生にしていくこと」だと言える。 

個々人が、自分自身にとって最適な「人生 100歳モデル」を実現していくこ

とは、決して簡単ではないが、(1)まずは一人ひとりが、長くなった人生の過

ごし方について日頃から考えるようにする（「意識改革」）とともに、(2)個々

人が思い思いの人生を送れるように、教育制度や雇用システムを含め、社会全

体を変革していくこと（「社会環境の整備」）が必要となろう。 

なお、以下では、このうち、主に「(2)社会環境の整備」部分を中心に、事

例の収集・整理並びに今後の課題等について概観している。 
 

  

して学生に戻ったりすることは稀ではなく、大学入学者の平均年齢は 25 歳以上である（【補論

１】参照）。 

9 所謂「働き方改革」では、勤務時間帯や場所を柔軟に選択できるようにするとともに、全体

の勤務時間も減らすことを中心に議論がなされているが、本稿では、そうした改革を通じて生

まれた心身のゆとりの使い方―「①学び」「③地域」等に振り向けていくこと―に軸足を置い

て、調査・分析している。 
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第２章 「人生 100 歳時代」の充実に向けた注力分野とその課題 

１．５つの注力分野 

「人生 70歳モデル」を「（目指すべき）人生 100歳モデル」に変えていくた

めには、様々な社会慣行の改変や関係主体による新たな工夫が必要となるが、

上述の３つの領域（「①学ぶ」「②働く」「③地域」）は相互に関連する部分もあ

ることから、本稿の第Ⅱ部では、参考となる先進的な事例等を「１．学ぶ→働

く」、「２．学ぶ→地域」、「３．働く→地域」（現役世代）、「４．働く」（高齢者）、

「５．地域」という５つの注力分野 10に纏め、収集・整理している（【図表Ⅰ

―８】）。 

     【図表Ⅰ-８】「人生 100 歳モデル」の実現に向けた注力分野 

１．学ぶ→働く ２．学ぶ→地域 ３．働く→地域 ４．働く ５．地域 
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学ぶ          
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働く        

       
学ぶ            

       

   地域 

      

 

領域 注力分野 内容 

 

学ぶ 

(0．学ぶ) （生涯学習や一般教養を深める学び） 

１．学ぶ→働く 学んだことを活かして働く 

２．学ぶ→地域 学びを地域貢献・社会活動に活かす 

働く 
３．働く→地域 現役の働く余力を地域貢献・社会活動に充当する 

４．働く 高齢者が働く機会を増やす 
地域 ５．地域 地域貢献・社会活動の機会を増やす 

２．各々の注力分野の視点と課題 

上記注力分野別に、それぞれの視点と、先進的な事例から窺われる最近の動

きや今後の課題について予め概観すると、以下のとおりである。 

10
 所謂生涯学習や一般教養を深める学びといった「①学ぶ」要素自体を大きくする様々な活

動も、時間の充実を図る上で大変重要であることは言うまでもない。ただ、これら活動につい

ては、既に様々な団体において幅広い取組みがなされていることから、以下では『人生 100歳

時代』を作っていく上で参照する先進事例としては明示的に取り上げていない。 
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（１）「１．学ぶ→働く」（現役世代、高齢者） 

（視点） 

 「学ぶ」ことはそれ自体が喜びでもあり、これまでも生涯学習制度や一般教

養を深める講座など、社会人の学びを充実させるための様々な取組みがなされ

てきている。 

一方、長期に亘る高齢生活を想定すると、「①学び」が「②働く」・「③地域

貢献・社会活動」といった他の活動と一段と有機的に繋がるようにしていくこ

とも重要である。 

このうち、まず「１．学ぶ→働く」（学んだことを活かして働く）という分

野についてみると、『人生 100 歳時代』においては、(A)現役世代は、「学び」

によって、今の仕事の中でのステップ・アップや知識のブラッシュ・アップを

したり、転職・起業・再就職に直接役立つような知識を得たりすることが一層

求められる。 

また、(B)高齢者についても、これまでのように一般教養を深めることを中

心とした「学び」だけではなく、新たな就業につながる「学び」にも焦点を当

てていくことが重要となろう（【図表Ⅰ―９】）。 

【図表Ⅰ‐９】「１．学ぶ→働く」（学んだことを活かして働く） 

 働 く 

 

 

学 ぶ 
   地 域      

《現 役》 

・仕事に必要な知識のブラッシュ・アップ 

・転職・起業・再就職への活用 

《高齢者》 

・新たな就労への活用 

【今後の課題】 

現 役：ステップ・アップ、転職等に直結する講座

の充実 

高齢者：「新たな就労に繋がる学び」のルートの開拓 

（先進的な事例から窺われる最近の動きと今後の課題） 

この「１．学ぶ→働く」（学んだことを活かして働く）の分野における先進

的・特徴的な事例をみると、現役・高齢者向けのいずれについても「就業等に

繋がる学び直し」の機会を作ろうとする動きは、いくつかの大学・自治体等で

実践されている。 

もっとも、わが国の雇用システムの下では、社会人の「学び直し」はどちら
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かというと、一般教養を深めることを中心になされてきたこと、また雇う企業

側でも「学び直し」をした人材をきちんと評価する仕組みを十分に整えてきて

いないことから、「学んだことが仕事に直結する」というルートは依然大変細

く 11、今後かなり強化していく余地がある。 

具体的には、(A)現役世代については、ステップ・アップ、転職等に直結す

る講座の一段の充実が必要であり、(B)高齢者にとっても、新たな就労に繋が

る学びのルートの開拓が望まれる。 

（２）「２．学ぶ→地域」（現役世代、高齢者） 

（視点） 

「２．学ぶ→地域」（学びを地域貢献・社会活動に活かす）という分野につ

いてみると、(A)現役世代では、「学ぶ」ことによって地域貢献・社会活動その

ものへの関心を持つとともに、そうした「学び」が、仕事以外の場所で充実し

た活動をすることに繋がっていくことが望まれる。 

また、(B)高齢者も、「学び」によって、地域社会の課題などを知るとともに、

「学び」の場を通じて得られた新たな仲間と一緒になって地域貢献・社会活動

を一段と行うようになることが望まれる（【図表Ⅰ―10】）。 

【図表Ⅰ‐10】「２．学ぶ→地域」（学びを地域貢献・社会活動に活かす） 

     働 く 

学 ぶ    

 

地 域 

      

《現 役》 

・地域貢献・社会活動への参加のきっかけに 

《高齢者》 

・新たな仲間と地域貢献・社会活動に一段と参加 

【今後の課題】 

現 役：「地域貢献・社会活動」に繋がる学び直し

の機会の拡充 

（先進的な事例から窺われる最近の動きと今後の課題） 

この「２．学ぶ→地域」（学びを地域貢献・社会活動に活かす）の分野にお

ける先進的・特徴的な事例をみると、高齢者については基礎自治体の多くで

様々な学びの機会を提供しており、そこから地域貢献・社会活動へと繋げる

工夫が成功している。 

11 北欧では、必要なときにはいつでも学び直しができる「ライフロング・ラーニング」の仕組

みが出来ており、それがスキルアップや新たな就業・起業にも直結している（【補論１】参

照）。わが国においても、雇用者側が「学び直し」を積極的に評価するような社会システムを整

える必要がある。 
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一方、現役世代については、「地域貢献・社会活動」に縁遠く、そのための

学びの場への参加者も大変少ない状況にある。今後は、そうした現役世代を

対象とした「学び直し」の機会の拡充が望まれる。 

（３）「３．働く→地域」（現役世代） 

（視点） 

現役世代が「②働く」ことについては、「働き方改革」の旗印の下で、様々

な取組みが検討・実施されてきているが、「『時間』の充実」という観点からは、

こうした改革を踏まえて、一人ひとりが早い時期から「③地域」に携わるルー

トを太くしていくことが一層必要となる。 

実際にこれを実現していく上では、まず企業の積極的な対応が重要となる。

例えば、(A)企業が、従業員向けの研修等を通じて、個々人の地域活動の重要

性についての理解醸成を図る、あるいは(B)人事制度の見直しなどを通じ、従

業員が地域貢献・社会活動等をしやすいような職場環境を作る、といった対応

が重要であると考えられる。 

また、中間支援組織 12や自治体等の役割も重要であり、例えば、(C)個人が

プロボノ 13のような活動をしていく上で、中間支援組織や行政等が協力しな

がら情報提供や具体的なマッチングをすすめるなど、様々なかたちで支援する

ことが考えられる（【図表Ⅰ‐11】）。 

【図表Ⅰ‐11】「３．働く→地域」（現役の働く余力を地域貢献・社会活動に充当する） 

働 く 

 

学 ぶ   

 

 地 域 

      

《現 役》 

・働く余力を地域貢献・社会活動に充当する 

①企業：従業員の意識改革 

②企業：人事制度の見直し、従業員の地域・社

会活動等の支援 

③中間支援組織・自治体等：プロボノ・その他

の活動の支援やマッチング 

【今後の課題】 

現 役：従業員の地域貢献・社会活動（プロボノ・

その他の活動）に対する企業・団体等の

支援・仲介機能の強化 

12
 業務時間外に社会貢献したいとする社会人と、そうした社会人のスキル等を必要とする NPO

や地域活動団体とを結びつける組織を指す（Ⅱ．第２章参照）。 

13 一般に「社会人が仕事上専門的な知識や経験を提供するボランティア活動」を指すことが多

い（Ⅱ．第２章参照）。 
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（先進的な事例から窺われる最近の動きと今後の課題） 

この「３．働く→地域」（現役の働く余力を地域貢献・社会活動に充当する）

の分野における先進的・特徴的な事例をみると、雇用者側が、従業員が積極的

に地域貢献・社会活動に参加するように後押しする動きや、またそれを支援す

る中間支援組織の動きも見られ始めている。 

しかし、まだまだそうした動きはごく一部に留まっていることから、企業及

び中間支援組織等による支援に広がりが出ることが望まれる。また、それを行

政が側面支援することも必要となる。 

（４）「４．働く」（高齢者） 

（視点） 

高齢者については、働くことばかりが「『時間』の充実」に繋がるわけでは

ない 14。しかし、わが国においては「自分の経験・蓄積を活かし、働くことを

通じて社会に引き続き貢献したい」と考えている健康な高齢者が大勢いる一方、

これまでの雇用システムにおいては、高齢者の能力や体力に見合った適切な就

業機会が十分提供されてきていないのも事実である（高齢者の就業意欲と雇用

機会については【補論２】参照）。 

高齢者の就業が広がるためには、日本的雇用システム、雇用制度の見直しが

重要な要素となる。具体的には、企業側において、(A)定年年齢の引き上げや

定年制度そのものの廃止、あるいは、再雇用年齢の上限を引上げといった対応

がポイントとなる。また、(B)高齢者に限った雇用形態ではないが、短時間雇

用がより一般化することで、高齢者雇用の機会が広がると考えられる。 

また、 就業者のうち多くの割合を占めるホワイト・カラー層については、

それらの持つスキルやノウハウを活かしたいとする就業ニーズと、雇用者側が

高齢者に求める人材とのミスマッチがみられる。 

そうしたことから、(C)高齢のホワイト・カラー層については、企業、中間

支援組織、そして自治体等が協力しながら、就業・転職に関する一段の情報提

供を行ったり、マッチングをすすめることなどが有効と考えられる（【図表Ⅰ

‐12】）。 
  

14 北欧では、「働くのはあくまで生活の糧のため」という勤労観にあり、社会保障制度が整備

されていることと相俟って、高齢者は比較的早く引退して「③地域」等の領域で幅広く活躍す

ることがより一般的。このため、65 歳以上の就業率も低い（【補論１】参照）。 
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【図表Ⅰ‐12】「４．働く」（高齢者が働く機会を増やす） 

  働 く 

 

学 ぶ   

     地 域 

《高齢者雇用》 

①定年延長・定年廃止、再雇用年齢上限引上げ 

②短時間雇用 

③ホワイト・カラーの就業・就職 

【今後の課題】 

企業・行政：雇用全般、特にホワイト・カラー

層の雇用の機会の拡充 

（先進的な事例から窺われる最近の動きと今後の課題） 

この「４．働く」（高齢者が働く機会を増やす）の分野における先進的・特

徴的な事例をみると、定年年齢の引き上げなどを通じて高齢者雇用を積極化す

る動きは徐々に見られ始めている。 

しかし、そうした事例は、①人手不足の企業や、②年功賃金を廃止するなど

高齢者を雇用しやすいような賃金体系を既に導入している企業等に限られて

おり、今後こうした動きの裾野が広がることが望まれる。特に、就業ニーズと

のミスマッチの多いホワイト・カラー層の雇用の積極化が必要となっている。 

（５）「５．地域」（現役世代、高齢者） 

（視点） 

「地域貢献・社会活動」については、年齢層を問わず、参加する人々は熱心

であるし、こうした活動が盛んな地域は少なからずみられてはいる。しかし、

こうした活動に無関心であったり、あるいは参加することの敷居が高いと感じ

たりして、なかなか進んで参加しようとしない層は引き続き大勢存在している。

こうしたことから、上述の「２．学ぶ→地域」（学びを地域貢献・社会活動に

活かす）、あるいは「３．働く→地域」（現役の働く余力を地域貢献・社会活動

に充当する）、といったルートを太くしていくこととともに、地域貢献・社会

活動そのものに参加しやすい環境を作っていく必要がある。 

具体的には、(A)現役世代については、なによりもこうした活動に早期から

参加する 15ように、活動にかかる情報の提供、参加の機会作りやインセンティ

ブ付けなどをしていくことが重要となる。 

15 人生 100 歳時代にふさわしい地域社会を作るためには、現役世代が「早くから」参加するこ

とが非常に重要である（『「人生 100 歳時代」にふさわしい地域社会の構築に向けて』神奈川県 

政策研究・大学連携センター（県ホームページ掲載）参照）。 
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また、(B)高齢者についても、参加に消極的な層が確実に存在することから、

そうした人々に対して参加のきっかけを幅広く作っていくことが重要である

（【図表Ⅰ‐13】）。 

【図表Ⅰ‐13】「５．地域」（地域貢献・社会活動の機会を増やす） 

  働 く 

学 ぶ  

    地 域 

      

 

《現役世代》 

・地域貢献・社会活動への早期参加促進 

《高齢者》 

・消極的な層の参加促進 

【今後の課題】 

参加に消極的な人向け（特に現役世代）：効果的

なアプローチ（インセンティブ作り） 

（先進的な事例から窺われる最近の動きと今後の課題） 

この「５．地域」（地域貢献・社会活動の機会を増やす）の分野における先

進的・特徴的な事例をみると、各団体・自治体では、参加の裾野を拡大するた

めにいろいろな工夫はしてきている。 

もっとも、現役世代・高齢者問わず、活動に参加するメンバーが限られてい

るという声は依然強い。こうしたことから、参加に消極的な層へのより効果的

なアプローチが必要となっている（人々の地域貢献・社会活動を促進する「イ

ンセンティブ」については【補論３】参照）。 

３．今後の課題（まとめ） 

 このように、官民で様々な先進的・特徴的な取組みはみられるものの、こうし

た動きは依然一部に留まっているといえる。 

こうしたことから、特に下記５つの分野を中心に、残された課題を解決してい

きながら、『人生 100歳時代』にふさわしい社会システムを作っていくことが望

まれる（【図表Ⅰ‐14】）。 
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【図表Ⅰ‐14】今後の主な政策課題 

 課 題 

０．意識改革全般 推進主体（市町村、企業等）の裾野の拡大 
１．学ぶ→働く ステップ・アップ、新たな就労に繋がる学び 

２．学ぶ→地域（現役） 地域活動・社会活動に繋がる学び 
３．働く→地域（現役） プロボノ、その他活動への支援・仲介 

４．働く   （高齢者） 特にホワイト・カラー層の雇用機会拡充 
５．地域 インセンティブ作り 

 

なお、上記の諸課題はいずれも相互に繋がりを持っており、単独で解決すると

いうよりは同時並行的に改善していくことが必要となると考えられる。 

例えば、柔軟な働き方が実現し、中高年の転職等がもっと一般的になっていく

中で、(1)現役世代・高齢者を問わず、学び直した内容を雇用者が積極的に評価

する土壌が生まれるであろう（「１．学ぶ→働く」）し、そうした中で(2)高齢者

雇用ももっと盛んとなり（「４．働く」）、(3)現役世代が「働く」以外の領域に積

極的に関与する余地も増えてくる（「３．働く→地域」）であろう。 

また、(4)様々なインセンティブが効果的に発揮されれば地域貢献・社会活動

をする裾野が広がることとなり（「５．地域」）、(5)そうした活動に必要な学びを

する層も厚くなる（「２．学ぶ→地域」）と考えられる。 

こうした今後の主な政策課題を、世代別に改めて図示してみると、以下のとお

り（【図表Ⅰ-15】）。 
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【図表Ⅰ-15】世代別にみた今後の主な政策課題 

【現役世代】 

【人生 70 歳時代】⇒  今後の主な政策課題   ⇒ 【人生 100 歳時代】 

 

   働 く 

 

     

学ぶ    地域 

 

働 く 

 

学 ぶ        地 域 
 

    働 く 

   

学 ぶ    地 域 

【高齢者】 

【人生 70 歳時代】⇒    今後の主な政策課題   ⇒ 【人生 100 歳時代】 

   働く 

     

学ぶ   地域 

 

 

      働く 
     

 

学 ぶ        地 域 

 

   働く 
     

 

学 ぶ   地 域 
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Ⅱ．事例からみた「人生 100 歳時代」への対応 

第１章 学び直し 

１．基本的な考え方 

「学び直し」や「生涯学習」については、これまで高齢者を中心にして主に「一

般教養を深める」ことを柱に様々な学習機会の充実が図られてきた。こうした一

般教養等を深める「生涯学習」は、個人の楽しみや勉学意欲に応えることにより、

生きがいの創出、ひいては心身の健康増進にも繋がるものであることから、今後

とも充実していくべきである（【図表Ⅱ-１】の A部分。大学における生涯学習機

会の提供状況は、【BOX３】）。 

一方、『人生 100歳時代』を踏まえた「『時間』の充実」という観点からは、こ

れからは、(1)高齢者においても、新たな就業（「学ぶ」→「働く」）や地域貢献

（「学ぶ」→「地域」）など、さらなる活動につながる学び直しが重要となる（【図

表Ⅱ-１】の B・C部分）。 

また、(2)現役世代についても、早い時期から「学び直す」ことによって、①

仕事に直接役立つような知識を得たり（「学ぶ」→「働く」）、あるいは②仕事以

外の場所でも充実した時間を過ごすこと（「学ぶ」→「地域」）に繋がる機会を拡

充したりすることが一層重要となる（同。現役世代の学び直し意欲については、

【BOX４】）。 

【図表Ⅱ-１】「学び直し」の意義 

A．学ぶ（一般教養） B．学ぶ→働く C．学ぶ→地域 

  働く 

     

学ぶ  

 

 

地域      

  働く 

     

学ぶ    

 

 

地域 

      

   働く 

学ぶ   

 

 

  地域 

      

こうしたことから、以下では、個々人の「『時間』の充実」という観点か

ら、現役世代・高齢者双方を対象として、(1)「学ぶ→働く」（学んだことを活

かして働く）、および、(2)「学ぶ→地域」（学びを地域貢献・社会活動に活か

す）を軸に、先進的・特徴的な事例等を抽出・整理し、その特徴や成果、そし
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て、そこから窺われる今後の課題についてみていくこととする（【図表Ⅱ－

２】）。 

【図表Ⅱ-２】「人生 100歳時代」の時間の充実に向けた注力分野（「学ぶ」） 

【学ぶ→働く】 

  働く 

     

学ぶ    

地域 

 

 

 

 

 

 

 
【学ぶ→地域】 

   働く 

学ぶ   

  地域 

      

 

 

 

 

 

  
 

【BOX３】大学による生涯学習機会の提供 

大学は、地域や社会の「知の拠点」として、課題解決に向けた積極的な貢献

が求められており、具体的には、公開講座（市民講座）の開催をはじめ、社会

人学生の受け入れなど、地域住民に対する学習や学び直しのための様々な機会

を提供している（【図表 BOX３-１】）。 

【図表 BOX３-１】大学における公開講座の位置付け 

 

 

 

 

 

（出所）「公開講座の実施が大学経営に及ぼす効果に関する調査研究」（文部科学省） 

このうち、公開講座は、ほぼ全ての大学 1において開設しており、学生数を多

1
 公開講座を開設している大学は、調査対象となった 741大学のうち 95％にのぼる（「開かれ

【現役世代】

①学びによるブラッシュアップ
②起業・再就職向けのプログラム

【高齢者】

③学んだ内容を活用した新たな

就労機会の獲得

【現役世代】

①学びが社会活動のきっかけに

【高齢者】

②学び直しから、新たな仲間ととも

に地域・社会活動に参加

（１）学んだ 

ことを活か 

して働く 

（２）学びを 

地域貢献・ 

社会活動 

に活かす 

 

 

〇 大学の知の開放 

〇 地域の生涯学習機関の中核 

〇 生涯学習推進人材の育成 

〇 社会人・卒業生の学び直し 
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く抱え、多様な学部を擁する大学等を中心に、年間 100 講座以上を開催してい

る大学も多数みられる（県内大学の取組み状況については、参考２参照）。 

このほか、大学内に社会人の生涯学習専門の組織を有して、多数の受講者に対

して数百の講座を提供している大学もみられる（例．早稲田大学エクステンショ

ン・センター、明治大学リバティ・アカデミー）。 

また、社会人が一般の学生向けの授業等を履修できる制度としては、多くの大

学で、①社会人特別選抜入試、②科目等履修生といった制度を導入しているほ

か、③聴講生、④昼夜開講 2、⑤長期履修学生 3といった制度を導入している大

学もみられる（【図表 BOX３-２】。県内大学の取組み状況については、前掲参考

２参照）。 

【図表 BOX３-２】社会人向け生涯学習制度（大学の一般カリキュラムの履修） 

 

 

 

 

 

 

この中で、近年は、特に高齢者が受講しやすいように聴講生制度を整備する動

きもみられている。 

▼湘南工科大学：希望の科目を自分で選択して一般の大学生と同じ授業を受講できる 

制度（「アカデミックパス」）を実施（2004 年度～）。従来の聴講生制       

度と異なり、年齢や学歴などの条件をなくした。 

▼相模女子大学：年齢や学歴を問わず、大学で開講されている科目から希望に合わせ 

何科目でも聴講できる仕組み（「まなびのパスポート」）を導入（2013 

年度）。 

た大学づくりに関する調査研究」文部科学省、平成 27 年度）。 

2
１つの学部や研究科の中に昼間主コース、夜間主コースを設け、どちらのコースでも同じカリ

キュラムの授業を行う制度。夜間主コースに所属する学生は、主に平日の夜間や週末に授業を

受けることにより必要な単位を取得することができる。 

3
社会人などを対象に、通常の年数（学部：４年、修士課程：２年）を超えた期間でのカリキュ

ラムの履修を予め認める制度。 

 

①社会人特別選抜入試 

②科目等履修生 

③聴講生 

④昼夜開講 

⑤長期履修学生 
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【BOX４】 現役世代における学び直しの意欲 

現役世代における学び直しの意欲は高い。例えば、「学び直しをしたい」

と考える比率は６割にものぼり、高齢者（同４割弱）よりも有意に高い（【図

表 BOX４-１】）。 

【図表 BOX４-１】「学び直しをしたい」と考える社会人の割合（％） 

  
（出所）「平成 27 年度 教育・生涯学習に関する世論調査」（内閣府(2016)）を改変 

また、学び直しの分野をみると、一般教養を深める学びばかりでなく、よ

り実践的な学び（「今の仕事におけるスキルのブラッシュ・アップ」や「就

職や転職の準備」向け）への関心も相当高い（【図表 BOX４-２】）。 

【図表 BOX４-２】「学び直し」をしたい理由 4（％、複数回答） 

 
（出所）「平成 27 年度 教育・生涯学習に関する世論調査」（内閣府(2016)）を改変 

 
 

4 一度社会人になった後に、大学等において「学んだことがある（現在学んでいる）」、「学んだ

ことはないが、今後は学んでみたい」と答えた者に質問したもの。 
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２．先進的な事例等からみた特徴 

（１－１）「学ぶ→働く」（学んだことを活かして働く）【現役世代】 

現役世代を対象とした「学ぶ→働く」（学んだことを活かして働く）の取組

みをみると、勤労しながら大学卒業資格を得ることでステップ・アップしたい

と考える社会人を主たる対象に、大学で夜間部（二部）を開設している事例は

以前からみられるが、近年では、①より高い専門性を学び、スキルのブラッシ

ュ・アップを図るためのプログラムや、②起業や新たな職を得ることを目的と

したプログラムなどもみられている（【図表Ⅱ-３】）。 

【図表Ⅱ-３】「学ぶ→働く」（学んだことを活かして働く）【現役世代】 

 

 

 

 

 

 

 ①学びによるブラッシュ・アップ 

現在の仕事に活かせるスキルのブラッシュ・アップを図るためのプログ

ラムとしては、企業の幹部候補生など、高いスキルを持つ者を対象とした

高度な内容のプログラムが目立っている。 

▼技術経営(MOT)系の講座（東京工業大学） 

東京工業大学では、次世代の企業経営を担う社会人等を対象として、経営技術

（MOT: Management of Technology）に関する大学院レベルの講座（キャリア・アッ

プ技術経営プログラム、CUMOT）を 2008年度より開催。実務との関連を意識し、産業

界で活躍する人々が必要とするカリキュラムを提供。 

▼経営幹部候補生向けの講座（東京大学、早稲田大学） 

東京大学では、組織の経営幹部候補生を対象とした、マネジメントの知識や教養な

ど高いレベルの総合能力を備えた人材を育成するためのプログラム（エグゼクティ

ブ・マネジメント・プログラム、EMP）を 2008 年より提供。受講者は、大学教員や世

界で活躍するプロフェッショナルから講義をうけ、世界で通用する課題解決力を修

得するとともに、卒業後も強い絆を持った同窓生として交流を続けている。 

早稲田大学では、企業の幹部候補生等を対象に、実践的研修プログラムや各主体が

交流する「場」を提供することにより、次世代のリーダーを育成する事業（WASEDA NEO）

を 2017 年に開始。社会のニーズに応え、グローバル規模にイノベーションを起こす

【現役世代】

①学びによるブラッシュアップ
②起業・再就職向けのプログラム

（１）学んだことを 

活かして働く 
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パイオニアの育成をめざしている。 

②起業・再就職向けのプログラム 

一方、起業・再就職向けのプログラムとしては、起業家を育成するビジネ

ス・スクールや、離職者の再就職を支援する大学のリカレント教育課程の取

組みがみられる。 

▼ソーシャル・ビジネス向けの起業プログラム（NPO法人社会人起業大学） 

社会人起業大学（2010 年設立）では、社会課題を解決するためのソーシャル・ビ

ジネスを中心とした起業家を育成するための学習プログラムを提供。ビジネスプラ

ンを創る、ビジネスモデルをブラッシュ・アップする、事業を軌道に乗せるなどの目

的にあわせたクラスを展開。 

▼再就職支援の講座（日本女子大学） 

日本女子大学では、育児等で離職した女性を対象として、１年間のキャリア教育を

通して技能や知識を養い、再就職を支援するプログラム（リカレント教育課程、2008

年～）を提供。英語、IT や会計等のビジネスに特化したカリキュラムを提供し、就

職説明会など再就職先の斡旋も実施。 

このように、現役向けの「学び→働く」のプログラムは近年いくつか作ら

れてきているが、対象層を絞ったものが多く、一般の社会人が広く参加して

スキルの向上や起業・転職準備に活かせるような学び直しの機会は依然限ら

れているといえる。 

こうした中で、年代を問わず門戸を広く開けている通信制の大学では、永

年に亘って現役世代が多数履修してきており 5、資格取得と明確に結びつい

たいくつかのプログラムについては、ステップ・アップや転職等に活かされ

てきている。 

もっとも、通信制大学で提供しているその他の履修科目・プログラムにつ

いては、履修した内容が雇用者側において必ずしも積極的に評価されるもの

とはなっておらず、「学び直したことが、ステップ・アップや転職等に直結

しない」という現役世代における学び直しの課題が浮き彫りになっている。 

▼履修証明制度を活用したプログラム（放送大学） 

放送大学では、文部科学省が 2007年に導入した履修証明制度を活用した科目群履

修認証制度（「放送大学エクスパート」）を提供。特定の科目群（28プラン）の履修に

5 通信制で履修する学部生（約 16.3万人）のうち、約６割は 30-50 代となっている（「平成 28

年度学校基本調査」、文部科学省）。 
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より体系的な学習を行ったことを証明する独自の制度であり、社会人等の多様なニー

ズに応じた学習機会を提供することを目的としている。本プログラムについては、企

業側の認知度をどのように高めていくかが課題となっている。 

（１－２）「学ぶ→働く」（学んだことを活かして働く）【高齢者】 

一方、高齢者を対象とした「学ぶ→働く」の取組みをみると、特定分野にお

いては、新たな就労につながるような教育プログラムがわずかながらみられ

る（【図表Ⅱ-４】）。 

【図表Ⅱ-４】「学ぶ→働く」（学んだことを活かして働く）【高齢者】 

 

 

 

  

  ▼僧侶育成プログラム（正眼短期大学） 

正眼短期大学では、定年退職後のシニア世代を対象に、僧侶になるために必要

な知識を身に付ける教育プログラムを提供。２年～２年半の学習（坐禅、授業等）

を経て、実際に僧侶として就職するケースが若干みられている。 

▼園芸・造園に関する講座（東京農業大学） 

東京農業大学では、シニア世代を対象として、園芸や造園の知識と技能の習得

を図る場として講座（グリーンアカデミー）を開講。修了後には公園や庭園など

の管理やガイド等で活躍する受講生もみられている。 

もっとも、こうした高齢者の「新たな就労に繋がっている学び直し」の事

例はまだまだ少ないと言わざるを得ず、「学ぶ→働く」に資するプログラムは

現役世代以上に極めて限られている。これは「高度の学び直し」を修了した

高齢者が雇用される機会自体が現実には殆ど存在しないことが背景にあるこ

とから、高齢者の雇用機会拡充の課題と同時に解決していくべき問題であ

る。 

なお、大学では、一般的な履修プログラムにおいてもシニアを対象とした

入学の機会を提供する事例も近年目立っている（聴講生については、前掲

【BOX３】参照）。これらは「高度な学び直しをしたい」という高齢者のニー

ズに応えるものとしては、高く評価されるべき取組みであるが、受入れ人数

も極めて限られていることもあり、高齢者にとって新たな就業の機会を広げ

る上での受け皿とはなっていない。 

【高齢者】

③学んだ内容を活用した新たな

就労機会の獲得

（１）学んだことを 

活かして働く 
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▼シニア研究生・シニア大学院生（東京経済大学大学院） 

東京経済大学大学院では、全国に先駆けてシニア層を対象とした大学院にお

ける専門的な教育を提供する制度を設立。50 代以上を対象として、学部卒相当

の学歴を持つ勉学意欲が高いシニア層を受け入れている。 

▼シニア学生（松陰大学） 

松陰大学では、シニアのための本格的な学び直しの機会を提供すべく、50 歳

以上の神奈川県在住者を対象として、「シニア学生」を受け入れ（2012年度～）。

４年間で所定の単位を取れば学士号も付与される制度であり、一般学生と同じ

授業・ゼミを履修する（授業料は一般学生の 1/3程度）。社会経験もあり、学ぶ

意欲の高いシニア学生の存在は、一般学生にとっても良い刺激となっている。 

（２－１）「学ぶ→地域」（学びを地域貢献・社会活動に活かす）【現役世代】 

次に、現役世代を対象とした「学ぶ→地域」の取組みをみると、基礎自治体

を中心に、社会活動のきっかけとなる講座や、ソーシャル・ビジネスを学ぶ講

座を実施している事例がみられる（【図表Ⅱ-５】）。 

【図表Ⅱ-５】「学ぶ→地域」（学びを地域貢献・社会活動に活かす）【現役世代】 

 

 

 

 

▼地域社会に密着した講座の開催（世田谷区） 

世田谷区では、区民等を対象に、政治・社会・経済・人間など地域社会に密着

した課題に関する講座（市民大学）を開講。市民自治の担い手の育成を目的とし

て比較的高いレベルの授業を実施している。 

▼コミュニティ・ビジネスを学ぶ機会の提供（川崎市・専修大学大学院） 

川崎市及び専修大学大学院では、現役世代がコミュニティ・ビジネスを学ぶ機

会を連携事業として実施（KSソーシャル・ビジネス・アカデミー。平成 28年度

で終了）。受講者は、大学院レベルの講義を受けるとともに、地域課題の解決に

取組む現場も体験。修了後には、多くの参加者が NPO 活動やプロボノ活動を実

践。 

もっとも、仕事や子育てに多忙なこともあって、こうした地域貢献・社会

【現役世代】

①学びが社会活動のきっかけに

（２）学びを地域貢献・ 

社会活動に活かす 
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活動に繋がるような講座 6に参加する人は極めて限られている。現役世代に

どうやってこのような「学ぶ→地域」の取組みに関心を持ってもらうかは、

基礎自治体の共通の課題となっている。 

（２－２）「学ぶ→地域」（学びを地域貢献・社会活動に活かす）【高齢者】 

一方、高齢者を対象とした「学ぶ→地域」の取組みをみると、基礎自治体を

中心に、地域に密着した話題を取り上げる講座や、新たな仲間を作りながら地

域貢献に役立つ内容を学ぶブログラムなどが多数みられる（【図表Ⅱ-６】）。 

【図表Ⅱ-６】「学ぶ→地域」（学びを地域貢献・社会活動に活かす）【高齢者】 

 

 

 

 

まず、基礎自治体においては、地域に住む高齢者に地元が抱える課題を学ん

でもらい、そこで一緒に学んだ仲間とともに地域貢献・社会活動を行うことに

積極的につなげようとする取組みが非常に多くみられている。 

▼基礎自治体による地域活動の人材育成事業（杉並区、さいたま市） 

杉並区では、区民のシニア層を対象として、地域活動に必要な知識・技術を学

ぶ講座（すぎなみ地域大学）を実施。修了生の約８割が、同講座で出会った地元

の仲間などとともに地域活動に参加し、協働の担い手として活躍。 

さいたま市では、60 歳以上の市民を対象に、地域社会で活躍する人材の育成

等を目的として、教養や地域活動に関する講座（シニア・ユニバーシティ）を実

施。卒業生で校友会が結成され、卒業後も組織的に地域活動が行われている。 

そうした中には、基礎自治体が地域の大学と連携して事業を運営するケー

スもみられる。 

▼自治体と大学の連携による地域活動の人材育成事業（東京都港区・明治学院大学） 

港区では、福祉系のゼミを多数有する明治学院大学に委託して、60 歳以上の

区民を対象に、地域福祉の向上や地域活動に関する講座（チャレンジ・コミュニ

ティ大学）を開催。修了生は、自主的な運営組織であるチャレンジ・コミュニテ

6
 現役世代では、生活が仕事中心となりがちであることから、仮に「学ぶ」ための余裕が出来

たとしても、「スキル・アップ」等のための学びが優先され、「地域貢献・社会活動」に繋がる

ような学びは後回しにされる恐れが高いといえる。 

【高齢者】

②学び直しから、新たな仲間と

ともに地域・社会活動に参加

（２）学びを地域貢献・ 

社会活動に活かす 

30



ィ・クラブに加入し、交流を維持しながら地域活動を実施・継続している。 

また、大学単独でも、地域貢献・社会活動を行うシニア人材の育成に成

功している事例もみられる。 

▼大学単独による地域活動の人材育成事業（立教大学） 

立教大学では、50 歳以上のシニア世代を対象に、学び直しと再チャレンジの

サポートを目的として異世代共学やゼミなど独自のカリキュラム（セカンド・ス

テージ大学）を提供。修了生の地域貢献・社会活動への関心は高いことから、大

学側でも「社会貢献サポートセンター」を設置して、修了後の活動を側面支援し

ている。 

このように、高齢者を対象とした「学ぶ→地域」の取組みをみると、現役世

代向けのそれと比べると相当広がりがあり、また成功している事例も多くみら

れる。 

もっとも、高齢者の数が増えている中にあっては、地域貢献・社会活動を活

発に行っている高齢者は実際には限られているとの見方もある（Ⅱ．第３章参

照）。こうしたことから、高齢者を対象とした「学ぶ→地域」のルートをさら

に太くしていくことで、地域貢献・社会活動に参加する裾野を広げていくこと

が望まれる。 

３．今後の課題 

このように、先進的・特徴的な事例をみると、(1)「学ぶ→働く」（学んだこと

を活かして働く）、および、(2)「学ぶ→地域」（学びを地域貢献・社会活動に活

かす）の２分野については、基礎自治体・大学を中心に様々な取組みが実施され

ている。 

特に、高齢者を対象とした「学ぶ→地域」の取組みについては、各地の基礎自

治体（および大学）が多くのプログラムを実施しており、今後とも一段と取組み

が広がっていくことが期待されるとはいえ、ここまで有効に機能してきている

といえる。 

一方、下記分野については、仮に好事例があっても対象層が限られるなど、イ

ンパクトが小さく、今後さらに強化されていくことが強く望まれる。 

（１）「学ぶ→働く」のルートの拡充【現役世代・高齢者】（【図表Ⅱ-７】） 

 「学ぶ→働く」のルートの拡充は、現役世代・高齢者に共通した課題で

あるが、(A)現役世代については、まず、学習機会を提供する大学等におい
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てスキル・アップや転職等直結する講座を一層充実していくことが望まれ

る。また、受け入れ側となる雇用者側においても、どういった学び直しの

内容であれば雇用者側として評価し、そうした学び直しをした人材を活用

しうるのかについて、より明確にしていく必要があろう。 

 一方、（B）高齢者に関しては、そもそも現役世代以上に就業環境が厳し

い中にあっては、「新たな就労に繋がる学びの機会」を少しずつでも増やし

ていきながら、学び直しが就業に繋がる道筋をつけていく必要がある。 

【図表Ⅱ-７】「人生 100歳時代」からみた「学ぶ→働く」の課題 

 

 

 （２）「学ぶ→地域」のルートの拡充【現役世代】（【図表Ⅱ-８】） 

「学ぶ→地域」の分野については、特に現役世代向けのルートの強化が

必要となる。そのためには、まずは、(A)現役世代の参加意識を高めるため

の施策が重要であり、自治体等が粘り強く情報・機会の提供を行っていく

ことが必要となろう。また、(B)従業員が地域貢献・社会活動に繋がる学び

を行うことについて、雇用者がより積極的に支援していくことが望まし

い。 

【図表Ⅱ-８】「人生 100歳時代」からみた「学ぶ→地域」の課題 

 

もっとも、上記のいずれの課題も、「①学ぶ」という領域単独で簡単に解決す

ることは大変難しく、後述する「②働く」・「③地域」の領域における諸課題と同

• スキルアップや転職等に直結する講座の充実

• 雇用者側の求めるスキルの明確化

現役世代

• 新たな就労に繋がる学びのルートの開拓

高齢者

• 参加意識の醸成

• 雇用者側の支援促進

現役世代
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時並行的に解決していくことが必要となるものといえる。 

例えば、現役世代では、「②働く」環境が改善されてはじめて「①学ぶ」余力

が出てくるものであるといえよう。従業員が学ぶことに企業側が前向きになる

には、その前提条件として、「業務外での学びや出会いが企業経営上もメリット

となる」という点について広く認識されることも必要となろう。 

また、現役世代・高齢者が「学び直し」をしたあとに円滑に転職や就業ができ

るためには、雇用者側が「学び直し」をした社会人を活用するような人事運営シ

ステム、社会システムを整える必要がある（「学ぶ→働く」と日本の雇用慣行と

の関係については【BOX５】、次期「教育振興基本計画」の策定に向けた検討状況

は【BOX６】参照）。 

【BOX５】「学ぶ→働く」と日本の雇用慣行との関係 

現役世代・高齢者を問わず、「学ぶ→働く」（学んだことを活かして働く）、

というルートがなかなか太くならないのは、端的には日本の雇用慣行に原因が

あるといえる。 

我が国は、転職が諸外国と比べて少ない 7社会であるが、このため社会人に

とっては、①「学び直し」の場と、②「学び直し」の成果の受け皿の双方が不

足する社会環境であった 8といえる（【図表 BOX５-１】）。 

【図表 BOX５-１】「学ぶ→働く」と日本の雇用慣行 

 

 

 

 

 

 

7 近年では、非正規雇用が非常に増えており、そうした雇用形態の下にある労働者は、転職が

多い一方、通常は、企業内教育の対象者ともならず、組織内でのステップ・アップの機会に恵

まれていない。この点からも、「学び→働く」のルートの拡充の必要性は非常に高い。 

8
 学費負担の問題や、企業ニーズに合ったプログラムが大学等にないといった理由により、大

学等において学び直しを行う社会人が増えていない（平成 28年度文部科学白書）。 

日本型企業の雇用制度 

（新卒一括採用・企業内教育中心） 

大学等における教養・学術中心の

カリキュラム 

 

〇「学び直し」の

場の不足 

〇「学び直し」の
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皿の不足 
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すなわち、企業の人事運営をみると、転職のために大学等で「学び直し」を

した社会人が受け入れられにくいものであった。例えば、（１）採用は新卒者

が中心で、中高年を中途採用して活用するというルートは補助的であり、この

ため、（２）即戦力よりも潜在能力や企業文化への適応性が重視されがちであ

った。また、（３）職務上必要なスキルの習得は、企業内教育（OJTを含む）が

主体であったことから、「大学等での学び直しをした人材を活かす」という発

想は弱く、さらに（４）終身雇用制とセットとなる「定年制度」を導入してい

ることから、高齢者の活用についてもさほど熱心でないことが通常であった。 

一方、企業の姿勢と裏腹の関係にはなるが、大学等での教育・人材育成の仕

組みも、社会人の「学び直し」を前提とするものとなっていなかった。例え

ば、（１）若い学生に実社会での即戦力を学ばせる必要性が薄かったこともあ

って、実学よりも教養・学術的な内容を教えることを重視する姿勢が永年に亘

って強かった。また、（２）転職するために大学等で「学び直す」社会人がそ

もそも少ない中では、職務上のステップ・アップや転職等に役立つ実践的な学

びの場を整備する発想を持たないのが一般的であった。 

こうしたことから大学等での「学び直し」への企業の期待や評価は大変低

く、これがさらに「学び→働く」のルートを一層細くする、という循環をもた

らしていたと考えられる。例えば、「従業員が大学等で学ぶことは原則認めな

い」とする企業が少なからずみられており、その理由としては、「本業に支障

をきたすため」の次に「教育的内容が実践的でないため」が挙がっている

（【図表 BOX５-２】、【図表 BOX５-３】）。 

【図表 BOX５-２】         【図表 BOX５-３】 

従業員が大学等で学ぶこと     大学等で学ぶことを認めて 

を認めているか（％）       いない理由（企業） 

（％、複数回答） 

 

 

  

 

 

（出所）「社会人の大学等における学び直しの実態把握に関する調査研究」(文部科学省(2016))

を改変 
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もっとも、近年はこうした傾向にも変化はみられている。 

まず、企業側では、（１）中高年を中途採用して活用していこうとする傾向

が強まっており、（２）採用の際に即戦力をより求めるようになってきてい

る。また、（３）従業員の育成も、企業内教育の余力がなくなってきている中

で、外部の力を一段と活用しようとしている。さらに（４）労働力不足の中

で、高齢者の活用についても以前よりは前向きにはなってきている（第Ⅱ部第

２章参照）。 

一方、大学でも、（１）18歳人口が減少する中で、社会人を対象とした教育

にも注力をしはじめているほか、（２）上記実践的な教育を求める声 9にこたえ

て、一般的な履修プログラムの見直しも徐々に進められている。 

特に、近年では「高度人材養成のための社会人学び直し大学院プログラ

ム」10を実施するなど、社会人の学び直しにも積極的に取り組んでいる。 
 
  

9
 第２期「教育振興基本計画」（2013年６月策定）では、「キャリア・アップや再チャレンジ

を目指す社会人など学習を必要とする全ての人々が、生涯のどの時点においても学び直し、社

会で活躍できる環境を構築していく必要がある」としており、学びの場として大学の重要性が

強調されている。 

10
 大学院と産業界等が協働して、社会人の「学び直し」を全国的に推進する事業（https://s-

manabinaoshi.jp/）。社会人のキャリア・アップに必要な高度かつ専門的な知識・技術・技能を

身に付けるための大学院プログラムを構築し、普及する取組みを通じて、成長分野等における

高度人材養成を図るもの。 
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【BOX６】次期「教育振興基本計画」の策定に向けた検討状況 11 

中央教育審議会では、次期「教育振興基本計画」（H30～34年度）の策定に向

けて審議が進められており、その中で「今後の教育政策に関する基本的な方針」

の一つとして、新たに「生涯学び、活躍できる環境を整える」という項目が示

されている。 

ここでは、人生 100 年時代においては、若年期に身につけた知識・技能のみ

で生き抜くことは不可能となることから、「いつでも、どこでも、何度でも学べ

る環境」が必要としている。特に、社会に開かれた大学等の実現や、専修学校

等における社会人の学び直しの推進が求められるとしている。 

また、社会教育については、今後、地域コミュニティの維持・活性化への貢

献や、全ての住民が地域社会の構成員として社会参加できるようにする役割が

期待されるとしている（【図表 BOX６-１】）。 

【図表 BOX６-１】次期「教育振興基本計画」に向けて検討中の関連施策案 

 

 

 
 
 
 
 
 

11 中央教育審議会 教育振興基本計画部会「第 3 期教育振興基本計画の策定に向けたこれまで
の審議経過について」（2017 年 9 月） 
http://www.mext.go.jp/component/b_menu/shingi/toushin/__icsFiles/afieldfile/2017/10/04/13
96919_03.pdf 

①高等教育機関における実践的な職業教育の推進 

（専門職大学及び専門職短期大学の設置） 

②高齢者等の生涯学習の推進 

③働きながら教育機関において学べる学習環境の整備 

④労働者の学びに関する企業側の理解促進 

⑤社会教育行政のネットワーク化の推進 
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第２章 働き方の見直し 

１．基本的な考え方 

「働き方」については、これまでワーク・ライフ・バランスという観点から長

年に亘っていろいろな議論がなされ、雇用環境の改善策等が講じられてきてい

る（【図表Ⅱ-９】）。特に近年は「働き方改革」という標語の下で、長時間労働の

是正から人材育成に至るまで、官民問わず幅広く議論がなされている（働き方改

革実現会議における主な議論については【BOX７】参照）。 

【図表Ⅱ-９】「働き方」「働き方の見直し」を巡る主な論点 

            ワーク・ライフ・バランス   
 

労働力の確保 

長時間労働の是正  

              柔軟な働き方の実現 

                    高齢者の就業促進 

                    女性の活躍支援 

              介護離職の防止 

       待機児童数の削減 

            正規・非正規間の格差是正 

           外国人労働者の活用 

           人材育成 

             

「働き方改革」を通じて、こうした様々な個別課題を解決していくことは非常

に重要である。そうした中で、『人生 100 歳時代』との関係では、特に「個々人

の『時間』の充実を図る」という切り口からどのように働くのかがポイントとな

る 1といえる。 

すなわち、(1)現役世代においては、こうした一連の「働き方の見直し」

が、子育てや介護に充てる時間的なゆとりを生み出すことに留まらず、学びや

地域貢献など、様々な活動の充実につながるようにしていくことが一層重要と

1 「働き方改革」によって生み出された時間は、これを質の高いものにしていくことが重要で

あり、「①仕事だけでは実現できない自分の価値観の表現、②自分のスキルの社会への還元、③

高齢期も見据えた次のキャリアを意識した活動などが鍵となる」（NPO 法人二枚目の名刺）。 
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なる。 

一方、(2)高齢者については、より柔軟な働き方が一般化すれば、雇用機会

も増えていくと考えられるが、これを経済的基盤の確保や、社会全体でみた労

働力の確保といった観点からではなく、個々人の「『時間』の充実」という観

点からみた場合、それは「自己実現」のメニューが広がることを意味すること

となる。 

以下では、こうした個々人の「『時間』の充実」という観点から、①現役世

代については、「働く→地域」（働く余力を地域貢献・社会活動に充当する取組

み）を、②高齢者については、「働く」（働く機会を増やす取組み）を軸に、先

進的・特徴的な事例等を抽出・整理し、その特徴や成果、そして、そこから窺

われる今後の課題についてみていくこととする（【図表Ⅱ-10】）。 

【図表Ⅱ-10】「人生 100 歳時代」の時間の充実に向けた注力分野（「働く」） 

「働く→地域」【現役世代】 

働 く 

学 ぶ 
     地 域 

 

 

 

 

 

 

 

「働く」【高齢者】 

 働 く 

 

学 ぶ   

      地域 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

①従業員の意識改革

②業務時間外の活動支援
（企業）

③業務時間外の活動支援
（中間支援組織、行政等）

①雇用制度の見直し

②短時間雇用

③就労支援

(2)働く機会 

を増やす 

（高齢者） 

(1)働く余力を 

地域貢献・ 

社会活動に 

充当する 

（現役世代） 
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【BOX７】働き方改革実現会議における議論 

「働き方改革」を巡る議論は、様々な主体でなされているが、このうち、

働き方改革実現会議 2における議論をみると、主に９つの個別課題に分か

れている（【図表 BOX７‐１】）。 

【図表 BOX７-１】「働き方改革実現会議」における主な論点 

         主な目標      
主な個別課題 

主な議論の対象等 雇用環境 

の改善 

生産性 

の向上 

労働力 

不足へ 

の対応 

 

 柔軟で多様な働き方の実現 テレワーク、兼業・副業 ○ ○ ○  

 長時間労働の是正 残業規制、脱時間給 ○ ○   

 非正規労働者の処遇改善 同一労働同一賃金の実現 ○  ○  

 病気の治療と仕事の両立 産業医の機能強化 ○  ○  

 子育て・介護と仕事の両立 保育所の整備 ○  ○  

 女性・若者の人材育成 学び直しの支援等を含む  ○ ○  

 教育環境の整備 
格差を固定化させない教育の充
実等 

 
○ ○ 

 

 高齢者の就業促進 定年延長する企業の支援   ○  

 外国人人材の受け入れ 就労環境の整備 ○ ○ ○  

  このように、個別の論点は多岐に亘っているが、これら課題は、主に「雇

用環境の改善」、「生産性の引き上げ」、そして「労働力不足の是正」という３

つの大きな観点から議論されていると整理することが出来よう。 
   

2 http://www.kantei.go.jp/jp/singi/hatarakikata/ 参照。 
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２．先進的な事例等からみた特徴 

（１）「働く→地域」（働く余力を地域貢献・社会活動に充当する）【現役世代】 

 現役世代が「ゆとりをもって働き、その余力を地域貢献や社会活動に充当

する」取組みをみると、まず雇用者（企業・団体等）においては、①従業員

の意識改革や、②人事制度の見直し等による業務時間外の活動支援などが行

われている。 

また、中間支援組織や行政等でも、③プロボノ活動 3のマッチングなどを

通じて業務時間外の活動を支援する動きなどがみられる（【図表Ⅱ-11】）。 

【図表Ⅱ-11】「働く→地域」（現役世代） 

 

 

 

 

 

 

 

 

①従業員の意識改革 

まず、「『時間』の過ごし方」に関する従業員の意識を変える対応として

は、(a)社員向けのセミナー等において意識づけをしている事例がみられ

る。また、より根源的には、(b)従業員一人ひとりが自律的に働くような

社風を基盤として作ることが重要 4と考える企業もみられる。 

▼ 「時間の過ごし方」を問いかける社員セミナー（県内機械メーカー） 

ある県内機械メーカーでは、中高年社員向けの「ライフプラン・セミナー」に

おいて、「70 歳には自分は何をしているのか」を従業員に意識的に投げかけてい

3
 一般に、「社会人が仕事上の専門的な知識や経験を提供するボランティア活動」を指す。企

業の社員や各分野の専門家が、民間の非営利団体（NPO）を支援するといった形で実践されてい

る。個人はプロボノとして活動することを通じて、本稿で取り上げている「①学び直し」、「②

働き方の見直し」および「③地域貢献や社会活動の推進」の３つを同時に実現することができ

るといえる。 

4 北欧では、初等教育の段階から個々人の自律を重んじる社会作りが徹底されており、そうし

た中で、働き方を含む時間の充て方についても、一人ひとりが自分の考えに基づいて柔軟に行

うかたちとなっている（【補論１】参照）。 

•「時間の過ごし方」への問いかけ

•従業員が自律的に働く社風作り
①従業員の意識改革

•人事制度の見直し

•プロボノ活動への企業単位での参加
②業務時間外の活動支援
（企業）

•プロボノ活動等のマッチング
③業務時間外の活動支援
（中間支援組織、行政等）

(1)働く余力を 

地域貢献・ 

社会活動 

に充当する 

（現役世代） 
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る。研修を終えた者からは「目から鱗が落ちた」との感想も聞かれており、「人

生 100歳時代」を迎える中での時間の過ごし方にかかる従業員の意識改革に相当

寄与している。 

▼ 従業員が自律的に働く社風作り（県外 IT系企業） 

ある県外 IT 系企業では、①各社員の価値観を尊重しながら、②仕事に没頭で

きる環境を整備し、③最大限の成果を上げてもらうべく、柔軟に勤務できる環境

を整備しており、社員は、個々人の働き方に関する考え方を尊重する企業文化の

下で、業務時間外には思い思いに自分のやりたい活動（学びや地域貢献・社会活

動を含む）を行っている。 

もっとも、このように、従業員の意識を変えたり、社員が自律的に考え

る社風作りをすすめたりする企業の取組みは依然少数にとどまる。すなわ

ち、個々人の業務時間外や退職後の「時間の過ごし方」は、経営への影響

や業務との関連性が薄い 5ことから、経営側で特段の策を講じていない企

業等が引き続き大多数となっている。 

② 業務時間外の活動支援（企業） 

【人事制度の見直し】 

一方、従業員の業務時間外の活動支援に関して、自社の人事制度・雇用

のルール等を見直す事例をみると、 (A)従業員にボランティア活動を推奨

するだけでなく、最近では(B)兼業・副業を積極的に認めるケースもみられ

ている。また、(C)一旦退社して様々な活動に取り組む社員が確実に復職で

きる制度を導入した企業等もみられる（【図表Ⅱ-12】）。 

【図表Ⅱ-12】業務時間外の活動支援等(企業) 

  

5
 一般に、中高年従業員に対するライフプラン研修では、退職後を視野に入れた①マネープラ

ンと②健康管理の二本柱が中心となる。これは、これらに関する退職者の行動が、企業年金や

健康組合といった総務人事部署の所管する事務に直接影響を与えることがあるためと考えられ

る。これに対し、退職後の「時間の過ごし方」は、そうした影響を殆ど与えないこともあっ

て、従来のライフプラン研修ではそもそもメニューとして取り上げられないことが多い。 

②業務時間外

の活動支援

（企業）

（A) ボランティア活動の推奨

（B) 兼業・副業の積極的な認容

（C) 復職の制度化

人
事
制
度
の
見
直
し 
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今後は、こうした人事制度面を通じて従業員の業務時間外の活動を側面

支援することが、ひいては企業経営にとってもプラスとなる点について、

もっと理解が広がっていくこと 6,7が期待される。 

 (A) ボランティア活動の推奨 

   従業員によるボランティア活動 8を推奨する休暇制度等は、社会貢献

活動が盛んな企業を中心に継続的に運用されている。 

▼ボランティア休暇制度（アサヒビール㈱） 

 アサヒビールでは、ボランティア活動や公共イベント支援などを行う社員に

対し、年間 12 日の『ナイスライフ休暇』を認めている。メセナ活動を積極的

に行う企業文化を色濃く反映し、約 25年前から同制度を継続している。 

▼ボランティア活動の「業務扱い」（㈱資生堂） 

 資生堂では、社会貢献活動で学んだことを仕事に活かしてもらうという趣旨

で、従業員のボランティア活動を「業務扱い」とする『ソーシャル・スタディ

ーズ・デー』制度を 1993年から運営している。積極的な活用を促すべく、当

制度に基づく活動については、会社側が保険加入手続き等を担っている。 

     ▼ 自律的なコミュニティ活動の支援（三菱重工グループ） 
三菱重工グループ内の企業では、「自律」と「協働」をコンセプトに、社員が

業務時間外に自主的に行うコミュニティ活動（「き・ず・な活動」）を支援して

いる（社員約２万人が対象）。活動に参加した社員は、退職後も地域活動に参加

する意欲を持っている者が多い。 

(B) 兼業・副業の積極的な認容 

   従業員の兼業・副業については、これを禁止したり、奨励しないケー

6 企業自身による「社会貢献活動（CSR）」は、一定程度の広がりをもって定着してきている。

また、最近では従業員の健康増進は企業経営にとって重要であるとの認識の下で、「健康経営」

を標榜する動きも広がってきている。 

7 企業内でも、人事部署では従業員に社外での経験を積ませることが人材育成上有用であると

の認識は広がりつつあるが、人員を社外研修に長期で拠出する余裕がないといった事情から、

現場を抱える事業部署からそうした取組みへの理解がなかなか得られないとの話が聞かれる。 

8
 従業員が自主的・自発的に運営するボランティア活動も活発になっている。例えば、富士ゼ

ロックス㈱）の「端数倶楽部」は、従業員や退職者など、自分の意思で参加を表明した会員

（社員の約 40％）で構成されている。活動資金には、会員の毎月の給与と賞与の 100円未満の

金額（=端数）のほか、各自が自由に金額を加算（一口 100円から）した額を充当している。 
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スが大多数であった 9が、「社外での経験による社員の成長が自社に還元

され、会社の成長・従業員の成長につながる」として、これを積極的に

認める事例がみられはじめている。 

▼土日祝日・終業後の兼業の認容（ロート製薬㈱） 

ロート製薬では、従業員の土日祝日や終業後に兼業等を認める制度として

『社外チャレンジワーク制度』を 2016年に導入。ドラッグストア等に週末に

勤務したり、起業をしたりするなど、社外で多様な経験をすることをプラスに

評価するとともに、これを通じて斬新なアイデア等が社内にももたらされ、企

業の競争力強化に繋がることを期待している。 

▼業務時間内の副業の承認（㈱フューチャー・スピリッツ） 

フューチャー・スピリッツ（ITインフラ業）では、与えられた業務をこなし

ているだけでは、社員や企業が更なる飛躍をするのは難しい、という認識か

ら、業務時間内に自社の業務に関係ないことを行える「会社公認『働かない制

度』」を 2016 年６月に導入。これは、会社側の事前承認の下で、業務時間のう

ち最大 20時間（月間）を副業等に自由に充てることができるというもの。 

（C）復職の制度化 

    さらには、様々な活動に取組むために一旦退社した社員が、希望すれ

ば復職できるような制度を取り入れている企業もある。 

▼再入社制度（サイボウズ㈱） 

   社内ではできない経験を外で積んだ後、機会があれば社に戻りたいという人

を支援すべく、転職・起業・ボランティア等のために退職した後、６年以内な

らば再入社できる『育自分休暇』（育児ではなく「自分を育てる」）制度を導入

（35歳以下が対象）。この制度を積極的に活用して、転職をしたり青年海外協

力隊などに参加する社員が数名出てきている。 

【プロボノ活動への企業単位での参加】 

また、従業員の人材育成の場として活用すべく、企業単位でプロボノ活動

に参加しているケースもみられている。 

9
 今でも、従業員の副業・兼業を認めていない企業が大多数（85.3％）となっている（中小企

業庁「平成 26年度兼業・副業に係る取組み実態調査」）。なお、「働き方改革実現会議」では、

「副業・兼業の推進に向けたガイドライン策定やモデル就業規則改定などの環境整備」が対応

策として提示された。これをうけ、厚生労働省では、「副業・推進に関するガイドライン骨子

（案）」を有識者検討会（第４回柔軟な働き方に関する検討会、2017年 11月 20日開催）に提

示しており、モデル就業規則の見直しに関して議論が進められている。 
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▼プロボノ活動への企業単位での参加（NEC、パナソニック、デンソー） 

社員の社外活動を推進する NEC、パナソニックなどでは、NPOサービス・グ

ラント（プロボノと NPOとを仲介する中間支援組織）と企業単位で契約し、従

業員を積極的に地域貢献・社会活動に参加させている。 

「『課題解決』が仕事の定義」としているデンソーでも、あいちコミュニテ

ィ財団（NPO の助成・伴走支援を行う公益財団法人）と組んで、社員数名を一

つのプロボノ・チームとして半年間派遣し、地元の NPOの課題解決力の向上を

サポート。同社では、「社員が業務時間外に地域や NPOの課題解決の経験を積

むことは、業務にも好影響を与える」として積極的に協力している。 

③業務時間外の活動支援（中間支援組織、行政） 

一方、業務時間外に社会貢献したいとする社会人と、そうした社会人の

スキル等を必要とする NPOや地域活動団体とを結びつける中間支援組織の

活動も徐々に広がってきている。 

▼多数のプロボノと NPO・地域活動団体等との仲介（NPOサービス・グラント） 

サービス・グラントでは、普段の業務を通じて一定の経験やスキル（広報・

経理・組織運営等）を有しており社会貢献をしたいと考えている企業人等と、

そうしたスキルを必要とする地域活動団体等との間を仲介（400以上の団体等

を支援）。また、いくつかの自治体とも提携しながら、社会人による社会活動

を地域の NPO 活動の支援に結びつけている。 

▼若い世代を主体としたプロボノ活動の支援（NPOアクションポート横浜） 

アクションポート横浜では、若い社会人の社会参加・成長の機会を提供すべ

く、横浜市内の NPO等への支援活動を仲介している。 

 また、自治体においても、(A)行政サービスの向上や地域づくり等の課題

解決を進めるとともに、(B)住民の地域貢献・社会活動の参加機会を拡充す

べく、プロボノ活動のマッチング事業などを進める事例もみられる。 

▼地域活動をする NPO等の支援を企図したプロボノの活用（東京都） 

東京都・福祉保健局では、「いくつになっても、いきいきと暮らせるまちを

つくる」をスローガンに『東京ホームタウンプロジェクト』という住民主体の

地域福祉を推進。その中で、豊富な経験と知識を持った多くのプロボノ等の力

を借りながら、地域福祉を担う NPO等の組織基盤などを強化。 

▼プロボノと NPO・地域活動団体とのマッチング（川崎市） 

川崎市・川崎プロボノ部では、地域の市民活動を活発化させるべく、『プロ
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ボノ・チャレンジ KAWASAKI』というプロボノと NPO・地域活動団体とのマッチ

ング事業を実施（平成 27年度～）。これは、参加したシニアにとっても、地域

デビューの予行演習となっている。 

（２）高齢者：働く機会を増やす 

 高齢者の雇用機会拡大についてみると、企業側では、①雇用制度を抜本的に見

直し、定年年齢の引上げや定年制度そのものを廃止したり、あるいは、②短時間

雇用をすすめることで、積極的に高齢者を雇用する事例がみられている。 

また、行政側の施策としては、③就労支援策として、シルバー人材センター等

の機能を拡充して、高齢者の雇用のマッチングを一段と進める事例などがみら

れている（【図表Ⅱ-13】）。 

【図表Ⅱ-13】「働く」（高齢者） 

 働 く 

学 ぶ   

      地域 

 

 

 

 

 

 

 

もっとも、社会全体をみると、定年等を迎えても健康で、働く意欲や能力・経

験を有している高齢者が沢山いるにもかかわらず、実際にはそうした人材を十

分に活用できていない状況にあり、上記のような取組みが一層充実していくこ

とが望まれる（高齢者の就業意欲と雇用機会については【補論２】参照）。 

① 雇用制度の見直し等 

雇用制度の抜本的な見直しにかかる企業の対応をみると、（A）従業員の全

員の雇用を 65歳まで確保する策 10として「再雇用制度」を選択する企業等が

大多数な中にあって「（60歳）定年の延長」や「定年制度の廃止」を行う企

業等がみられている。また、（B）65歳を超えても再雇用し続けることで高齢

者雇用を積極化する動きもみられる。 

10 急速な高齢化の進行に対応し、少なくとも年金受給開始年齢までは、高年齢者が意欲と能力に応じて

働き続けられる環境の整備を目的として、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」（高年齢者雇用安定

法）が改正された（平成 25年４月１日施行）。これにより、①定年の引上げ、②継続雇用制度の導入、③

定年の定めの廃止、のいずれかにより、65歳までの雇用を確保する措置を設けることが義務付けられた

（2025年度までに実施）。 

①雇用制度の見直し

②短時間雇用

③就労支援

(2)働く 

機会を 

増やす 

（高齢者） 
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なお、企業がこうした雇用制度の見直しに積極的に対応しているのは、主

に（ⅰ）人手不足が顕著な場合、（ⅱ）賃金体系で年功的要素を実質的になく

しており、高齢者の継続的な雇用が経営コストに大きく響かない場合、及び

（ⅲ）ベテランのノウハウを積極的に活用したいといった目的がある場合の

３つに大別できる。 

一方、行政側では（C）高齢者雇用を積極化する方向に雇用制度を見直そう

としている企業を支援する事例がみられている（【図表Ⅱ-14】）。 

【図表Ⅱ-14】高齢者向けの「雇用制度の見直し」に関する事例の類型 

 

 

 

 

 

 

 

（A） 定年延長、定年廃止（企業） 

このうち定年制度関係では、定年年齢を 65歳よりも上の年齢に引き上

げる事例のほか、定年退職制度を廃止したり、そもそもそうした定年制度

を取り入れていない事例なども存在する。 

▼定年年齢の引き上げ（㈱虎屋本舗） 

虎屋本舗では、特に製造部門において、熟練高齢者の持っている伝統和菓子

の知識や技能を積極的に活用し、次の世代にも伝承しようと、定年年齢を 70

歳にまで引き上げており、70歳近くの従業員が新商品の開発等の重要な役割

を担っている。 

▼定年制度の廃止等（西武信金、ノーベル・ファーマ(株) ） 

西武信金では、定年退職や嘱託（定年退職後に再雇用）といったこれまでの

雇用制度に加えて、「現役コース」（適任者を経営側が選抜し、60歳以降も支

店長などとして現役時代と同じ処遇・労働条件で働くコース）を設けた。顧客

対応面での人材の厚みが増すとともに、公平な人材登用によって若手社員も活

性化するという効果が得られている。 

ノーベル・ファーマ㈱（薬剤メーカー）では、大手の医薬品メーカーでは引

き合わない「患者数の少ない難病の治療薬・医療機器」の研究開発を行ってい

(A) 定年延長、定年廃止（企業）

(B) 再雇用年齢上限の引き上げ（企業）

(C) 高齢者雇用を積極化する企業の

雇用制度見直しの支援（行政）

①雇用制度

の見直し 
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る。そうした自社の経営理念に共感する人材を、年齢を問わず採用しているこ

とから、年功制をとらず、63歳定年を迎えても大半は再雇用の道があり、役

職定年制度も設けていない。70代でも研究開発支援や企画・薬事業務等に携

わっている社員が 10 名以上おり、60代～70代で管理職や役員を担っている社

員も多い。 

（B）再雇用年齢上限の引き上げ（企業） 

また、再雇用関係では、定年制度の見直しにまで踏み込まない企業等

において、定年退職した従業員を対象として、65歳を超えても再雇用し

続けることで高齢者雇用を積極化する事例がみられる。 

  ▼派遣制度（70歳まで）（㈱ヨロズ） 

ヨロズでは、これまでは 60歳で定年を迎えた社員を、嘱託制度の下で 65歳

までは再雇用してきたが、急速な海外展開に伴う人材不足を背景に、新たに 70

歳までを対象とした派遣制度（定年退職後に、関連会社に就職。そこからグル

ープ会社などに派遣されるもの）を 2017 年度に導入。 

▼年齢上限のない再雇用制度（㈱ファンケル、大和ハウス工業㈱） 

ファンケルでは、65 歳以上の社員を対象に、年齢の上限なく（また、嘱託・

パート・契約社員等を問わず）再雇用する「アクティブ・シニア社員」制度を

導入。勤務日数や時間については、会社が本人の希望を勘案して決定するた

め、それぞれのペースで柔軟に働くことが可能となっている。なお、年功賃金

制は既に廃止していたことから、新制度が総人件費に与える影響は少ない。 

大和ハウス工業では、65歳の定年退職者を対象に、年齢上限のない嘱託と

して再雇用する「アクティブ・エイジンク制度」を導入。対象者の７割が制度

を利用し、週４日のフルタイム勤務をしている（2017 年 3月末現在）。  

（C）高齢者雇用を積極化する企業の支援（行政） 

このように、高齢者雇用を積極化する方向に雇用制度を見直す企業が

みられる中で、行政がそうした企業の対応を支援する事例もみられてい

る。 

▼ 高齢者雇用を促進している企業への助成（埼玉県） 

  シニアに特化した就労支援の一環として、「70歳雇用推進助成金」を 2017

年度に創設。これは、①定年制の廃止、②70歳以上への定年年齢の引上げ、

③70歳以上まで継続雇用を行う新たな制度の導入、のいずれかを行う企業を

対象に、上限 200 万円までの助成金を支給するもの。初年度の応募状況をみ

ると、深刻な人手不足に直面している運送業や介護分野の企業等からの「定
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年廃止」や「定年年齢の引き上げ」に関する助成申請が目立っている。 

② 短時間雇用 

このほか、人手不足に悩む企業において、高齢者の短時間の雇用を積極

的に行ったり、自治体等においても、高齢者の短時間就労のマッチングに

取り組んだりするケースがみられている 11。 

  ▼ 早朝の短時間シフト制の導入（㈱ドン・キホーテ） 

ドン・キホーテでは、人手不足を補うため、シフトを細分化して「開店前

の品出し事務」というジョブを切り出し、高齢者のバイトを『ライジング・

クルー』として雇用（２～３時間、週２～３回の勤務）。これにより生産性

が向上し、午前中の売上が増加したほか、シニアの働き振り等が若手社員に

も好影響を与えている。 

▼ 短時間就労のモデル事業の実施（（一社）セカンド・ライフ・ファクトリー） 

セカンド・ライフ・ファクトリーでは、千葉県柏市・東京大学 12と提携

し、就労等に消極的な高齢者でも気軽に短時間の就労やその他の様々な社会

活動等ができるようなマッチング事業を、2016年度にモデル的に実施。具体

的には、地元の高齢者が、自分の興味関心事項や活動可能日程を予めスマー

トフォンでクラウド上に登録し、求人側の情報とマッチングさせるものであ

り、一年間で 100 人超が登録し、1,400件以上のマッチングに成功。 

このほか、セカンド・ライフ・ファクトリーのセミナーをきっかけに、退

職した地域のサラリーマンが自主的にグループを作り、新たに開拓した就業

先等（ブドウ園、庭木の手入れ等）でワーク・シェアリングの形での短時間

勤務も行っている。 

③ 就労支援 

高齢者をみると、健康で就労意欲を持った人の数が増えている一方で、

必ずしも本人が望む就労機会と出会えていないケースも多い。特に、ホワ

イト・カラー層では、定年退職後も事務の仕事を希望する人が少なからず

みられる一方、そうした求人は多くない（ホワイト・カラー層の未就労問

11 このほか、東京大学・先端科学技術研究センター（近藤武夫准教授）では、「ＩＤＥＡモデ

ル」を使った「超短時間労働」の研究を進めている。これは、業務分析によって 15 分単位にま

で細分化したジョブと、ワーカー・シェアリングを組み合わせる新たな雇用形態で、主に障が

い者の就労機会を拡充することを目指しているものであるが、当該手法は高齢者等の短時間雇

用にも応用できるものとなっている。 

12
 元気高齢者の地域活動をサポートするウェブ・プラットフォームとして開発されたＧＢＥ

Ｒ（ジーバー：Gathering Brisk Elderly in the Region）を活用。 
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題については、【BOX８】を参照）。 

こうした中で、シルバー人材センター等では、下記のように、これまで

主流であった低スキルの仕事等の紹介に加えて、事務系の仕事と高齢者と

を結びつけるマッチングに積極的に取組みはじめている例もみられるが、

今後とも、様々なかたちでホワイト・カラー層の高齢人材の就労機会を拡

大していくことが望まれる。 

▼ ホワイト・カラー層を対象とした就労支援（松山市シルバー人材センター） 

松山市シルバー人材センターでは、厚生労働省の地域人づくり事業を通じて

「セルフ・プロデュース事業」を実施しており、その中で、①UIJターン高齢者

（移住者）に対する総合的生活支援等に加え、②ホワイト・カラー層を中心とし

た高齢者の就業機会の提供（起業を含む）など、様々な取組みを行っている。 

▼ 事務系職種等の「働く場」の拡大（埼玉県シルバー・ワークステーション） 

埼玉県シルバー・ワークステーション（埼玉県シルバー人材センター連合内

に 2017 年４月に設置）では、センター会員の働く場を拡大するため、①事務系

職種や、人材不足業界(スーパー・保育・介護等)を中心とした求人ニーズの調

査、②就業する人材側の発掘(会員の募集)、③求人企業と会員とのマッチン

グ、に積極的に取り組んでいる。 

【BOX８】 ホワイト・カラー層の未就労問題 13 

高齢者の労働力は、65歳以上では概ね 

   ①ハイスキル ：１４％ 

   ②ミドルスキル：７２％ 

   ③ロースキル ：１４％ 

というように３層に経験・能力が分かれている。この中で、「①ハイスキル」に

属する労働力については、企業経営の顧問等として数万人が人材紹介業の対象

となっている。また、「③ロースキル」の方は、所謂シルバーセンターの人材と

して 72万人程度が対象となっているが、ここはマッチングのコストが低いこと

から、仲介業者が手間をかけてもメリットがある市場となっている。一方、「②

ミドルスキル」では、206万人もの大勢の人材が未就労となっており、これはホ

ワイト・カラーの３分の２にあたる規模となっている。 

こうしたことから、今後は特にこの「②ミドルスキル」の層の高齢人材のマッ

チングを、低コストで実現する方法を編み出していくことが社会的に望まれる。 

13
 東京大学・先端科学技術研究センター 檜山敦講師の講演に基づく。 
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３．今後の課題 

このように、先進的な事例をみると、現役世代における「働く→地域」（（働く

余力を地域貢献・社会活動に充当する取組み）、並びに、高齢者における「働く」

（働く機会を増やす取組み）の２分野では、官民で様々な対応がなされつつある。 

もっとも、特に下記２点においては、こうした取組みがさらなる広がりを持つ

ことが望まれる。 

（１）現役世代：従業員の地域貢献・社会活動に対する支援・仲介機能の強化 

 現役世代では、①企業等において「従業員がプロボノ活動やその他の地

域貢献・社会活動を行うことが、経営面にもメリットをもたらす」という

ことが広く理解されて、企業が従業員の活動を積極的に支援するようにな

るとともに、②中間支援団体等による仲介が一段と拡充されることが望ま

れる。 

（２）高齢者：雇用全般、特にホワイト・カラー層の雇用機会の拡充 

 高齢者については、雇用全般、特にホワイト・カラー層の雇用機会を人

材のマッチング等を通じて拡充することが望まれる（【図表Ⅱ-15】）。 

 

【図表Ⅱ-15】「人生 100 歳時代」からみた「働き方」の課題 

 

 

• 従業員の地域貢献・社会活動に対する支
援・仲介機能の強化

現役世代

• 雇用全般、特にホワイト・カラー層の雇
用機会の拡充

高齢者
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第３章 地域貢献・社会活動 

１．基本的な考え方 

 わが国では、近年の高齢化の進展とともに、社会構造や家族構成が大きく変わ

ってきている 1。これに伴い、地域コミュニティが弱体化し、近隣や世代間の人

間関係が希薄化 2したり、一人暮らしの高齢者が増えたりするなど、地域社会に

おける新たな課題も生まれている（【図表Ⅱ‐16】）。 

【図表Ⅱ－16】地域社会における課題 
 

地域の人口の減少 
 

地域コミュニティの弱体化 
   家族構成の変化 

（子供の数の減少） 
地域住民の高齢化  

近隣との人間 

関係の希薄化 
自治会加入者の減少 

世代間の関係の希薄化 

            一人暮らしの 
高齢者の増加 

孤独死 

限界集落 
               
 

        

こうしたことから、地域住民同志のつながりを持つことが重要といわれてい

る。すなわち、住民に地域貢献・社会活動に積極的に参加してもらうことは、「地

域コミュニティが直面する様々な課題を解決する 3」という観点 4から議論され

ることが多い。 

1
 社会構造の変化と地域社会の課題については、当センター報告書『「人生 100歳時代」にふ

さわしい地域社会の構築に向けて―有識者ヒアリングを踏まえ―』（第Ⅰ章）参照。 

2 近所づきあいの程度について「親しくつきあっている」と回答した比率は 47.6％（2009

年）から 31.9％（2014年）に低下した（内閣府「高齢者の日常生活に関する意識調査」（平成

27 年３月））。 

3
 地域コミュニティの諸課題の解決には、「（１）早くから」（現役世代の参加）「（２）緩やか

に」（過干渉のない繋がり）、「（３）役に立つ」（社会貢献の実感）という３つがキーワードとな

る（前掲 当センター報告書『「人生 100歳時代」にふさわしい地域社会の構築に向けて』）。 

4  また、未病を改善する上でも、「食事」「運動」とともに「社会参加」が重要な要素となる

（「未病の改善」県 HP http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f480290/ 等参照）。 
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このように、住民が地域貢献・社会活動を積極的に行うことは、「地域社会を

支える」という観点から重要であることは言うまでもない。一方、住民一人ひと

りの視点、「『時間』の充実」という観点からも、地域貢献・社会活動は、長い人

生を充実して過ごす上で重要な要素となる。 

すなわち、(1)現役世代では、日常生活は仕事中心になりがちであるが、地

域社会とのつながりを適度にもつことによって、日々の生活に広がりが出来

て、一層多彩なものとなる。また、早い時期から地域貢献・社会活動を幅広く

行って色々な人とのつながりを持つことは、高齢者になってから様々な活動を

続けていく上での重要な基盤ともなる。 

また、(2)高齢者にとっても、いくつになっても社会との関わりを持ちなが

ら何らかの活動を続けることは、「仕事」や「学び直し」とともに「充実感を

得る」上での重要な柱となると考えられる。 

こうしたことから、以下では、個々人の「『時間』の充実」という観点か

ら、(1)現役世代については、30 代や 40 代といった「早い時期からの社会参

加」を、(2)高齢者については、「活動に消極的な層の参加促進 5」を軸に、先

進的・特徴的な事例を抽出・整理し、その特徴や成果、そして、そこから窺わ

れる今後の課題についてみていくこととする 6（【図表Ⅱ-17】）。 

【図表Ⅱ-17】「人生 100 歳時代」の時間の充実に向けた注力分野（「地域」） 

 働く 

学ぶ  

  地域 

      
 

 
 

5 「住んでいる地域で特に社会的な活動はしていない」と回答した比率は、高齢者でも７割に

上っている（内閣府「高齢者経済・生活環境に関する意識調査」（平成 29年３月））。 
6  住民が地域貢献・社会活動に積極的に参加できるようになるためには、①地域貢献・社会

活動に繋がるような「学び」の機会が充実すること（「学び→地域」、Ⅱ．第１章参照）、そし

て、②現役世代については、仕事中心となりがちな日常生活において、余力を地域貢献・社会

活動に振り向けられるようになること（「働く→地域」、Ⅱ．第２章参照）も重要な前提となる

（それぞれの先進的な事例等については、各々の章を参照）。 

• ①情報・機会の提供

• ②具体的なマッチング

• ③インセンティブ作り

(1)早期参加

（現役世代）

• 同 上
(2)参加促進

（高齢者）
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２．先進的な事例等からみた特徴 

（１）早期参加【現役世代】 

各地では、仕事や子育てで多忙な現役世代を対象に、地域貢献・社会参加を増や

していくための様々な取組みがみられている。 

こうした先進的・特徴的な事例を整理してみると、概ね、①地域貢献・社会活動

を身近に知ってもらうこと（「情報・機会の提供」）、②参加の意欲を持つ人が実

際に活動を始められるように、NPO・団体等に紹介すること（「具体的なマッチン

グ」）、そして、③なかなか関心を持たなかったり、参加を躊躇したりする人が、

積極的に参加するような仕掛けを作ること（「インセンティブ作り」）という３

つに大別できる（【図表Ⅱ-18】）。 

【図表Ⅱ-18】早期参加【現役世代】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
① 情報・機会の提供 

まず、地域貢献・社会活動を、現役世代により身近に知ってもらう取組み

としては、(a)積極的な広報を図ることはもちろんのこと、それに加え、(b)

講座・セミナー等を開催して参加者を募ったり、さらには、(c)イベントを

開催して活動団体や個々人同士の交流の機会を設けたりするなどの工夫を

行っている事例がみられる（【図表Ⅱ‐19】）。 

 
  

•・積極的な広報

•・講座・セミナー

•・交流イベント

① 情報・機会の提供

•・相談窓口、出会いの拠点

•・コーディネーター
② マッチング

•・ポイント制度

•・有償ボランティア

•・表彰制度

③インセンティブ作り

(1)早期参加 

（現役世代） 
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【図表Ⅱ－19】情報・機会の提供【現役世代】 

 

 

▼積極的な広報 （各地ボランティアセンター等） 

各地の自治体の市民活動支援センターや社会福祉協議会のボランティアセ

ンターなどでは、現役世代の関心を惹きつけようと、ポータルサイトや広報紙

等を活用して、ボランティアの募集告知や活動団体の活動紹介（イベント告知、

メンバー募集等）などを積極的に情報提供している 7。 

▼講座・セミナー （福岡市・NPO ドネルモ、福岡県、東京都文京区） 

「地域デザインの学校」（福岡市及びドネルモ）や、「地域活動実践型生涯学

習講座」（福岡県）では、日頃地域での活動に関わりの薄い 30 代～40 代を主

な受講対象者として、実際に地域活動に関わっていくためのノウハウを提供し

たり、体験講座を開催したりしている。 

「新たな公共プロジェクト」（東京都文京区）では、①特設サイトや SNS な

どによる情報提供や対話の場などを設けて、地域の人々が出会い、地域課題を

知るきっかけを作るとともに、②地域課題をともに解決する手法や事業づくり

を学ぶ講座を開催したり、課題解決の事業を支援したりすることで、「プロフ

ェッショナルな担い手」を生み出している。 

▼交流イベント（千葉県柏市） 

「オヤジ☆イノベーション」（千葉県柏市）では、既存の団体が一堂に会し、

日頃の活動を紹介するとともに、ダンス・パフォーマンスや体験講座などの

様々な交流イベントを開催するなど、地域デビューを考えている現役世代が

色々な活動に触れる中で興味ある活動をみつけるきっかけを作っている。 

  

7 行政が情報提供に関与することで、いろいろな社会活動をしている団体の信用度が上がり、

人々が活動に参加する上での不安感を軽減する効果も期待できる。 

•ポータルサイト

•広報誌積極的な広報

•地域活動等の担い手づくり講座

•体験講座
講座・セミナー

•既存の活動グループの発表会交流イベント

①情報・ 

機会の 

提供 
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② マッチング 

  また、地域貢献・社会活動に関心をもった現役世代を対象として、実際に

活動している団体等につなぐ仕組みとしては、(a)相談窓口や出会いの拠点

を設けたり、(b)コーディネーター8を設置したりして、肌理細かいマッチン

グを行う事例が見られる（【図表Ⅱ－20】）。 

【図表Ⅱ－20】具体的なマッチング【現役世代】 

 

▼相談窓口等 （大阪市浪速区、各地ボランティアセンター等） 

ボランティア拠点である「ひとしごと館」（大阪市浪速区）では、特技を活か

して誰かの役に立ちたいと考えている人と、助けを求めている人とのマッチン

グも行っており、買い物支援や日曜大工など、日常生活のちょっとした困りご

とを助け合う「出会いの拠点」となっている。 

このほか、市民活動支援センターや各地のボランティアセンターなどでは、

地域貢献・社会活動に関する相談窓口を設けており、具体的に地域貢献・社会

活動を始めたいと思って訪れた人に対して、それぞれのニーズに応じて活動し

ている団体の情報等を積極的に提供している。 

▼コーディネーター（埼玉県） 

埼玉県の「共助の取組マッチング事業」では、コーディネーター（「共助仕掛

人」）が中心となって、NPOや 自治会に対して(a)人材面では、自分のスキルや

人生経験を活かして社会貢献をしたいと考えている人を紹介するとともに、

(b)資金面についても、ニーズのある先に助成金、寄附や融資などをうける方

策を紹介することで、共助の取組を推進している。 

 ③ インセンティブ作り 

参加意欲を呼び起こすことや、参加を躊躇する人を後押しすることなどを

8 コーディネーターの存在は、単にボランティア人材の紹介に留まらず、バラバラに存在して

いる様々な地域貢献・社会活動の主体（個人、団体、企業等）を結びつけ、それぞれの強みを

活かしながら地域の課題を地域全体で解決することが期待される。 

•出会いの拠点

•個別ニーズに応じた情報提供
相談窓口等

•個人と活動団体との仲介
コーディ

ネーター

②マッチング 
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狙って、(a)ポイント制度、(b)有償ボランティア 9といったように、一定程度

の金銭的・経済的なインセンティブを付与する試みがなされている。 

また、非経済的なインセンティブとしては、(c) 自治体等が、個々人の地

域貢献・社会活動を幅広く表彰する例も見られており、こうした取組みは若

者世代の社会活動への関心を高める効果ももたらしている（【図表Ⅱ－21】）。 

 

【図表Ⅱ－21】インセンティブ作り【現役世代】 

 

▼ボランティア・ポイント制度（前橋市、横須賀市） 

前橋市では、予め会員登録した市民が、指定された地域活動事業に「担い

手」として参加したときにポイントが付与される制度（「まえばし地域活動

ポイント制度」）を運営。たまったポイントは商品と交換できるほか、地域

団体の活動資金として寄付することもできる。 

横須賀市では、ボランティア主催団体が活動に参加する人にポイント券

（１回 100円相当）を配布する制度（「市民公益活動ポイント制度」）を実

施。同ポイント券は、一部商業施設での商品の購入や、市立の有料施設の使

用料に充てたり、市民公益活動団体等への寄付に使えるようにしている。 

▼有償ボランティア（大阪市浪速区） 

「ひとしごと館」（大阪市浪速区、前出）では、あえて「会員制での有償ボラ

ンティア」という仕組みにすることで、会員同士が気兼ねなく助け合える 10よ

9 ボランティアによるサービスに対し、謝礼金が交付されるボランティア活動の仕組みをい

う。 

10 謝礼金は、「提供される労力（労働）に対する対価（報酬）」ではなく、「無償の労力提供に

対する謝意」として交付されるものであり、これにより助ける側と助けられる側の対等性（「お

互いさま」の関係）が確保される（(公財)さわやか福祉財団「新地域支援 助け合い活動創出ブ

ック 改訂版」）。 

•ボランティア・ポイント制度ポイント制度

•ボランティア登録

•ポータルサイトによる募集
有償ボランティア

•行政等による表彰制度表彰制度

③インセ

ンティブ

作り 
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うにしている。 

▼表彰制度（小田原市、内閣府） 

      小田原市では、ボランティア活動（対象については、特段基準を設けていな

い）をした人に対して、具体的な活動内容と期間、並びに、市民を代表して市

長からの感謝の言葉を記したカード（「まごころカード」）を配布している。小

中学生など若者が申請するケースも多く、総合学習などとあわせてボランティ

ア活動を行うきっかけとなっている。 

 内閣府では、地域や社会の輝く未来に向けて行った社会貢献活動において、顕

著な功績があった子供や若者（個人又は団体）を「未来をつくる若者・オブ・ザ・

イヤー」として、内閣総理大臣及び内閣府特命担当大臣から表彰している。 

もっとも、こうした現役世代の参加を引き出す「インセンティブ作り」に

ついては、多くの自治体や団体が大変苦労している。特に、ポイント付与と

いった金銭的インセンティブの付与については、ボランティア等の社会活動

自体が、そもそもそうした金銭的な見返りを前提としない性質の行為と一般

に理解されているだけに、参加者の裾野拡大や参加の継続性への誘因効果は

大きくない（【補論３】参照）。 

こうしたことから、多くの団体では、インセンティブ作りについては引き

続き模索している状況にあり、今後の大きな課題となっている。 

（２）地域貢献・社会参加に消極的な層の参加促進【高齢者】 

高齢者の中で参加に消極的な層を呼び込もうとしている事例をみてみると、

基本的には、現役世代の項で整理したのと同様に、①情報・機会の提供、②具体

的なマッチング、③インセンティブ作りという３つに集約できる（【図表Ⅱ－

22】）。 

  

なお、「有償ボランティア」が「労働」であたるかどうかは、グレーである点には留意が必

要。仮に、有償ボランティアに対する金銭の支払が、労働の対価（報酬）と解釈される場合に

は、有償ボランティアをする人々は労働者とみなされ、労働関係諸法の適用を受けることとな

る（かながわ県民活動サポートセンターHP「第２回『有償ボランティア』をどう考えるか」）。 
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【図表Ⅱ-22】参加促進【高齢者】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以下では、高齢者を対象とした特徴的な事例を中心に紹介する。 

① 情報・機会の提供 

まず、高齢者に地域貢献・社会活動をより身近に知ってもらう取組みとし

ては、現役世代同様、(a)積極的な広報に加え、(b)講座・セミナー等の開催、

そして(c)交流イベントの開催等の事例がみられる。 

そうした中で、特に、①同じ地域の高齢者の活躍の様子や、②身近な地域

活動の様子を知らせていくこと、あるいは③「健康」や「歴史」といったテ

ーマを取扱うことなどによって、高齢者の関心を積極的に引き出そうとし

ている取組みがみられる（【図表Ⅱ－23】）。 

【図表Ⅱ－23】情報・機会の提供【高齢者】 

 

▼積極的な広報（NPO 法人かわさき創造プロジェクト、(公財)長野県長寿社会開発

センター） 

かわさき創造プロジェクトでは、シニア世代に役立つ地域情報をシニア自

•・積極的な広報

•・講座・セミナー

•・交流イベント

① 情報・機会の提供

•・相談窓口、活動拠点

•・コーディネーター
② 具体的なマッチング

•・ポイント制度

•・有償ボランティア

•・表彰制度

③インセンティブ作り

•ポータルサイト

•広報誌（好事例の紹介等）積極的な広報

•体験講座講座・セミナー

•定期的な交流会交流イベント

(2)参加促進 

(高齢者) 

①情報・ 

機会の 

提供 
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身が発信する参加型のサイト（「川崎シニア・ポータル『かわぽ』」）を運営。

シニア・リポーターが主に川崎市内で行われている様々な活動、イベントな

どに出向き、シニアの視点で取材活動を行い、その内容を情報発信している。 

長野県長寿社会開発センターでは、高齢者の地域活動の好事例をまとめた

冊子『人生二毛作実践事例集～信州版「人生ニモウサク劇場」～』をまとめ、

活動の動機を「趣味・特技を活かす」「キャリアを活かす」など５つのカテゴ

リに分けながら、60以上の事例を紹介している。 

▼講座・セミナー（松本市、鹿児島県） 

松本市では、閉じこもりが心配される定年退職後の男性を対象に、集団で全

身運動、声帯ストレッチや腹式呼吸に重点を置くボディ＆ボイス・トレーニン

グを行う体験講座（「スポーツボイス大学院」）を実施。元々は介護予防・健康

増進を主たる目的とした事業であるが、目標を定め、皆で声を出すことで一体

感が生まれたことがきっかけとなって、仲間とともに地域活動に積極的にかか

わるようになった参加者もみられる。また、同様のコンセプトで参加者を女性

に限定した「スポーツボイス・カレッジ」も展開。 

鹿児島県では、シニア世代の社会参加のきっかけづくりや仲間づくりを支援

するため、地域活動、ボランティア活動、交流活動等を視察・体験する１泊２

日のツアー（「地域デビュー体験ツアー」）を主催。地元新聞社が体験企画と運

営を、旅行会社が旅行企画と実施を受け持ち、地元の食材を使った料理を提供

するなどの工夫しながら、参加者を幅広く募った。 

▼交流イベント（埼玉県、ボランティアセンター武蔵野等） 

埼玉県では、芸能人を隊長として、隊員が地域デビューを果たしていく過程

を密着取材し、アクティブ・シニアのロールモデルとして発信する取組み（「地

域デビュー楽しみ隊」）をすすめている。ポータルサイトやフェイスブックに

よる多面的な発信のみならず、ワールド・カフェや体験型交流会など、さまざ

まなイベントを開催している。 

ボランティアセンター武蔵野で始まった「お父さんお帰りなさいパーティ

（おとぱ）」は、シニア世代の男女を対象に、地域で活躍する団体の紹介や参加

者同士の交流をテーマに毎年実施しているものであり、八王子市でも同様の取

組がなされている。地域活動紹介の場である「お父さんお帰りなさいサロン（お

とぱサロン）」も毎月開催されている。 

  ② マッチング 

  また、地域貢献・社会活動に関心をもった高齢者を対象として、実際に活
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動している団体等につなぐ仕組みとしては、(a)相談窓口を設けたり、(b)人

材バンクを設置したりして、肌理細かいマッチング 11を行う事例が見られる

（【図表Ⅱ－24】）。 

特に、高齢者は、本人の体力や、家族の介護など様々な要因によりフルタ

イムでの活動を望んでいない場合が多いほか、定年後仕事から離れた後で

も何かに取り組みたい意欲はあるが、何をしたらよいのかわからない人な

どもみられることから、それぞれの事情に見合ったマッチングの工夫がな

されている。 

【図表Ⅱ－24】マッチング【高齢者】 

 

▼相談窓口（横浜市） 

      横浜市では、就労や社会参加に意欲を持つ高齢者（「いきいきシニア」）を応

援する相談窓口（「生きがい就労支援スポット」）を開設。シルバー人材センタ

ーや社会福祉協議会、老人クラブ連合会、地域の様々なネットワークなどとの

連携を図りながら、地域での高齢者の活動先情報を幅広く提供している。 

▼人材紹介（小田原市）  

小田原市では、「セカンドライフ応援セミナー」等を開催するとともに、高齢

者向けの人材紹介のポータルサイトとして「シニア・バンク」を設置。①申請

登録された「元気・活力のあるシニア世代」（概ね 60歳以上の個人・団体）と

②地域・行政・民間などの様々な「活躍の場・いきがいづくりの場」の情報提

供をしながら、双方のマッチングを積極的に行っている。 

③ インセンティブ作り 

高齢者を対象とした地域貢献・社会参加へのインセンティブ作りについて

も、現役世代向けと同様、(a)ポイント制度、(b)有償ボランティア、(c)表彰

制度の活用などが見られている（【図表Ⅱ－25】）。 

11 こうしたマッチングは、高齢者に限らずあらゆる世代を対象としているものも多いことか

ら、世代間交流の活性化も期待できる。 

•個別ニーズに応じた情報提供相談窓口

•人材バンク人材紹介

②マッチング 
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高齢者向けの特徴的な取組みとしては、介護予防策の観点からであるが、

介護支援ボランティア活動制度に基づくポイント付与の仕組みが挙げられる。 

【図表Ⅱ－25】インセンティブ作り【高齢者】 

 

▼ボランティア・ポイント制度（基礎自治体） 

多くの基礎自治体では、高齢者があらかじめ指定された介護施設等で介護

支援のボランティア活動を行った場合に、ポイントを付与する「介護支援ボ

ランティア活動制度 12」を運営している（県内市町村の実施状況については

参考４参照）。 

しかしながら、現役世代向けと同様、各自治体・団体では、参加者の裾野

拡大や参加継続をもたらす効果的な方策を見つけるのに大変苦慮している。 

３．今後の課題 

このように、先進的な事例をみると、現役世代の「早期からの社会参加」、高

齢者における「活動に消極的な層の参加促進」の２分野については、官民におい

て「①情報・機会の提供」や「②具体的なマッチング」を中心に、様々な取組み

が実施されている。 

もっとも、最終目標である「参加者の拡大」に向けて効果的な施策が打ち出せ

ていない中、上述のとおり、「③インセンティブ作り」が大きな課題となってい

る 13（【図表Ⅱ-26】、前掲【補論３】参照）。 

12 厚生労働省による事業スキーム例については、厚生労働省老健局介護保険課長通知「介護

支援ボランティア活動への地域支援事業交付金の活用について」（平成 19年５月７日）参照。 
13 地域貢献・社会活動への参加者が拡大していく中で、その受け皿となるのは、既に自律的

に動いている地域の団体の活動である。こうした観点からは、プロボノ等による NPO支援のマ

ッチング（第２章参照）等によって、社会人の参加者を増やすことと、地域の様々な団体の運

営を支援・強化していく仕組みを同時にすすめていくことは重要である。 

•介護支援ボランティア・ポイン
ト制度ポイント制度

•ボランティア登録

•ポータルサイトによる募集
有償ボランティア

•行政等による表彰制度表彰制度

③インセ

ンティブ

作り 
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【図表Ⅱ-26】「人生 100歳時代」からみた「地域貢献・社会活動」の課題 

  

  

• 参加に消極的な層に向けた効果的な
アプローチ（インセンティブ作り）

現役世代・高齢者
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【補論１】北欧（スウェーデン、フィンランド）1の社会システム 

【要旨】 

 北欧の国々（スウェーデン、フィンランド）をみると、自立した個人が、自分

の価値観やライフ・ステージにあわせて、人生における諸要素をアラカルト方

式で組み立てている社会となっている。「『時間』の充実」の観点からは、『人生

100 歳時代』にふさわしい社会システムを相当程度作り上げているといえる。 

具体的には、（1）柔軟な「②働き方」が実現しており、（2）ライフ・ステージ

に応じて「①学ぶ」「③地域」やその他の活動とのバランスある組み合わせをす

ることが可能となっている。また、(3)そうした「①学び直し」が新しい「②働

き方」や「③地域活動」につながっている。 

社会システムを構成する個々の要素は長い年月をかけて作られてきており、

有機的に繋がってもいる。こうしたことから、個別事例を単純に真似すること

はできない点は留意すべきである。 

わが国としては、日本の社会システム全体のあるべき将来像について、関係

者間で一定程度の共通認識を持ちながら、北欧社会の事例を先進事例として参

照していくべきである。 

１．典型的なライフ・ステージ 

北欧（スウェーデン、フィンランド）では、（1）柔軟な「②働き方」が実現し

ている中で、（2）ライフ・ステージに応じて「①学ぶ」「③地域」やその他の活

動とのバランスある組み合わせをすることが可能となっている。また、(3)そう

した「①学び直し」が新しい「②働き方」や「③地域活動」につながっている。 

こうしたことから、全体としてみて、『人生 100 歳時代』を迎える中で、自分

自身の価値観にあったかたちで自在に生活時間を充当できる社会が既に相当程

度実現しているといえる。 

これを世代別にみると、(1)若年期については、「（大学等を）卒業したらすぐ

就職する」のではなく、高校を出てしばらく働いてから、改めて大学等で学び、

それを活かして就職先を変えるというケースが多い。また、(2)現役世代におい

ては、「働く」ことのウェイトは日本ほど高くなく、「①学ぶ」と「②働く」の間

1 本稿でいう「北欧」は、主にスウェーデン（人口約 1,000 万人）、フィンランド（同 550 万

人）の２か国を指す（ノルウエーは調査の対象外）。このほか、本稿では、北欧諸国には該当し

ないが、柔軟な働き方が一般的となっているオランダの事例等も紹介している。また、入手可

能なデータについては、デンマークを含めて掲載している。 
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を行き来しながら、時代の要請に対応してスキルアップしたり、余暇に「③地域」

活動を行ったりすることも十分出来ている。一方、(3)高齢期では、比較的早い

時期に引退することが一般的であり、「③地域」に根差した充実した生活が実現

している（【図表補１‐１】【同１‐２】）。 

【図表補１-１】世代別にみたライフ・ステージ（北欧） 

（１）若 年 期：「高校→就職→大学等→再就職」が一般的 

（２）現役世代：「②働く」一辺倒でなく、「①学ぶ」「②地域」もさかん 

（３）高 齢 期：早期にリタイアし、「③地域」に根差した生活 

 

【図表補１－２】典型的なライフ・ステージ（北欧） 

＜若年期＞ ←行き来→ ＜働き盛り＞⇒徐々に⇒＜充実した高齢者生活＞ 

 

 

  学 ぶ 

 

 

       地 域 

 

 

働 く 

 

   

学 ぶ    地 域 

 

 

     地 域 

学 ぶ  

【参考】日本における典型的なライフ・ステージ（『人生 70歳モデル』） 

  ＜若年期＞  ⇒就活⇒   ＜働き盛り＞  ⇒突然⇒＜「余生」＞ 

 

 

 

  学 ぶ 

 

       地 域 

 

 

 

    働 く 

 

     

 

 

 

 

 

 

２．５つの注力分野からみた北欧社会の特徴 

このように、北欧の国々では、様々なライフ・ステージにおける個々人の状況

に対応して時間を柔軟に活用し、充実した生活を送っている人が多く、且つそれ

を実現しやすい社会環境が整っている。 

 働く 
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以下では、「①学ぶ」、「②働く」、「③地域」の３領域に関し、「Ⅱ．事例からみ

た『人生 100歳時代』への対応」の中で、日本国内の先進事例等を収集・整理し

ている５つの分野（「１．学ぶ→働く」、「２．学ぶ→地域」、「３．働く→地域」

（現役世代）、「４．働く」（高齢者）及び「５．地域」）に沿って、北欧社会の特

徴を概観することとする。 

（１）「１．学ぶ→働く」（学んだことを活かして働く） 

(A)概要 

まず、「１．学ぶ→働く」（学んだことを活かして働く）の分野をみると、

(1) 「①学ぶ  ②働く」（「①学ぶ」と「②働く」との間をいったりきたり

する）、あるいは「①学ぶ⇔②働く」（働きながら学ぶ）がしやすい環境の下

で、(2)スキルアップを目指した「①学び直し」が日常的に行われている。ま

た、(3)そうした「①学び直し」の成果が「②働く」こと（ステップ・アップ、

転職、起業）に直結している（【図表補１‐３】）。 

【図表補１－３】「１．学ぶ→働く」（北欧） 

北欧 （参考）  日本 2 

      働く 

     

学ぶ    

地 域 

      

      働く 

     

学ぶ    

地域 

      

(B)「学び直し」の多さ 

「１．学ぶ→働く」については、高校を卒業したらすぐに大学に進学する

のではなく、一旦就職したのちに、ステップ・アップのために大学に入ると

いうケースが一般的となっている 3。また、中高年になってからスキルアッ

プのために学び直すケースもしばしばみられている。 

2
 日本では、大学等における「学び直し」が職業面での転身やステップ・アップにつながるル

ートが細い（Ⅱ．第１章参照）。 

3
 通常、高校を卒業すると、就職・大学進学のいずれであれ、家を出て自活する。 

なお、スウェーデンでは、就職環境が近年厳しいことから、高校卒業後に就職が出来ずに

「大学進学を余儀なくされる」ケースも増えている由（一般財団法人スウェーデン社会研究

所・鈴木賢志所長）。 

ｃ 
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こうしたことから、大学の新入生のうち２～３割は 25歳以上となるな

ど、学生の平均年齢は高く（【図表補１‐４】）、30歳以上の成人全体の中で

通学している人の割合も高い社会となっている（【同１‐５】）。 

【図表補１－４】学部新入生に占め

る 25 歳以上の学生の割合（％） 

 

【図表補１－５】30歳以上の成人の

通学率（％） 

 
（出所）“Education at a Glance 2012:OECD Indicators”(OECD (2012))、 

     “Education at a Glance 2017:OECD Indicators”(OECD (2017a))を改編 

(C)社会的背景 

①基本的認識 

このように「学び直し」の盛んな背景をみると、「ライフ・ロング・ラー

ニング（LLL）」という言葉に代表される「一生が学び」という教育思想があ

り、社会全体が、「①学ぶ⇔②働く」の複線・双方向型の人生展開を前提と

していること、そして、時代の要請に応じて「学び直し」を続けていくこと

が職業人として必要だとの基本的認識 4が共有されていることが挙げられる

（【図表補１‐６】）。 

  

4
  EU には、多様な働き方と学び直しの可能性を追求する「フレキシキュリティ政策」があ

る。同政策は、雇用政策と教育政策の組み合わせによって就労者を守りつつ、新しい時代に対

応しようとする雇用に関する EU の共通原則であるが、オランダは多様就業促進型（家庭と仕事

の両立がライフ・ステージに応じて可能となる働き方）のモデルとなった。 

0
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【図表補１-６】「１．学ぶ→働く」（基本的認識） 

 北欧 （参考） 日本 
「学び直し」の対象

世代 全世代 高齢者が主体 

「学び直し」の基本

的考え方 

時代の要請に応じた「学び

直し」（就業への活用）が重

要。 

一般教養を深めることが中

心。 

「①学ぶ」と「②働

く」との関係 

「①学ぶ⇔②働く」、「①学

ぶ⇄②働く」といった複線・

双方向型 

「高校→大学→就職」とい

う単線・一方通行型 

②社会環境 

また、これを支える社会環境をみると、(1)「学び直し」がいつでもしや

すいように教育制度や経済面での支援制度が整備されており、また、(2)そ

うして学んだ成果が就業（ステップ・アップ、転職、起業）や地域貢献・社

会活動にも生かされる仕組みとなっている（【図表補１‐７】）。 

【図表補１-７】「１．学ぶ→働く」（社会環境） 

 北欧 （参考）  日本 
「①学び直し」の

しやすさ 
教育制度が整備されており、

経済的支援の面でも手厚い。 〇 時間的にも経済的にも難し

い。 △ 

「１．学ぶ→働く」 ステップ・アップ、転職、起

業につながっている。 〇 ステップ・アップ等につなが

るルートはかなり限定的。 × 

（職業指向の高等教育制度） 

高等教育制度をみると、アカデミックと職業指向の主に２つに分かれてお

り、後者を中心に、「①学ぶ⇔②働く」（学びながら働く）、あるいは「②働く

→①学ぶ」（一旦就職したのちに学び直す）が実現しやすい学制となってい

る 5。こうした職業指向の高等教育は「就職や資格取得に結び付いた生涯学

習」の場として広く活用されており、大学や大学院レベルのものも用意され

ている。 

▼専門職大学（AMK）（フィンランド）6 

フィンランドでは、地方自治体が運営する高等職業専門学校（AMK＜専門職大学、

応用大学＞）があり、職業重視の高等教育機関として、スキルアップや転職、起業

などを目指す人々の学び直しの場として機能している。AMKでの再教育期間は標準

5 福田 (2012)、中兼（2017）、中澤（2008）ほか。 

6 福田(2012)及び都留文科大学・福田誠治学長へのヒアリングに基づく。 
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的に３～４年間 7であるが、そのうち約３分の２はインターンを含む実習に充てら

れており、企業が社会人の実践的な「学び直し」を支える仕組みが出来ている。 

例えば、50歳代の現役サラリーマンが自分の職に見切りをつけて勉強しなおす、

40 代・50 代の年配の移民が看護婦の資格を取ったりパンづくりを学んだりする、

40 代の幼稚園の先生が小学校の先生になる、農業をやっていた人が資格を得て就

職を目指す、といった学び直しが AMKを中心に行われている。 

また、大学院（専門職修士課程）も設けており、流動化する時代に必要な高度・

先端的な知識・技能の習得ニーズに対応している（【図表補１‐８】）。 

【図表補１-８】教育体系の概要（フィンランド） 

 

（出所）都留文科大・福田誠治学長の提供資料に基づく 

（経済面での支援制度） 

経済面をみても、例えば、フィンランドやスウェーデンでは学費は全額

税金によって賄われており、学生本人が直接負担する必要がなく、また、

失業保険（例．フィンランドでは、直近の所得の８割を２年間支給）や奨

学金（同、月６万円以上）によって、学び直しをしている期間の生活費も

7 社会経験等によっては、２年生に編入して短期間で卒業することも可能となっている。 

フィンランドの教育体系

都留文科大学 福田誠治作成

大学 ５年

（学士・修士一貫）

普通科高校

（大学受験資格）

義務教育
（中学校）

専門学校
（２年次編入）

ＡＭＫ ３～4年
（高等職業専門学校）

大学院

初級資格

中級資格

労働経験
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概ね賄うことが出来る。 

▼学生補助金制度（CSN）（スウェーデン） 

スウェーデンでは、学生の生活費部分を補助（３分の１は返済免除）する制度

（CSN）があり、例えば、フルタイムの学生は月々約 10万円、支給期間は最大６年

間の補助が受けられる。但し、単位の取得状況によっては、次の学期に支援が打ち

切られることがある 8。 

こうしたことから、転職・起業を見据えて、失業保険を受給しながら大

学院修士課程に行く（「②働く」→「①学ぶ」）といったことが非常にしや

すい仕組みとなっている。 

また、パートタイマーとして働きながら学ぶ（「①学ぶ⇔②働く」）とい

うケースも多い（【図表補１‐９】）。 

【図表補１－９】学生のうちパートタイム勤務をしている比率（％） 

 
（出所）“Education at a Glance 2017:OECD Indicators”(OECD (2017a))を改編 

（雇用慣行） 

また、雇用慣行をみると、新卒一括採用ではなく、即戦力のある人材を通

年で雇用することが一般的となっていることも、職業人が学び直しをする理

由となっている。後述するように雇用システムにおいて、そもそも「正社員・

フルタイム勤務・終身雇用」が基本ではなく、「全員がパート的で転職が多

い」中にあって、採用の際には、職務経験とともに学び直しをした内容を評

価する土壌が出来上がっているといえる。 

こうした様々な要因から、「フィンランドで生涯学習を一番利用するのは

8 橋本（2007）ほか。 
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ホワイトカラーの上層部」（都留文科大学・福田学長）とされるほど、「学び

直し」をすることでスキルアップ、ステップ・アップしていくことが極めて

一般的となっている 9。 

（２）「２．学ぶ→地域」（学びを地域貢献・社会活動に活かす） 

(A)概要 

「２．学ぶ→地域」（学びを地域貢献・社会活動に活かす）の分野について

みても、世代を問わず、生涯学習への参加が地域貢献・社会活動と密接に結び

付いている（【図表補１－10】）。 

【図表補１－10】「２．学ぶ→地域」（北欧） 

北欧 （参考）    日本 

      働く 

学ぶ    

地 域 

      

     働 く 

     

学ぶ    

地域 

      

(B)「①学ぶ」と「③地域」との密接な連関 

ボランティア活動を行っている就業者のうち約 8 割は生涯学習もしており

（日本は約６割）、両者が密接に連関していることが窺える（【図表補１－11】）。 
  

9 例えば、ノキアが経営不振になったときにホワイトカラーの失業者が増えたが、こうした

生涯学習の機会を活用し、将来有望な技術を学び直して転職をすることで乗り切った由。 
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【図表補１－11】ボランティアを月１回以上している就業者で、 

生涯学習をしている人の割合（％） 

 

（出所）“Education at a Glance 2017:OECD Indicators”(OECD (2017a))を改編 

(C)社会環境 

このように「２．学ぶ→地域」（学びを地域貢献・社会活動に活かす）の分

野が充実している背景をみると、(1)自由で多様な生涯学習の機会が十分に

与えられていること、また、(2) 初等教育段階からボランティア体験をした

り、地域課題解決に取り組んだりする環境が用意されていることが寄与して

いる 10とみられる（【図表補１‐12】）。 

【図表補１-12】「学ぶ→地域」のルートが充実している背景 

(1)充実した自由で多様な生涯学習の機会 

(2) 初等教育段階からのボランティア教育 

（自由で多様な生涯学習の機会） 

地域の自治体や民間機関が運営する生涯学習のための多種多様な教育

機関があり、一般教養を柱とした教育、文化、スポーツ、ボランティアな

どをテーマとした教育が行われている。働き盛りでも、３分の２にあたる

人々が生涯学習に参加している（日本では４割）11。そうした多彩な生涯

学習に参加することが、活発な地域活動・社会参加に結び付いている。 

10  後述の通り、「②働く」の分野において、柔軟な働き方が実現しており、時間的に余裕が

あることも「２、学ぶ→地域」が盛んな要因となっている。 

11 OECD（2017b）。 
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▼充実した生涯学習施設（フィンランド） 

フィンランドでは、成人教育センター（全国 258か所）、フォルケ・ホイ・ス

コーレ（同 91か所）をはじめ、学習サークルセンター、夏季大学、スポーツ教

育施設など含めた多くの公的な生涯学習施設が各地に設置されており、民営の

施設も多数みられる 12。 

▼多彩な学習サークル（スウェーデン）13 

スウェーデンでは、多彩な学習サークルが国の教育体系の中に組み込まれて

いる。具体的には、学習者自身による自己啓発、自己教育の場を提供する仕組み

として「フォーク・ハイスクール」（国民学校、成人カレッジ。148 か所＜2007

年＞）があり、うち約 100か所はスポーツ団体や NPO、あるいはそれを支援する

支援団体によって、40か所程度は郡や市町村によって運営されている。 

また、「学習協会」（Adult education associations）の下では、28万カ所を

超える学習サークルが活動し、延べ 200万人が参加している。科目は文学・歴

史から、語学、法律・経済、自然科学に至るまで多種多彩である。 

（初等教育におけるボランティア教育） 

また、初等教育においては、ボランティア体験をしたり、地域課題の解

決に取り組んだりする教育がなされており、これが「２．学ぶ→地域」の

裾野を広げる重要な役割を果たしている。 

例えば、スウェーデンでは小学校の教科書で貧困や失業を社会全体で解

決すべき問題として意識させる教育を行っており、中学・高等学校レベル

ではボランティア活動に寄与する活動を行っている。 

▼生徒会主催による大規模な募金活動（スウェーデン） 

スウェーデンにおけるボランティア活動は、働いたり募金活動を行ったりし

て資金を調達し、それを他者のための活動を行っている組織に寄附するといっ

たことが多い。学校で行っている大規模な例としては、生徒が働いて集めた募金

を途上国の子ども達のために寄附する活動（「オペレーション・デイ・ワーク」）

があり、生徒会連合会が主催し、国内の多数の中学・高等学校が参加している 14。 

 

12 福田（2012）、フィンランド教育文化省・国家教育委員会（2009）。 

13 中兼（2017）、中澤（2008）ほか。 

14
 文部科学省（2007）。 
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（３）「３．働く→地域」（現役世代） 

(A)概要 

「３．働く→地域」（現役世代が、働く余力を地域貢献・社会活動に充当す

る）の分野についてみると、(1)日々の就業時間の柔軟な調整、パートタイム

就業の活用やテレワークなどにより、時間・場所の面で柔軟な働き方が出来る

仕組みが確立されており、平均的な労働時間も短い。また、(2)従業員が地域

貢献・社会活動を積極的に行うことを雇用者が支援することも一般的に行わ

れている。 

こうしたことから、「３．働く→地域」（働く余力を地域貢献・社会活動に充

当する）という分野は、日本のそれと比べて非常に充実している（【図表補１

‐13】）。 

【図表補１－13】「３．働く→地域」（現役世代）（北欧） 

北欧 （参考）  日本 15 

      働く 

     

学ぶ    

地域 

      

      働く 

     

学ぶ    

地域 

      

そればかりでなく、学び・子育て・家事等、生活における様々な活動と両立

させながら、現役世代が「②働く」ことが十分可能な社会となっている。 

 (B)労働時間の少なさ 

長時間労働は一般的ではない。例えば、男性の現役世代の一日当たりの労

働時間は 8時間半を下回る（日本では 10時間前後）（【図表補１‐14】）。 

 

 

15 日本では、正社員では「フルタイム勤務」が主流であり、また、長時間拘束されることが

一般的である中で、「③地域」など他の領域に余力を振り向けることが難しい状況にある。ま

た、企業による支援等も、まだ十分な広がりは持っていない（Ⅱ．第２章参照）。 
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【図表補１－14】労働時間（フルタイム、男性雇用者、週合計/日）（時間） 

 

（出所）『平成 22年度ワーク・ライフ・バランス社会の実現と生産

性の関係に関する研究報告書』（内閣府(2011)）を改編 

(C)社会的背景 

①基本的認識 

この社会的背景をみると、「②働く」こと自体について、(1)そもそも短時

間であることが好ましく、また(2)柔軟に働き方を変えながらライフ・ステ

ージにあった働き方をすべき、といった基本的認識が共有されていることが

挙げられる（【図表補１‐15】）。 

【図表補１-15】「②働く（現役世代）」（基本的認識） 

 北欧 （参考）  日本 
「②働く」

にかかる基

本的な考え

方 

「②働く」は生活の一部。 「②働く」は生活の中心。 
「生活の糧」であり、投入時

間は少ない方がよい。 

正社員では、長時間労働を前

提にしがち。 
ライフ・ステージに応じて柔

軟に働き方を変えるべき。 

正社員では、時間・場所を拘

束される働き方が一般的。 

②社会環境 

これを支える社会環境をみると、(1)勤務時間の面では、正社員であって

もパート的に働くことが出来たり、(2)勤務場所の面でも、テレワーク等に

より勤務地に赴かなくても一定程度仕事が出来る環境が整っている。また、

前述の通り、(3)「１．学ぶ→働く」のルートが整備されていることから、ラ

イフ・ステージに応じて働き方や職場も変えやすくなっており、全体として

「柔軟な働き方」が実現しているといえる（【図表補１‐16】。働き方にかか

る「スウェーデン・モデル」は【BOX９】参照）。 
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また、従業員の行うボランティア活動を雇用者側が支援することも一般的

となっている。 

【図表補１-16】「②働く」（現役世代）（柔軟な働き方の実現） 

 北欧 （参考）  日本 

(1)時間の柔軟性 就業日や時間を相当程度柔

軟に設定可能。 ○ フレックス制は一定程度

導入されている。 △ 

(2)場所の自由度 テレワークや在宅勤務など

の導入比率が高い。 ○ 左記は導入途上にある。 × 

(3)職業選択の自

由度 

「１．学ぶ→働く」のルー

トが整っており、転職が比

較的容易。 

○ 転職市場がさほど大きく

ない。 × 

（柔軟な勤務時間） 

このうち、「勤務時間の柔軟性」をみると、(1) フルタイムであっても、

労働者の権利として、就業日や時間を相当程度柔軟に設定できるようになっ

ている。 

▼週単位・月単位で就業日・時間を調整（スウェーデン、オランダ） 

スウェーデンは女性の就業率が非常に高く、夫妻のいずれもフルタイムで就業

することが基本となっている。ただし、フルタイムであっても、企業との間で週や

月単位で働く時間の総枠を決め、その中で就業日・就業時間の割り振りを自分たち

の状況に合わせて調整することができる。夫婦がともにこうした働き方を行うこ

とによって、子育てや子供の就学などに柔軟に対処している 16。 

オランダでは、ある製造企業におけるフルタイム勤務の労働時間は、「年間を通

して平均週 40時間」となっており、週によって 35時間でも 45時間働いてもよい

かたちとなっている 17。また、ある金融保険会社では、フルタイムの契約労働時間

は「週 36 時間」となっているが、勤務日に制約はないことから、実際には週４日

（９時間／日）働く従業員が多い 18。 

また、(2)正社員でありながら、フルタイムとパートタイムを行き来する

こともできる。すなわち、日本の場合と異なり、パートタイム労働者は「短

時間正社員」に相当する身分であり、フルタイム労働者との差は労働時間の

みであって、基本的に同一の待遇（時間当たり賃金、社会保障）を与えられ

16 武石（2011）、武石（2012）、藤田（2000）ほか。 

17 権丈（2010）、中谷（2015）、松原・脇坂（2015）ほか。 

18 武石（2012）。 
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ている。 

こうしたことから、一つの仕事をフルタイムで行うのではなく、複数の仕

事を組み合わせる事例もしばしばみられる 19。 

特に、オランダは、「パートタイム経済」と呼ばれている 20が、北欧の国

と比べても男女ともにパート比率が非常に高く、こうしたパートタイム的な

働き方を中心にすることによって、柔軟な働き方を実現している（【図表補

１‐17】）。 

▼パートタイム型就労の活用（オランダ）21 

オランダでは、子供が生まれると、妻は多くの場合パートタイム契約に切り替

えて、週末以外にも家にいられる時間を確保する。夫も一時的にパートタイム契

約に切り替えたり、フルタイムのままでも週時間単位で休暇を取得して勤務日

数を減らしたりして、自宅にいられる日や時間を確保することが多い。 

【図表補１－17】パートタイム比率（2013年）（％） 

 

（出所）“OECD Employment Outlook 2014”（OECD(2014b))を改編 

（柔軟な勤務場所） 

「勤務場所の柔軟性」をみると、テレワーク 22や在宅勤務などの導入比率

19 企業別の年金システムはなく、国が社会保障全般を一手に請け負っていることも、こうし

た柔軟な働き方を可能にしている。 

20 武石（2012）、中谷（2015）ほか。 

21
 中谷（2015）、村田（2008）ほか。 

22 例えば、オランダのある金融保険会社では、2008年の労働協約によって、全従業員が
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が高く、これによって、就業者が生活時間を柔軟かつ効率的に使うことが可

能となっている（【図表補１‐18】）。 

【図表補１－18】在宅勤務制度を導入している企業の比率（％） 

 
（出所）“OECD Employment Outlook 2014”（OECD(2014b))を改編 

（雇用者等の理解と協力） 

従業員が行うボランティア活動については、企業など雇用者も協力的であ

り、従業員のボランティア活動への参加を就業と同様にみなして収入を保障

している企業も目立つ。 

▼ボランティア活動の「業務扱い」（オランダ） 

オランダでは雇用主の 11.9％が年に 1 日以上のボランティア活動を従業員に

許可し、活動参加を就業と同様にみなして収入を保障している 23。 

また、早い時期から、市町村が営利企業の CSRの取組みを支援するための

イベントを実施し、その中でボランティアを必要とする団体と企業とのマッ

チングも行われている。 

▼市町村によるボランティア活動のマッチング（オランダ） 

オランダのアーネム市で行われている“Market Place Day”は、NPOなどの団

体がボランティアを必要とする分野を説明し、一方参加企業や従業員ができる

貢献を探すというものであるが、こうした試みは 2008 年時点で 70 の市町村に

テレワーク（在宅勤務、他の支社、サテライトオフィスなど）が可能となっている（武石

（2012））。 

23 オランダの政府機関が 2007年に行ったアンケート調査に基づく(European Report 

(2014b))。 
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広がっている 24。 

（４）「４．働く」（高齢者） 

(A)概要 

「４．働く」（高齢者雇用）の分野についてみると、明確な定年制度や退職

金制度はなく、高齢になった際には、それまで複数担っていた仕事を間引いて

いってペースダウンをしていくことから、現役世代と高齢者との区分は曖昧

ではあるが、比較的早く引退して「③地域」といった他の領域で生き生きと活

動することが一般的となっている（【図表補１‐19】）。 

【図表補１－19】「４．働く」（高齢者）（北欧） 

北欧 （参考）  日本 

      働く 

     

学ぶ    

地域 

      

      働く 

     

学ぶ    

地域 

      

(B)高齢者の就業率の低さ 

こうしたことから、日本と比べて 65歳以上年齢層の就業率は低い 25（【図

表補１‐20】）。 

  

24  European Report (2009b)。 
25 OECD（2014ｂ）。 

ｃ 

78



【図表補１－20】65歳以上の就業率（％） 

 

（出所）“OECD Employment Outlook 2014”（OECD(2014b))を改編 

 (C)社会的背景 

このように早期の引退が一般的であるのは、(1)人々の勤労観として「②

働く」こと自体が人生の主たる要素ではなく、あくまで生活の糧のために

行うものである、という基本的認識が背景にあり、また、(2)これを支える

社会環境として、社会保障制度（年金制度）が整っていることが大きい。

すなわち、高齢者が働くということは、自己実現の観点からも、経済的理

由からも特段必要とされていない 26といえる。 

（５）「５．地域」 

(A)概要 

「５．地域」（世代を問わず、地域貢献・社会活動を積極的に行う 27）の分

野についてみると、高齢者世代だけでなく、若年層・現役世代を含めて、地

域貢献・社会活動が自然に幅広く行われている（【図表補１‐21】）。 

26 ただし、超高齢社会が到来する中、社会保障制度の持続性を担保する観点から、高齢者雇用

をもっと増やすべきという議論は近年みられている。高齢者の就業が広がらない雇用者側の理

由としては、①就労時間を徐々に減らす仕組みが少ないこと、②雇用者側が、職場の教育訓練

から高齢者を除外しがちであること、③そもそも雇用者側が高齢者の就業について理解がない

こと、といった要因が挙げられており、日本が抱えている課題との類似点もみられる

（European Commission（2012））。 

27 現役時代がそもそも仕事一辺倒ではないことから、「退職後に備えて、いろいろな活動を始

めておかないと、老後の過ごし方で困る」という発想もないし、「健康維持のために、高齢者に

も活動的になってもらわないと」と考える必要もない（一般財団法人スウェーデン社会研究

所・鈴木賢志所長）。 
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【図表補１－21】「５．地域」（北欧） 

北欧 （参考）  日本 28 

      働く 

学 ぶ  

地 域      

     働 く 

     

学ぶ  

地域 

      

 

 (B)高いボランティア参加率 

ボランティア活動等は活発であり、欧州の中でも特にスウェーデンやオラン

ダでは参加率が高い 29。 

▼活発なボランティア活動（スウェーデン） 

ボランティア活動を行っている非営利組織は 18万あり、住民の 9割は何らか

のボランティア組織に属している。また、一か月に平均 6時間のボランティア活

動を実施している 30。 

また、これらの国では特に30歳代、40歳代の働き盛り世代の参加率が高く、

「３．働く→地域」（現役世代において、働く余力を地域貢献・社会活動に充

てる）のルートが充実していることがこちらからも伺える（【図表補１‐22】

【同１‐23】）。 

  

28
 日本では、一部高齢者の間では生涯学習が地域貢献・社会活動に活かされているが、現役

世代が「地域」の領域で活動することは盛んではなく、全体として地域貢献・社会活動への参

加率は高くない（Ⅱ．第３章参照）。 

29 EU が実施した EU27 ヵ国＋非 EU5 ヵ国の就業者 3万人を対象とした大規模なアンケート調査

による（European Commission（2012））。OECD(2017)においてもほぼ同様の結果となっている。 

30
 2006～2007年の調査（文部科学省（2007））。 
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【図表補１－22】ボランティア参加率（スウェーデン）（％） 

 

（出所）“Study on Volunteering in the European Union Country Report Sweden”

（European Commission（2009a））を改編 

【図表補１－23】ボランティア参加率 (オランダ）（男女計、％） 

 

（出所）“Study on Volunteering in the European Union Country Report 

Netherlands”（European Commission（2009b））を改編 

(C)社会的背景 

この社会的背景をみると、これまで見てきたように、(1)地域貢献・社会

活動にかかる生涯教育の機会が豊富にあり、(2)初等教育の場でも地域貢献・

社会活動が勧められている（「２．学ぶ→地域」）ことから、地域貢献・社会

0
10
20
30
40
50
60
70 男性

女性

0
10
20
30
40
50

81



活動をすることが当たり前 31という基本的認識が底流にある。 

また、(3)現役世代でも「働く」余力を十分に地域貢献・社会活動に振り

向けることが出来ている（「３．働く→地域」）、という社会環境が大きく影

響しているといえる。 

 

３．日本社会への応用可能性 

以上みてきたように、北欧では、「自立した個人」が、自分の価値観やライ

フ・ステージにあわせて、人生における諸要素を「アラカルト方式」で組み立

てている社会となっている。「『時間』の充実」の観点からは、『人生 100歳時

代』にふさわしい社会システムを相当程度作り上げているといえる。 

こうした北欧諸国の現在の状況は、我が国にとって参考になるところが多い

と考えられる。もっとも、こうした社会システムを構成する個々の要素は長い

年月をかけて作られてきており、有機的に繋がってもいることから、個別事例

を単純に真似することはできない点は留意すべきである（【図表補１‐24】。 

【図表補１－24】北欧の社会システムの基盤 

社会の構成員の区分け 
学生・社会人、現役・高齢者や、正規・非正規の区分は

曖昧。人々を明確にカテゴリー化しないかたちで社会制

度を設計。 

「自立した個人」の存在 

個々人が自立しており、自らが、時代の要請に合った

職業を選択するために学び直し等を実施。 

「個性を重視する、個人の自立を促す」初等教育がベ

ース。 

▼社会の構成員の「カテゴリー化」の見直し 32 

日本では、社会の構成員を大人・子ども、現役・高齢者、正規・非正規といっ

31
  但し、数字からイメージされるほどボランティアに熱心というわけではなく、「時間的に

ゆとりがあるので地域への手伝いを少しやろうか」という気軽な感じで活動している（一般財

団法人スウェーデン社会研究所・鈴木賢志所長）。 

また、かつては社会を良くしたいといった利他的な動機が多かったのが、最近はボランティ

ア活動を通じて自分の成長や社会とのつながりを求める人も増えている（European Commission

（2009a））。 

32 一般財団法人スウェーデン社会研究所・鈴木賢志所長との意見交換に基づく。 
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たように特定の集団やカテゴリーに分けており、そうした個々のグループを前提

に社会制度が出来上がっている。 

これに対し、スウェーデンでは、そうしたカテゴリー化がもっと曖昧で、いわ

ば「分けない社会」であるといえる。だからこそ、「①学ぶ」「②働く」「③地

域」といった具体的な活動領域についても、個々人が自分自身の価値観やライ

フ・ステージにあったかたちで、柔軟に活動を組み合わせて生活することが出来

ているといえる。このように、「人々をカテゴリーに分けない」という考え方

は、これから日本の社会を変えていく上で参考となりうる。 

▼「自立した個人」の養成 33 

そもそも「自ら学び直しながら時代の要請に合った職業を選択していく」とい

う姿勢は「個人が自立していること」が前提となる。 

フィンランドの事例をみると、小中高の教育課程において「個性を重視する、

個人の自立を促す教育」を 40年以上行ってきた実績があり、そうした蓄積に基

づいて今の社会システムが出来上がっているといえる。日本社会でも、転職等の

しやすい生涯学習制度を充実させていく上では、そうした「自立した個人」とい

う基盤作りも、同時並行的に行う必要があると考えられる。 

わが国としては、日本の社会システム全体のあるべき将来像について、関係

者間で一定程度の共通認識を持ちながら、北欧社会の事例を先進事例として参

照していくべきである。 

  

33 都留文科大学・福田誠治学長との意見交換に基づく。 
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【BOX９】働き方における「スウェーデン・モデル 34」 

スウェーデンでは、ライフ・ステージの変遷に沿って、柔軟な働き方や育児な

どがしやすい社会環境が整っており、「スウェーデン・モデル」というべきもの

が確立している。 

（１）産休・育休等 
出産に際しては、父親も 10日間の産休を取得している。また、育児休業（８

歳まで対象）は、1 人の子どもに対して両親合わせて 480 日まで取得可能であ

り、半日休など、状況に合わせた柔軟な利用が可能となっている。また、子供の

看護休業も年間 120日まで有給で取得できる。 

（２）フレックスタイムの活用 

子どもが保育園に通う時期には、父親と母親の両方がフレックスタイムを活

用し、保育時間が長くならないように調整しながら働く（延長保育・夜間保育は

一般的ではない）。 
子供が初等教育課程にある時期も、引き続きフレックスタイムを利用して、子

供の送り迎えなどができるような働き方をする。勤務先企業とは、労務協定で

月々の勤務時間を決めるが、その割振は家族の状況に合わせて柔軟に調整でき

るかたちとなっている。 

（３）親の看護・介護 
介護サービスは基本的に市町村（コミューン）が担うこととされているため、

現役世代にとって親の看護・介護負担が過大になるという事態はあまり生じな

い。 

 

 

34 藤田（2000）ほか。 
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【補論２】高齢者の就業意欲と雇用機会 

【要旨】 

高齢者は、一定の年齢になったら仕事をやめたいと必ずしも思っているわけ

ではなく、むしろ仕事を継続することで、社会とのつながりを持って日常生活

を充実させたいと考える人も多い。これに対し、企業等雇用者側では、高齢者雇

用には必ずしも積極的とはいえない。 

「人生 100歳時代」の観点からも、雇用者側の意識改革と社会環境を整備し、

こうした高齢者の就業ニーズに応えられるようにしていくことが重要である。 

１．高齢者の就業意欲 

 高齢者自身の就業意欲をみると、定年を過ぎても働き続けたいと考える割合

は圧倒的に多い（【図表補２‐１】）。 

【図表補２-１】 何歳まで仕事をしたいか＊ 

 

（出所）「高齢者の日常生活に関する意識調査」（内閣府（2015））を改変 
＊60歳以上の男女を対象とした調査。 

また、有業の高齢者の就業継続意欲は強い。有業率が大きく下がる 65歳以上

の年齢層においても、現役の有業者の中で退職を希望している人は非常に少な

い。このことから、多くの有業の高齢者は健康さえ許せば働き続けたいと思って

いると解釈できる（【図表補２-２】）。 
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【図表補２-２】 就業希望意識＊ 

         （男 性）            （女 性） 

 
（出所）「平成 24年度就業構造基本調査」（総務省（2013））を改変 

＊有業者への調査。 
２．高齢者の雇用機会 

一方、高齢者の雇用機会をみると、企業では高年齢者雇用安定法に基づき 65

歳までの雇用確保はしているが、その内実としては、企業の大半が「定年の引き

上げ」や「定年制の廃止」ではなく「継続雇用制度」を導入している（【図表補

２‐３】）。 

【図表補２-３】 雇用確保措置の内訳 

 

（出所）「平成 29 年『高年齢者の雇用状況』」（厚生労働省（2017））を改変 

また、こうした継続雇用制度の下で、大半の企業では、定年が到来した従業員

を一旦退職させた後に非正規職員等として再雇用 1することによって、大幅に賃

1 定年年齢に到達した者をいったん退職させた後、再び雇用する制度。正社員ではなく非正規

職員である嘱託やパートタイマーといった形で雇用されることが多い。 
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金を切り下げている。このため、高齢者としては、同一企業内で仕事を続けよう

としても、経験・スキルに見合った処遇（責任ある仕事や賃金）が事実上得られ

にくい状況にある 2（【図表補２‐４】）。 

【図表補２-４】 一律の「定年制」を定めている企業における継続雇用制度 

 
（出所）「平成 28 年『労働条件総合調査』」（厚生労働省（2017））を改変 

実際、61歳時点の賃金が 60歳直前の賃金の８割にも満たない水準にまで下落

する人が半数近くにのぼる 3（【図表補２‐５】）。 

【図表補２-５】 61 歳時点の賃金水準（60歳直前の賃金＝100） 

 
（出所）「高年齢者の雇用に関する調査（企業調査）」（独立行政法人労働政

策・研修機構（2016））を改変 
＊「60％未満」は、30％未満、30～40％未満、40～50％未満、50～60％

未満の回答を合算して計上。 

2
 賃金の水準が大幅に下がることは、高齢者に再雇用を断念させることにつながるので、雇用

確保措置の抜け穴となっている。こうした企業の抜け道を防ぐ仕組みを考えていかないと、継

続雇用は進まない（慶應義塾大学・山田教授）。 

3 ここには、同一企業で継続雇用されたケースばかりでなく、60歳定年到来を機に転職したケ

ースなども含まれている点には留意が必要。 
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また、高齢者が仮に転職をしようとしても、なかなか経験・スキルに見合った

条件の職は見つけられない状況にある。高齢者が、仕事を見つけられない要因に

は、健康上の理由も少なからずあるものの、「機会の不足（適当な仕事が見つか

らない）」と訴える比率は非常に高く、その理由としては、①「条件を問わず仕

事自体がみつからない」ことが第一に挙げられる。また、②スキルにおけるミス

マッチ（職種が合わない 4）5が、③労働時間、④報酬面でのミスマッチを大きく

上回る状況にある（【図表補２-６】）。 

 

【図表補２-６】 就業希望の不就業者の仕事に就けなかった主な理由 

 

（出所）「60 代の雇用・生活調査」（独立行政法人労働政策研究・研修機構（2015））を改変 

一方、雇用者側が高齢者を積極的に雇用しない理由をみると、これまでの社会

慣行や人事運営上の利便性から、「特に雇用が困難な理由がない」にも拘らず、

高齢者雇用に消極的な姿勢にあることが窺える（【図表補２‐７】）。 
  

4 就業を希望する高齢者の方でも、これまでの経験・職歴に拘ることなく視野をより広く持っ

て職を探していくことが、ミスマッチを減らす上で重要と考えられる。 

5
 高齢期に入る前からキャリア・カウンセリングを行い、各自「生涯職業設計」のようなプラ

ンを持てるようになれればよい。企業内でしか認められないキャリアより、企業を超えた専門

性が認められるようになればうまくまわる（労働政策研究研修機構・田原氏）。 
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【図表補２-７】 60代後半層の雇用確保が不要と考える理由（複数回答） 

 
（出所）「高年齢者の雇用に関する調査（企業調査）」（独立行政法人労働政

策研究・研修機構（2016））を改変 

企業内の世代交代の実現や、若者の就業機会の確保は重要な課題ではあるが、

『人生 100歳時代』を迎える中で、「高齢者の『時間』の充実」という観点から

は、高齢者を積極的に雇用する環境を整備していくことも重要となる 6。 
 

6
 厚労省では、労働力人口の減少が見込まれている中で、「年齢にかかわりなく意欲と能力の

ある労働者を適切に活用することが重要な課題」としている。一方、就職出来ない新卒や、若

年者の確保に苦労している中小企業が存在していることから、こうした若年者雇用の問題の解

決のためには、求人と求職のミスマッチ解消の促進が必要としている(厚生労働省『今後の高年

齢者雇用に関する研究会報告書～生涯現役社会の実現に向けて～（平成 23年６月）』)。 
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【補論３】地域貢献・社会活動を推進するインセンティブ 

【要旨】 

 人がボランティア活動などをするにあたっては、①明確な動機付けがなされ

ており、②十分なインセンティブ（報酬）があって、③バリア（障壁）が少ない

場合に、行動を起こしやすい。また、そうしたインセンティブが効果的であるた

めには、それが、動機（個々人の価値観や活動の内容）と呼応した性格のもので

あることが重要である。 

地域貢献・社会活動は、基本的には奉仕の精神、「非経済的な動機」に基づく

活動であることから、金銭的な報酬といった「経済的インセンティブ」よりも、

感謝・共感・連帯といった「非経済的インセンティブ」の方が効果的とみられ

る。したがって、前者を主たる要素としている現行のボランティア・ポイント制

度についても、後者の性格を強めたかたちで運営した方が効果をより発揮する

と考えられる。 

１．人々の行動を決定する３つの要素 

一般に、人々の行動をみる上では、主に①動機、②インセンティブ（報酬、報

酬への期待）、③バリア（障壁）の３つの要素に注目することが有効である。 

すなわち、人がボランティア活動などをするにあたっては、①元々の動機 1が

あって、②それを推し進めるだけの十分なインセンティブがあるとともに、③

その行動を妨げるような事情等（バリア）が少ない場合には、行動を起こしやす

い、と考えられる。一方、①動機が弱く、②インセンティブも少なく、③バリア

が沢山あるときには、行動を起こしづらくなる（【図表 補３-１】）。 

【図表補３-１】 行動を決定する３つの要素 

 

1 「動機」にはさまざまなものがあるが、一般的には、①利他的動機（人の役に立つ）、②利

己的動機（自分の利得になる）の 2 種類に分けられ、さらに③その中間領域に位置する動機も

あるとされる。さらに、心の中で「利他」「利己」の２つの動機が混在して葛藤している場合

と、その反対に両者が矛盾なく調和している場合がある（伊藤（2016）ほか）。 
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人々に一段と地域貢献・社会参加してもらうためには、上記３つの要素につい

て工夫をしながら、個々人に働きかけていくことが必要となる。実際、基礎自治

体や NPO等の活動団体では、①教育・啓発等を通じて、ボランティア活動の意義

などを広く理解してもらったり（明確な「動機付け 2」）、②ボランティア・ポイ

ント制度や表彰制度を導入したり（「インセンティブの強化」）、③人々のニーズ

に即した情報の提供や NPOなどに対する支援などを行ったりしている（「バリア

の軽減」、【図表補３‐２】参照）。 

【図表補３-２】 行動を推進するための工夫 

 

もっとも、現実にはこれらが十分な効果を発揮しておらず、思ったほど地域貢

献・社会活動の輪が広がっていない状況にある。こうしたことから、特に「②イ

ンセンティブ」の一段の強化が必要とされている（「③バリア」の軽減について

は【BOX９】参照）。 

２．インセンティブ 

（１）インセンティブの種類 

インセンティブには、「(1)経済的なインセンティブ」と「(2)非経済的なイ

ンセンティブ」の２種類がある。このうち、「(1)経済的なインセンティブ」に

は、金銭等を得られることのほか、職業上のメリットや金銭以外の何らかの利

得や見返りを得られること等があり、「(2)非経済的なインセンティブ」には、

社会の役に立つことそのもの、感謝されること、自己実現や交流の拡大など、

様々なものがある 3（【図表補３‐３】。 

2
 人々が地域貢献活動・社会参加活動にボランティアやサポーターとして取り組む背景には、

それぞれの人がもつ動機が誘因となって存在している。また、利己的な動機から始まった行動

が、周囲から認められる状況の下で利他的な動機に転じる場合や、その反対に、社会のために

行っていたことが自分の成長にもつながることに気が付いて、利他・利己の両者が統合されて

いく場合もある（伊藤（2016）ほか）。 

3
 ボランティア活動は、心理学的観点からは「援助行動」の一つの形態であり、「金銭的」な
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【図表補３-３】 インセンティブの種類 

 

 

（２）インセンティブと動機との関係 

このようにインセンティブには色々あるが、そもそも元となる「動機」と「イ

ンセンティブ」が密接に連関していることから、(1)個々人の価値観や(2)活動

の内容によって、有効となるインセンティブは大きく異なる。 

すなわち、通常のビジネス活動のように、「動機」部分で「利益を得たい」と

いう思いがベースとなっている場合には、「経済的インセンティブ」（利益の獲得）

が重要となるであろう。例えば、営業職にとっては、「売上の成績を挙げればボ

ーナスが増える」といった経済的インセンティブが通常有効となる。 

一方、ボランティア活動など、基本的には奉仕の精神に根差すものであれば、

むしろ、人々に感謝されることや社会自体がよくなること、といった「非経済的

インセンティブ」がより重みをもつことなる（【図表補３‐４】）。 

【図表補３－４】 動機とインセンティブとの関係（１） 

(1)経済的  儲けたい 

動機   利得を得たい 

 (1)経済的   報酬・ボーナス 

ｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞ  金銭的支援 

(2)非経済的 役立ちたい 

動機   成長したい 

 (2)非経済的  感謝・表彰 

ｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞ  自己実現・共感 

このように、インセンティブが効果的であるためには、それが、個々人の価値

観や、対象となる活動の内容に対応したものでなければならない。すなわち、地

域貢献や社会活動について、人々の活動への参加を促すためには、そもそもの意

義・目的を明確化し、的確な対象者に対して、活動の内容に即したインセンティ

もののほかに、「社会的」及び「心理的」なものがある（伊藤（2011）。  

• 金銭的メリット

• 職業上のメリット

• その他何らかの利得
(1)経済的

•【社会的な側面】

• 人や社会の役に立つ

• 社会的義務を果たす

•【心理的な側面】

• 人々からの感謝

• 自己実現、経験・成長

• 共感・交流の深化

(2)非経済的

イ

ン

セ

ン

テ

ィ

ブ 
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ブを付与することができるかどうかがカギとなろう。 

無論、上記の営業職の事例でも、例えば、クライアントから感謝されることが

仕事の励みになり、仲間との連帯意識があるから頑張れる、といったように、「経

済的インセンティブ」以外でも、積極的な行動を促す要素も当然ある。このよう

に、「動機」と「インセンティブ」との間は単純な一対一関係とはならない点は

留意すべきである（【図表補３‐５】）。 

【図表補３－５】 動機とインセンティブとの関係（２） 

(1)経済的  儲けたい 

動機   利得を得たい 

 (1)経済的   報酬・ボーナス 

ｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞ  金銭的支援 

(2)非経済的 役立ちたい 

動機   成長したい 

 (2)非経済的  感謝・表彰 

ｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞ  自己実現・共感・連帯 

３．地域貢献・社会活動に有効なインセンティブ 

（１）非経済的インセンティブ 

地域貢献・社会活動は、そもそも利他的な性格、非経済的動機が強い行動であ

ることから、インセンティブの面では、まずは、上記「(2)非経済的インセンテ

ィブ」の方を充実させていくことが有効であると考えられる。例えば、社会的な

評価と感謝の気持ちを表し、それを実感してもらうこと、あるいは自分探しや自

己実現の場を探している人が達成感を感じられるようにすることも重要となる。 

具体的な方策としては、①表彰・褒章制度、②活動内容の発表の場づくりなど

があり、また、連帯感を高める仕組みとしては、③同じ活動をしているグループ

間の交流支援、④サポーター組織づくりなどもありうるであろう（【図表補３‐

６】）。 

【図表補３－６】非経済的インセンティブの例 

①表彰・褒章制度 

②活動内容の発表の場 

③グループ間の交流 

④サポーター組織 
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（２）経済的インセンティブ 

一方、「経済的インセンティブ」も有効な部分があり、例えば、①必要経費に

対する補助や、②活動実績に応じた商品・サービスの提供といったかたちで、地

域貢献・社会活動を幅広く支援することがありうる。これらは「経済的・金銭的

な支援」ではある 4が、当該活動が意義あるものだと評価しているという「非経

済的」な意味合いをも持つものとみることも出来よう。 

さらには、③有償ボランティアとして、「感謝」の気持ちをかたちにした「謝

礼」を渡すということがある 5。但し、謝礼の色彩が強くなり過ぎると、そもそ

も利他的な性格、非経済的動機の強い行動へのインセンティブとしては逆効果

になる可能性がある点は留意する必要がある 6（【図表補３‐７】）。 

【図表補３－７】経済的インセンティブの例 

①必要経費の補助 

②活動実績に応じた商品・サービスの提供 

③謝礼（有償ボランティア） 

 

４．インセンティブからみたボランティア・ポイント制度の評価 

（１）ボランティア・ポイント制度の概要 

平成 20年代に入り、自治体ではボランティア活動へのインセンティブ付けと

して、所謂「ボランティア・ポイント制度 7」を導入する動きが目立っている。

これは、ボランティア活動者に対して、活動に応じて換金可能なポイントを付与

する仕組みであり、場合によっては公的施設の入場券などと交換することもで

きるものである。 

4  これらは「費用がかかる」というバリア（障壁）を減らすための措置とみることも出来

る。 

5
 例えば、横須賀市が 2010 年に行った「本市におけるボランティア活動に関するアンケート

調査」によれば、市民の 46％が「有償制度」を望んでおり、還元のしかたとして鉄道・バスの

乗車券を希望する人が最も多いとしている（横須賀市（2012））。 

6
 ボランティア活動を行うにあたって、心の中に「利己」「利他」の２つの動機が混在して葛

藤している場合は、謝礼を受け取ることが却って「自分（金銭）のため」が優勢となってしま

い、「困っている人のため」という動機と対立し、ボランティア活動を続けることに困難を感じ

る場合がある（伊藤（2016））。 

7
 ここでは、一般的な「ボランティア・ポイント制度」のみならず、厚生労働省が主導してい

る元気高齢者によるボランティア活動によって福祉介護を共助していく同制度も含めて論じて

いる。後者については、【BOX11】参照。 
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（２）インセンティブからみた「ボランティア・ポイント制度」の位置づけ 

現行の「ボランティア・ポイント制度」は、ボランティア活動をする人にとっ

て励みになる 8という「(2)非経済的インセンティブ」の性格も一部有している

あるものの、活動をした人に対して金銭的に換算できるポイントを与えること

を基本としていることから、「(1)経済的インセンティブ」を主たる要素としたも

のとなっている 9といえる（【図表補３‐８】）。 

【図表補３－８】 現行のボランティア・ポイント制度の性格 

(1)経済的  儲けたい 

動機   利得を得たい 

 (1)経済的   報酬・ボーナス 

ｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞ  金銭的支援 

(2)非経済的 役立ちたい 

動機   成長したい 

 (2)非経済的  感謝・表彰 

ｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞ  自己実現・共感・連帯 

現状の運営状況についてみると、こうした「(1)経済的インセンティブ」に軸

足を置いていることもあってか、「ボランティア・ポイント制度」は必ずしも参

加者を増やす意味で十分な効果を発揮しているとはいえない 10。 

そもそも地域貢献・社会活動を行うことが「(2)非経済的動機」に基づくこと

を勘案すると、前述の通り、同じ「ボランティア・ポイント制度」であったとし

ても、「(2)非経済的インセンティブ」――感謝・表彰、あるいは共感・連帯とい

った要素――に力点を置いて運営した方がより効果的になると考えられる 11

（【図表補３‐９】）。 

8
 東京都稲城市が行ったアンケート調査では、同市のボランティア・ポイント制度の初年度登

録者の 51％が「活動で張り合いが出た」と回答している（前掲、横須賀市（2012））。 

9
 このほか、交通費などを支給する側面からは、費用面でのバリアを低くする効果もあるとい

える。 

10
 「ポイント還元」を目的にボランティア活動を始めようという人はいないので、参加者の裾

野を拡大する行政施策としての有効性は低い（日本ボランティア・コーディネーター協会・後

藤麻理子事務局長）。 

現場からは、「ボランティア活動というものは、ポイントやお金といった経済的インセンティ

ブによってではなく、ボランティア活動を「自分事」として捉えてもらえるようにならないと

定着していかない」、「自発的にボランティアに取り組もうとする人は、ポイントなどがつかな

くても参加する一方、関心のない人は、ポイントがつくことくらいでは全然動かない」という

声が聞かれている。 

11
  仮にポイント制度を導入するとしても、これらは（金銭的な）「報酬」ではなく、「地域と

のつながりを作るためのツール」として考えるべき（立教大学・萩原なつ子教授）。 
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【図表補３－９】 目指すべきボランティア・ポイント制度の性格 

(1)経済的  儲けたい 

動機   利得を得たい 

 (1)経済的   報酬・ボーナス 

ｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞ  金銭的支援 

(2)非経済的 役立ちたい 

動機   成長したい 

 (2)非経済的  感謝・表彰 

ｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞ  自己実現・共感・連帯 

例えば、①ボランティア・ポイントがたまった人を対象に積極的に表彰を行う

ことや、②カードを利用し、登録者をサポータークラブなどの形で運用すること

によって仲間を増やしながら活動に参加する形を作り、参加者の連帯感を高め

るといった方策が考えられよう。 

▼チームを組んで競う「健康ポイント制度」の導入（(株)ローソン） 

ローソンでは、社員向けに「ヘルスケア・ポイント」を導入したが、個々人

が自主的に参加するスタイルでは、もともと健康意識の高い社員の方が参加

率が高いという結果になった。健康意識の低い社員も含めて全社で健康への

意識づけをするため、「チームを組んで、健康スコアや歩数を他チームと競う」

要素も取り入れたところ、社員が熱心に取り組むようになり、健康関連の数値

も改善した。 

また、学生を対象にボランティアを行った実績を大学の単位として認定した

り、就職活動などに活用したりすることができる仕組みなども検討に値する 12。 

あるいは、現役サラリーマンやリタイア予備軍などについても、ボランティア

で得られた技能などをスキルとして登録し、次の社会貢献に活用する仕組みが

ありうる。 

さらに、たまったポイントを自分のための商品と交換できるかたちにはしな

いで、社会活動をしている団体等に寄付するポイントとしてのみ使えるといっ

た方策 13によって、同じ報酬でも、「(2)非経済的インセンティブ」の色彩の強い

ものにすることで、より「(2)非経済的動機」にみあったものとすることが出来

12
 若者の間では、リーダーシップを学んだり、社会の仕組みを体験したりすることが自分自

身の就職という経済的なメリットになるということが意識されている（横須賀市（2012））。こ

うした点からは、若者が様々な地域貢献・社会活動に参加するにあたっては、「経済的動機」が

あり、それに応じて「職業上のメリット」という「経済的インセンティブ」がある、とみるこ

とも出来る。 

13
 県内自治体におけるボランティア・ポイント制度の一部では、ポイントを地域の団体等に

寄附も出来るようにしている（【BOX11】参照）。 
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ると考えられる。 

▼ボランティア団体等への寄付（認定 NPO法人さわやか青少年センター） 

さわやか青少年センター（SSC）では、「ふれあいボランティア・パスポート（FVP）」

を子供たちに提供している。この取組みは、子供たちが、FVPにボランティア体験

学習の感想を書いて、応援したい社会貢献団体をリストから選んで SSC に提出す

ると、SSCが当該団体に寄附（企業・団体・個人から SSCに寄せられた寄附金の一

部を、子供たちの希望に応じて寄附）するというもので、現在、全国で５万人弱の

児童・生徒（159校・8団体）が参加している。 

この取組みでは「ポイント制」にはしていないが、子供たちにとっては、ボラ

ンティア活動への気付きとなり、その後の自主的な活動につながるきっかけとな

っている。 
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【BOX10】 地域貢献・社会活動への参加を阻害する要因 

人々の地域貢献・社会活動に踏み出そうとした場合の妨げになる要因（バ

リア）はいくつかあるが、典型的には、①時間の不足（仕事などで多忙のた

めに時間がない）、②情報の不足（どんな活動がなされているのか、自分の

やりたい活動があるのかどうかわからない）、③費用（交通費やその他活動

費など、金銭的負担がある）、④労力（活動するための手間暇がかかる）、⑤

心理的負担（知らない人たちと交わったり、慣れないことを始めたりするこ

とは億劫）、といったことがあげられる 14（【図表 BOX10－１】）。 

【図表 BOX10－１】地域貢献・社会活動を妨げる主な要因 

①時間 （日々の生活が忙しい） 

②情報 （どんな活動があるか分からない） 

③費用 （金銭的負担が大きい） 

④労力 （手間暇がかかる） 

⑤心理 （新たなことを始めるのは大変） 

 

したがって、バリアの軽減策としては、それぞれの要因に応じて、①「働

き方改革」等による長時間労働の削減、②人々のニーズにあった的確な情報

の提供、③交通費等の補助による金銭的な負担の軽減、④スキル面の不安な

どに対する適切な事前の情報提供や指導、⑤初めての人でも参加しやすい仕

組み作りなど、さまざまな方法が想定される。 
  

【BOX11】高齢者の介護支援を目的とした「ボランティア・ポイント制度」 

厚生労働省では、高齢者の介護支援を主たる目的として、元気な高齢者に

対して、介護を必要とする高齢者のために施設内外で活動してもらうための

仕組みとして、「ボランティア・ポイント制度」を活用しており、県内で

は、13市町村で導入されている（2017年現在）。 

その根拠や狙いは、主に以下の３点とされている。 

(1)元気な高齢者にとって、ポイントを貯めることが活動の励みになる 15。 

14 例えば、内閣府（2015）。地域貢献・社会活動を妨げる主な要因に関するアンケート結果に

ついては、例えば、当センター報告書『「人生 100歳時代」にふさわしい地域社会の構築に向け

て』の図表Ⅰ-18参照。 

15
 ポイントの付与は、「経済的インセンティブ」であるとともに、活動を認知されているとい

う象徴的な意味合いからは「非経済的インセンティブ」の性格も有していると解釈することが

出来る。 
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(2)ボランティア活動への参加のきっかけになる。 

(3)交通費等の実費相当分を補充し、経済面の障害を取り除く。 

県内自治体における同制度の概要は次のとおり（【図表 BOX11-１】）。 

【図表 BOX11－１】高齢者福祉介護向け「ボランティア・ポイント制度」の仕組み 

 

（出所）神奈川県・横浜市 HP等（一部改変） 

①ボランティア活動への参加者に対し、換金、入場券・招待券などと交換

可能なポイントを付与。 

②ポイントは、１回当り 100円相当（最大 200円）付与するものが多い。 

③活動場所は、特養、老健施設、認知症グループホーム、ケアハウスなど

の高齢者福祉介護施設内が中心。 

④一部事業では、蓄積されたポイントは寄付にも利用可能。 

⑤ポイント管理は手帳、カードへのスタンプ押印が殆ど（横浜市では IC

カードを利用）。 
 

ボランティア

ボランティアの活動場所
（受入施設）

・ 介護施設
・ 障害者施設
・ 地域ケア・デイサービス
など

管理機関

事業実施者
（地方公共団体）

協賛団体・企業
活動実施

ポイントの付与

ポイントの通知

業務の委託

物品の発送
サービスの提供

ボランティアの登録
ポイントの管理
換金・入金等業務
など

協賛活動
商品・サービスの提供

ポイント交換・使用申請

物品交換情報提供

換金などの通知
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（おわりに） 

  『人生 100歳時代』には、我々一人ひとりが「自分自身が、長い人生をど

のように生きるか設計していく」という意識をより強くもつことが重要で

ある。それとともに、そうした一人ひとりの思いを実現しやすい社会環境

を整備していく必要がある。本論でみた「学ぶ」「働く」「地域」の３領域

に限っても、対処すべき課題は有機的に繋がっており、単独の主体だけで

全てを解決できるものはない。 

こうしたことから、住民・企業・団体・行政などの関係主体としては、社

会システムを「全体として」どのような方向に作り直していくかについて、

ある程度の共通認識を持ちながら、それぞれの出来る範囲で、目の前の課題

を同時並行的に改善・解決していくことが重要となろう。 
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（参考１）学び直しの機会の提供にかかる取組状況一覧（県内市町村）

事業名等

横 浜 市 ○ ○ ○ ○
【その他、ｼﾆｱ】横浜シニア大学 （横浜市老人クラブ連合会）
【その他】各区「市民活動・生涯学習支援センター」主催講座等

川 崎 市 ○ ○ ○ ○ ○
【地域】かわさき市民アカデミー　　 （地域協働講座）
【その他、ｼﾆｱ】川崎市生涯学習財団　（シニア向け養成講座）
【その他】教育文化会館、各区「市民館」主催講座等

相 模 原 市 ○ ○ ○ ○ ○

【地域】さがみはら地域づくり大学
【その他、ｼﾆｱ】あじさい大学
【その他】市民大学 （相模原・町田大学地域コンソーシアムへ委託）
【その他、ｼﾆｱ】高齢者学級 （公民館）

横 須 賀 市 ○ ○ 【その他】横須賀市市民大学 （まなびポイント制度）

平 塚 市 ○ ○ ○ ○
【地域】ひらつか地域づくり市民大学
【その他、ｼﾆｱ】高齢者学級 （公民館）

鎌 倉 市 ○ ○

藤 沢 市 ○ ○
【その他】生涯学習大学
【その他】藤沢市生涯学習出張講座「こんにちは！藤沢塾です」（講師：市職員）

小 田 原 市 ○ ○
【その他】キャンパスおだわら
【その他】きらめき出前講座 （講師：市職員）

茅 ヶ 崎 市 ○ ○
【その他】ちがさき市民大学
【その他】市民まなび講座 （講師：市職員）
【その他】市民大楽

逗 子 市 ○ ○ ○ ○
【地域】市民活動ススメ講座
【その他】ずし楽習塾 （公設民営事業、ずし楽習塾推進の会が運営）

三 浦 市 ○ ○

秦 野 市 ○ ○ ○
【その他、ｼﾆｱ】広畑ふれあい塾 （受講者40歳以上）
【その他】市民大学＜専門学習塾＞　 （講師：東海大学教授、准教授）

厚 木 市 ○ ○ ○
【その他】あつぎ協働大学 （厚木市、市内５大学・市内企業との協働）
【その他】輝き厚木塾
【その他】厚木市生涯学習出前講座　 （講師：市職員）

大 和 市 ○ ○ ○
【その他、ｼﾆｱ】のぎく大学
【その他】やまと市民大学
【その他】やまと生涯学習出前講座「どこでも講座」（講師：市職員）

伊 勢 原 市 ○ ○ 【その他】いせはら市民大学

事業主体

その他活
動

地域活動
向け

特にｼﾆｱ
層に機会
を用意

その他の
主体が実
施

市町村が
直接事業
を実施

事業の種類
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事業名等

事業主体

その他活
動

地域活動
向け

特にｼﾆｱ
層に機会
を用意

その他の
主体が実
施

市町村が
直接事業
を実施

事業の種類

海 老 名 市 ○ ○

座 間 市 ○ ○ ○
【その他】市民大学 （相模原・町田大学地域コンソーシアムへ委託）
【その他】ざま生涯学習宅配便 （講師：市職員）

南 足 柄 市 ○ ○ ○
【その他、ｼﾆｱ】老人大学
【その他】生涯学習出前講座 （講師：市職員）

綾 瀬 市 ○ ○ 【その他】生涯学習お届けバラ講座　（講師：市職員）

葉 山 町 ○ ○ ○ 【その他】葉山町民大学 （関東学院大学との提携講座）

寒 川 町 ○ ○ 【その他】さむかわ町民大学

大 磯 町 ○ ○ 【その他】職員出前講座

二 宮 町 ○ ○ 【その他】にのみや町民大学

中 井 町 ○ ○ 【その他」なっ！！得出前講座 （講師：町職員）

大 井 町 ○ ○ 【その他】おおい出前講座 （講師：町職員）

松 田 町 ○ ○ 【その他】町民大学

山 北 町 ○ ○

開 成 町 ○ ○ 【その他】あじさい講座 （講師：町職員、町社会福祉協議会職員）

箱 根 町 ○ ○ 【その他】自治学習出張講座 （講師：町職員）

真 鶴 町 ○ ○

湯 河 原 町 ○ ○
【その他】湯河原町民大学
【その他】四季彩のまち出前講座　　（講師：町職員）

愛 川 町 ○ ○ ○
【その他、ｼﾆｱ】寿大学
【その他】町民大学教養講座
【その他】あいかわ出前講座 （講師：町職員）

清 川 村 ○ ○ 【その他】せせらぎ大学（村づくり勉強会）

※ 各市町村等のホームページを参考に作成2



大規模 中規模 小規模 なし

100～ 10～99 1～9 －

1 東海大学   ● 102 ● ● ● 21,595

2 神奈川大学  ● 246 ● 〇 ● 〇 ● 17,929

3 慶應義塾大学 ● 252(※) 〇 ● ● 17,004 (※)慶應外語など県外キャンパスも含む（概数）

4 専修大学   ● 45 〇 ● ● (※) 14,260 (※)神田キャンパスで二部開講

5 関東学院大学 ● 65 ● ● 〇 〇 10,725

6 横浜国立大学 ● 20 ● ● ● ● 〇 7,433

7 日本大学   ● 4 〇 ● (※) ● 7,192 (※)法学部(東京都千代田区)で二部開講

8 明治学院大学 ● 1 ● ● 6,753

9 日本体育大学 ● 10 ● ● ● 6,633

10 明治大学   ● 461(※a) 〇(※b) ● ● 6,518
(※a)リバティアカデミー(県外キャンパス)を含む
(※b)商学研究科で60歳以上を対象とした「シニア入試」制
度あり

11 神奈川工科大学 ● 96 〇 〇 ● 5,057

12 北里大学   ● 3 ● ● 〇 4,501

13 横浜市立大学 ● 138 ● ● 〇 〇 4,152

14 青山学院大学 ● 3 〇 ● 〇 4,073

15 文教大学 ● 50 ● ● ● 3,627

16 相模女子大学 ● 31 ● ●(※) ● 3,001 (※)「学びのパスポート」制度あり

17 麻布大学   ● 5 ● ● ● 〇 2,598

18 フェリス女学院大学 ● 188 ● ● 〇 〇 2,568

19 東京農業大学 ● 12 ● ● 〇 2,533

20 鎌倉女子大学 ● 38 ● ● 2,443

21 東洋英和女学院大学 ● 157 ● ● 2,367

22 横浜薬科大学 ● 3 ● ● 2,283

23 桐蔭横浜大学 ● 99 ● ● 〇 2,257

24 湘南工科大学 ● 1 ● ●(※) ● 2,184 (※)「アカデミックパス」制度あり

25 鶴見大学   ● 198 ● 〇 ● 〇 2,129

26 日本女子大学 ● - ● ● ● 〇 ● 1,999

27 洗足学園音楽大学 ● - ● ● ● 1,826

28 東京工芸大学 ● 13 ● 〇 ● 1,723

29 女子美術大学 ● 9 ● 1,659

30 東京都市大学 ● 1 ● ● 1,572

31 産業能率大学   ● - ● ● ● 1,520 60歳以上を対象とした「シニア奨学金」制度あり

32 國學院大學  ● 14 (※) 1,402 (※)神道文化部(渋谷キャンパス)で昼夜開講制度あり

33 田園調布学園大学 ● 1 〇 ● ● 〇 〇 1,168

34 昭和音楽大学 ● 23 ● ● 1,159

35 横浜商科大学 ● 6 ● ● ● 1,157

公開講座（県内キャンパスでの開催講座）

科目等
履修生
制度

昼夜開
講制度

長期履
修学生
制度

通信
課程

講座数
(H28当初実施

予定数)
(※1)

（参考２）社会人教育の取組状況一覧（県内大学）

（参考）
県内キャンパ
スに通う学部

生の数

大学
（県内キャンパスに
通う学部生の数：
10,000以上）

同
（5,000以上、
10,000未満）

同
（2,000以上、
5,000未満）

同
（1,000以上、
2,000未満）

大学名 備考

生涯学習関連制度(※2)

規模 社会人
特別選
抜入試
制度

聴講生
制度
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大規模 中規模 小規模 なし

100～ 10～99 1～9 －

公開講座（県内キャンパスでの開催講座）

科目等
履修生
制度

昼夜開
講制度

長期履
修学生
制度

通信
課程

講座数
(H28当初実施

予定数)
(※1)

（参考）
県内キャンパ
スに通う学部

生の数

大学名 備考

生涯学習関連制度(※2)

規模 社会人
特別選
抜入試
制度

聴講生
制度

36 県立保健福祉大学 ● 23 ● ● 〇 〇 975

37 聖マリアンナ医科大学 ● 45 〇 700

38 国際医療福祉大学 ● 1 ● ● ● 673

39 昭和大学   ● 2 〇 〇 660

40 神奈川歯科大学 ● 3 〇 〇 〇 〇 639

41 松蔭大学   ● 5 ●(※) ● ● 621 (※)50歳以上を対象とした「シニア学生」制度あり

42 横浜創英大学 ● 4 〇 ● 〇 〇 621

43 多摩大学 ● 8 ● ● 596

44 横浜美術大学 ● 49 ● ● ● 523

45 日本映画大学 ● 3 ● ● 426

46 湘南医療大学 ● 5 348

47 東京工業大学 ● - 〇 ● 329

48 桜美林大学 ● 220 ● ● ● 〇 114

49 東京藝術大学 ● - 0

50 放送大学 ● - ● ● -

51 星槎大学 ● 25 ● ● ● -

52 八洲学園大学 ● 100 ● ● ● - 50歳以上を対象とした授業料の「シニア割引」制度あり

(1) 湘北短期大学 ● 5 ● 1,018

(2) 鶴見大学短期大学部 ● - ● ● 911

(3) 洗足こども短期大学 ● - ● ● ● 639

(4) 和泉短期大学 ● 3 ● ● ● 593

(5) 神奈川歯科大学短期大学部 ● 4 ● ● 557

(6) 鎌倉女子大学短期大学部 ● - ● ● 518

(7) 上智大学短期大学部 ● 22 ● ● ● 503

(8) 小田原短期大学 ● 3 ● ● ● ● 403

(9) 横浜女子短期大学 ● - ● ● 393

(10) 東海大学医療技術短期大学 ● 2 ● ● 265

(11) 相模女子大学短期大学部 ● - ● ● ● 257

(12) 川崎市立看護短期大学 ● 2 ● ● ● 240

(13) 昭和音楽大学短期大学部 ● 23 ● ● 223

(14) 聖セシリア女子短期大学 ● 4 ● ● 151

(15) カリタス女子短期大学 ● 1 - H27年度より学生募集停止

{1} 情報セキュリティ大学院大学 ● - ● ● ● -

{2} 総合研究大学院大学 ● - ● ● ● ● -

同
（1,000未満）

・
通信制大学

大学院大学

短期大学

公開講座、生涯学習関連制度については「平成28年度 神奈川の大学における生涯学習関連事業実施状況調査結果」（神奈川県立図書館が実施）をもとに作成。

本部が県外にある大学については、県内にある学部・学科・研究科での状況を対象としている（通信制を除く）。

（※1）短期大学の公開講座数には、大学と併設で同内容の場合は含んでいない。

（※2）一部の学部・学科・研究科で実施している場合を含む。〇は大学院のみで実施していることを示す。

県内キャンパスに通う学部生の数は、平成28年5月現在の学生数（各大学ホームページ）をもとに県内にある学部・学科の学生数の概数を掲載（県外キャンパスと行き来している場合も含む）。

通信制大学以外は通信学生を除いた数を掲載。
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（参考３）就労支援（マッチング）の取組状況一覧（県内市町村）

事業名等

横 浜 市 ○ ○ ○ ○
【相談、ｼﾆｱ】生きがい就労支援スポット（金沢区にモデル設置）
【相談、ｼﾆｱ】人材活用ネットワーク（協同組合横浜マーチャンダイジングセンター、市シルバー人材センター、横浜市）

川 崎 市 ○ ○ ○ ○ 【相談、一部ｼﾆｱ】就業マッチング→川崎市就業支援室「キャリアサポートかわさき」

相 模 原 市 ○ ○ 【ｼﾆｱ】いきいきシニア応援サイト→サイト上でシルバー人材センターを紹介

横 須 賀 市 ○ ○ 横須賀求職ポータルサイト（求職：横須賀市シルバー人材センター、相談：40歳以上の中高年は県ジョブスタを紹介）

平 塚 市 ○

鎌 倉 市 ○

藤 沢 市 ○ ○ ○ ○ 【相談、ｼﾆｱ】藤沢市生きがい福祉センター

小 田 原 市 ○ ○ ○ ○ ○
【人材ﾊﾞﾝｸ、ｼﾆｱ】シニアバンク
【相談、ｼﾆｱ】セカンドライフ応援セミナー

茅 ヶ 崎 市 ○ ○ ○ ○ 【相談、ｼﾆｱ】生涯現役応援窓口

逗 子 市 ― （県シニアジョブスタイルかながわを紹介）

三 浦 市 ○ △ ○ 【相談、ｼﾆｱ】高年齢者出張職業相談　（具体的な相談事務は、ハローワーク職員が対応）

秦 野 市 ○ ○ ○ ○ 【相談、ｼﾆｱ】高齢者職業相談事業（秦野市ふるさとハローワーク）

厚 木 市 ○

大 和 市 ○

伊 勢 原 市 ○

海 老 名 市 ○

座 間 市 ○ ○ ○ 【相談、ｼﾆｱ】座間市立生きがいセンター（シルバー人材センターが運営）

南 足 柄 市 ○

綾 瀬 市 ○ ○ ○ ○ 【相談、ｼﾆｱ】シニア就労支援窓口（高齢者就業機会拡大事業）（シルバー人材センター、ハローワークと連携）

葉 山 町 ○

寒 川 町 ○

大 磯 町 ○

二 宮 町 ○

中 井 町 ○

大 井 町 ○

松 田 町 ○

山 北 町 ○

開 成 町 ○

箱 根 町 ○

真 鶴 町 ○

湯 河 原 町 ○

愛 川 町 ○

清 川 村 ○

※ 各市町村等のホームページを参考に作成　

事業推進主体 事業の種類

人材ﾊﾞ
ﾝｸを設
置

相談
窓口
を設
置

特にｼﾆ
ｱ層が
担う仕
事等を
用意

域内にｼ
ﾙﾊﾞｰｾﾝ
ﾀｰあり

市町村
が直接
事業を
実施
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（参考４）ボランティア活動の支援の取組状況一覧（県内市町村）

人材ﾊﾞﾝ
ｸを設置

相談窓
口を設
置

その他
ﾎｰﾑﾍﾟｰ
ｼﾞ等

多様な
活動対
象

介護保
険関係
のみ

マッチング事業の具体例 ポイント制導入の具体例

横 浜 市 ○ ○ ○ ○ ○
【相談、ｼﾆｱ】生きがい就労支援スポット
    　　（金沢区にモデル設置）
【相談】横浜市市民活動支援センター

【介護、ｼﾆｱ】よこはまシニアボランティア
　　    ポイント事業

川 崎 市 ○ ○ ○

【相談】かわさき市民活動センター※

【その他】かわさき市民活動ポータルサイト

　　　　「応援ナビかわさき」※

  （※ 公益財団法人かわさき市民活動センターが運営）

相模原市 ○ ○ ○ ○ ○
【人材ﾊﾞﾝｸ】いるかバンク
【人材ﾊﾞﾝｸ】さがみはら市民活動人材ネット
　　　　「たすかるバンク」

【介護、ｼﾆｱ】さがみはら・ふれあいハート
　　　　ポイント事業

横須賀市 ○ ○ ○ ○ 【相談】横須賀市立市民活動サポートセンター 【多様】市民公益活動ポイント制度

平 塚 市 ○ ○ ○ ○ ○ ○
【相談】ひらつか市民活動センター
【人材ﾊﾞﾝｸ】知恵袋バンク(公民館)

【介護、ｼﾆｱ】ひらつか元気応援ポイント

鎌 倉 市 ○ ○ ○
【相談】地域福祉相談室
【相談】鎌倉市市民活動センター (公設市民
　　　　運営)

藤 沢 市 ○ ○ ○ ○ ○
【人材ﾊﾞﾝｸ】藤沢市生涯学習人材バンク「湘南
　　　　ふじさわ学びネット」

【介護、ｼﾆｱ】いきいきパートナー事業

小田原市 ○ ○ ○ ○ ○ ○
【人材ﾊﾞﾝｸ、ｼﾆｱ】シニア・バンク
【人材ﾊﾞﾝｸ】キャンパスおだわら人材バンク
【相談】おだわら市民交流センター

【介護、ｼﾆｱ】アクティブシニア応援ポイント
　　　　事業

茅ヶ崎市 ○ ○ ○ ○

【相談、ｼﾆｱ】生涯現役応援窓口
【相談】ちがさき市民活動サポートセンター
　　　（認定特定非営利活動法人NPOサポート
　　　　ちがさきが管理運営）

逗 子 市 ○ ○ ○ ○
【その他】逗子市市民活動・生涯学習情報サイト
　　　　「ナニスル」

【多様】社会参加・市民活動ポイントシステ
　　　　ム「Zen」

三 浦 市 ○ ○ ○ ○ 【相談】三浦市ボランティア登録 【多様】市民活動促進ポイント事業

秦 野 市 ○

厚 木 市 ○ ○ ○ ○ ○ ○
【相談】ボランティア相談
【その他】マイタウンクラブ（ポータルサイト）

【介護、ｼﾆｱ】厚木市いきいきサポーター
　　　　ポイント事業

大 和 市 ○ ○ ○ ○ ○ ○
【相談】やまとボランティア総合案内所
【人材ﾊﾞﾝｸ】学校支援ボランティア
【人材ﾊﾞﾝｸ】やまと生涯学習ねっとわぁく

【介護、ｼﾆｱ】介護予防ポイント事業

ﾎﾟｲﾝﾄ制導入

事業推進主体

特にｼﾆｱ
層に向け
た事業と
して用意

域内に
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ
ｾﾝﾀｰあ
り

市町村
が直接
事業を
実施

ﾏｯﾁﾝｸﾞの実施

事業の種類
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人材ﾊﾞﾝ
ｸを設置

相談窓
口を設
置

その他
ﾎｰﾑﾍﾟｰ
ｼﾞ等

多様な
活動対
象

介護保
険関係
のみ

マッチング事業の具体例 ポイント制導入の具体例

ﾎﾟｲﾝﾄ制導入

事業推進主体

特にｼﾆｱ
層に向け
た事業と
して用意

域内に
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ
ｾﾝﾀｰあ
り

市町村
が直接
事業を
実施

ﾏｯﾁﾝｸﾞの実施

事業の種類

伊勢原市 ○

海老名市 ○ ○ ○ ○ ○
【相談】ボランティア相談（えびな市民活動

センター・ビナレッジ）
【介護、ｼﾆｱ】えびな元気お裾分けクラブ

座 間 市 ○ ○ ○ ○
【相談、その他】座間市民活動サポートセンター

　情報サイト「ざまっと」

南足柄市 ○ ○ 【人材ﾊﾞﾝｸ】市民活動ガイドブック（冊子）

綾 瀬 市 ○ ○ 【その他】市民活動センターあやせ（HP）

葉 山 町 ○ ○ 【その他】市民活動ガイドブック（冊子）

寒 川 町 ○ ○ ○ ○ ○
【その他】寒川町町民ボランティア団体等登

 　録制度（広報、情報交換機会提供等）
【介護、ｼﾆｱ】寒川町シニアげんきポイント

事業

大 磯 町 ○ ○ ○ ○ ○ 【その他】活動団体登録（HP） 【介護、ｼﾆｱ】大磯はつらつサポーター事業

二 宮 町 ○ ○ 【その他】身近な余暇ガイド（HP、冊子）

中 井 町 ○ ○ ○ 【人材ﾊﾞﾝｸ】まちづくりパートナー制度

大 井 町 ○

松 田 町 ○ ○ ○ ○
【介護、ｼﾆｱ】松田町介護支援ボランティア

ポイント事業

山 北 町 ○ ○ ○ ○
【介護、ｼﾆｱ】山北町ボランティアポイント

事業

開 成 町 ○ ○ ○ 【人材ﾊﾞﾝｸ】人材バンク登録制度

箱 根 町 ○ ○
【その他】町民参加による協働のまちづくり

（一覧をHPに掲載)

真 鶴 町 ○

湯河原町 ○

愛 川 町 ○ ○ ○ ○ ○ 【人材ﾊﾞﾝｸ】生涯学習人材バンク 【介護、ｼﾆｱ】愛川・ささえあいポイント事業

清 川 村 ○

※ 各市町村等のホームページを参考に作成

7



 

事例集（１）学び直し 

 

① 現役世代：（１）若い一般学生と一緒に学ぶプログラム 

① 現役世代：（２）社会人のブラッシュ・アップ用プログラム 

① 現役世代：（３）起業・再就職向けのプログラム 

② 高 齢 者 ：（４）地域貢献に役立つ内容を学ぶ・仲間づくりの場として 

学ぶプログラム等 

② 高 齢 者 ：（５）新たな仕事に就きやすい内容を学ぶプログラム等 

② 高 齢 者 ： その他（一般教養を深めるプログラム等） 



学び直し・個別事例一覧

　　主な対象 院 　学部  その他  場所

大
学

企
業

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人

自
治
体

　
働
く
学
生

　
若
手
起
業
等
支
援

(1)
(2)
(3)
現
役
・
学
び
直
し

(4)

　
高
齢
者
・
学
び
＆
地
域

(4)

　
高
齢
者
・
学
び
＆
仲
間

(5)

　
高
齢
者
・
学
び
＆
働
く

他

高
齢
者
・
教
養

M
B
A
・
そ
の
他

社
会
人
入
学
・
単
位
認
定

二
部
・
夜
間

通
信
制

本
格
的
授
業

公
開
講
座
・
継
続
的

公
開
講
座
・
単
発
的

県
内

県
外

海
外

① （1） 1 イブニングコース 東洋大学 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

① （1） 2 第二部 東京電機大学・工学部 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

① （1） 3 第二部 日本大学・法学部 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

① （1） 4 第二部 東京理科大学・理学部・工学部 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

① （2） 5 キャリアアップMOTプログラム（CUMOT) 東京工業大学 ◎ ◎ ◎ ◎

① （2） 6 ｴｸﾞｾﾞｸﾃｨﾌﾞ・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ・ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ（EMP) 東京大学 ◎ ◎ ◎ ◎

① （3） 7 社会起業大学 社会起業大学 ◎ ◎ ◎ △ ◎ ◎

① （3） 8 リカレント教育課程 日本女子大学 ◎ ◎ △ ◎ ◎

② （4） 9 セカンドステージ大学 立教大学 ◎ ◎ ○ ◎ ◎

② （4） 10 ﾁｬﾚﾝｼﾞ･ｺﾐｭﾆﾃｨ大学 東京都港区、明治学院大学 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

② （4） 11 なかの生涯学習大学 東京都中野区 ◎ ◎ ○ ◎ ◎

② （4） 12 江戸川総合人生大学 東京都江戸川区 ◎ ◎ ○ ◎ ◎

② （4） 13 すぎなみ地域大学 東京都杉並区 ◎ ◎ ○ ◎ ◎

② （4） 14 兵庫県いなみ野学園 兵庫県生きがい創造協会 ◎ ◎ ○ ◎ ◎

② （4） 15 明寿大学 前橋市 ◎ ◎ ○ ◎ ◎

② （4） 16 大阪府高齢者大学校 大阪府高齢者大学校 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

② （4） 17 奈良フェニックス大学 奈良フェニックス大学運営委員会 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

② （4） 18 あじさい大学 相模原市 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

② （4） 19 シニアユニバーシティ さいたま市 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

② （4） 20 千葉県生涯大学校 千葉県 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

② （4） 21 三鷹ネットワーク大学 三鷹ネットワーク大学推進機構 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

② （4） 22 シブヤ大学 シブヤ大学 ◎ ◎ ◎ △ ◎

② （4） 23 くるるセミナー 東京大学・柏市、岐阜大学・十六銀行 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ △ ◎

② （4） 25 グリーンアカデミー 東京農業大学 ◎ ◎ △ ◎ ◎

② （4） 27 カルチャー・レストラン 日本コスモトピア ◎ ◎ ○ ◎
② （4） 28 岸和田サテライト 和歌山大学、岸和田市 ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎
② （4） 29 生涯大学 世田谷区 ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ◎
② （4） 30 市民大学 世田谷区 ◎ △ ◎ ○ ◎ ◎ ◎ ◎
② （4） 39 KSｿｰｼｬﾙ･ﾋﾞｼﾞﾈｽ･ｱｶﾃﾞﾐｰ 川崎市、専修大学大学院 ◎ ◎ △ ◎ △ ◎ ◎
② （4） 41 生涯現役夢追塾 北九州市 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

② （5） 31 シニア世代僧侶育成プログラム 正眼短期大学 ◎ ◎ ◎ ◎
② （5） 33 シニア研究生・シニア大学院生 東京経済大学・大学院 ◎ △ ◎ ◎ ◎

② 他 24 オープンカレッジ 早稲田大学エクステンションセンター ◎ △ ◎ ◎ ○ ◎
② 他 36 リバティー・アカデミー 明治大学リバティー・アカデミー ◎ △ ◎ ◎ ○ ◎
② 他 34 シニア専修コース 園田学園女子大学 ◎ ◎ ◎ ◎
② 他 32 シニア入試 明治大学・大学院商学研究科 ◎ ◎ ◎ ◎
② 他 35 フェニックス方式（AO入試） 広島大学 ◎ ◎ ◎ ◎
② 他 37 まなびのパスポート 相模女子大学 ◎ △ ◎ ◎ ◎
② 他 38 さがまちｺﾝｿｰｼｱﾑ（さがまちｶﾚｯｼﾞ） 相模町田の大学・NPO・企業・自治体等 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
② 他 40 アカデミックパス 湘南工科大学 ◎ ◎ ◎ ◎

類
型

整
理
番
号

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ名等 運営主体



学び直し／現役／国内／大学 

Ａ―１ イブニングコース／東洋大学 

概

要 

 東洋大学は、日本で最大規模の夜間部（イブニングコース）を設置、授業料を低

く抑え、大学独自の奨学金などのサポート体制も配備している。 

○ ６学部９学科、定員総数約 800 人と幅広い学びを提供。第一部（昼間部）と同

じ教員が担当するなど教育の質を確保する体制を整備。 

○ キャリア形成支援プログラムや進路ガイダンス、学生相談室などの支援も第一

部と同様に整備。 

基

本

情

報 

実施主体 東洋大学 

協力機関 ― 

関連する計画等 ― 

対象地域 国内 

対象者 大学入学資格を有する者（主に社会人） 

実施期間 講義は月～土曜日の18:10から90分が２時限 

内

容 

目標/ねらい 「余資なく、優暇なき者」のためにという考えのもと、学びた

い意欲を持つ人のために学びの門戸を広げる。 

成果・課題 平成28年３月卒業生の就職率は93.3％ 

特徴 ・受講場所は利便性を鑑み全ての学部学科が白山キャンパス。

図書館は22時まで開放。 

・学費は「働きながら学ぶ」ことを考慮して第一部の約６割

（初年度第一部が116万円に対して71.5万円）。成績優秀者や

経済的就学困難者を対象にした大学独自の奨学金制度や、金

融機関との提携による教育ローンを整備。 

・「独立自活」支援推薦入試として、日中は白山キャンパス内

の大学事務局等で働きイブニングコースで学ぶことを前提と

した入試も実施（各学科１名計９名募集）。 

・「他学部開放科目」を設け、他学部の専門科目を履修し取得

した単位は卒業単位として認定。 

・イブニングコース内の他学部他学科や第一部への転部といっ

た「転部転科制度」も設置。 

・社会人特別選抜入試や社会人編入学・転入学試験もあり。 

・４年間修了後には卒業証書が授与され学士の称号を得る（証

書には「第二部」は記載されない）。 

参

考 

http://www.toyo.ac.jp/nyushi/undergraduate/evening/ 
http://www.toyo.ac.jp/nyushi/visitor/working-people/needs/evening/ 

 

  

http://www.toyo.ac.jp/nyushi/undergraduate/evening/
http://www.toyo.ac.jp/nyushi/visitor/working-people/needs/evening/


学び直し／現役／国内／大学 

Ａ―２ 第二部／東京電機大学工学部 

概

要 

 東京電機大学工学部では、一人ひとりのライフスタイルに対応できるカリキュラ

ムを提供する第二部（夜間部）を設置している。 

○ 工学部（昼間部）の教授陣が授業を担当、主要科目など内容もほぼ同様で基礎

から応用まで多数の科目を提供。社会人コースも設置。 

○ 平日５～７時限目を受講する「週５日制」や、平日６～７時限目と土曜日昼間

を受講する「土曜日併用制」の時間割編成が選択可能。 

基

本

情

報 

実施主体 東京電機大学工学部 

協力機関 ― 

関連する計画等 ― 

対象地域 国内 

対象者 大学入学資格等を有する者 

実施期間 1952年～ 

内

容 

目標/ねらい 実社会で真に必要とされる高い能力を備えた技術者・研究者と

なる学びを展開する。 

成果・課題 2016年度卒業者数：128名 

2017年５月現在の在籍者数：716名 

特徴 ・学費は「単位従量制」で履修申告した単位数に応じた額とな

り、昼間部と比べて半額にすることも可能。 

・所属学科以外の科目や昼間開講の工学部の科目も履修可能。 

・企業等に勤務する者を対象に社会人コースを設置。在籍学年

にとらわれない履修が可能（アドバイザーの教員と相談し他

学科の科目も履修可能）、教員との相談により二年次から研

究室への配属が認められる等の特典がある。 

・所定の期間在学し所定の単位を修得し卒業を認定された学生

に対して学士の学位を授与。 

・2018年度より、職業付入試「はたらく学生入試」（入試検定

料無料）を新設。新社会人（高校新卒者）を対象として入学

と同時に「学生職員」の職に就き、昼間に働くことで給与を

得ながら、夜間は同大学の第二部で学ぶことができる。 

 

参

考 

http://web.dendai.ac.jp/department/kougaku2/about.html 
 

 

  

http://web.dendai.ac.jp/department/kougaku2/about.html


学び直し／現役／国内／大学 

Ａ―３ 第二部／日本大学法学部法律学科 

概

要 

 日本大学法学部法律学科では、第二部（夜間部）を設置し、平日夕方や土曜日の

時間帯を使って、第一部（昼間部）と同じカリキュラム、授業内容を提供してい

る。 

○ 第二部では総合法コースのみに限定。平成 28年度から第二部の学生が履修でき

る第一部開講科目の範囲が拡大。 

○ 社会人入試や長期履修学生制度、第一部への転部などの制度を整備している。 

基

本

情

報 

実施主体 日本大学法学部法律学科 

協力機関 ― 

関連する計画等 ― 

対象地域 国内 

対象者 大学入学資格等を有する者 

実施期間 ― 

内

容 

目標/ねらい 法律学を備えた多くの企業人や公務員の育成、生涯教育やキャ

リアアップの場の提供。 

成果・課題 平成28年5月現在、学生数583人、教員数48人 

特徴 ・現役学生、社会人、年配の方といった多様な人がいることが

魅力の一つ。 

・第二部の学生が履修した第一部開講科目は42単位まで卒業要

件に含まれる（卒業に必要な最低単位数は124単位）。 

・長期履修学生制度として、４年間での卒業が難しい社会人学

生のために履修期間を５年間にすることが可能（支払う学費

の総額は４年間とした場合と同額となる）。 

・転部制度として、第二部から第一部への学籍異動を希望する

学生（社会人入試入学者は除く）は２年次・３年次に進級す

る際に選考が行われる。 

・所定の期間在学し所定の単位を修得し卒業を認定された学生

に対して学士（法学）の学位を授与。 

 

参

考 

http://nulaw.jp/course/law_02/ 

 

  

http://nulaw.jp/course/law_02/


学び直し／現役／国内／大学 

Ａ―４ 第二部／東京理科大学理学部・工学部 

概

要 

 東京理科大学理学部及び工学部では、第二部（夜間部）を設置し、平日夕方や土

曜日の時間帯を使って、第一部（昼間部）とほぼ変わらないカリキュラムを提供し

ている。 

○ （理学部）日本で唯一の夜間理学部、理系教員免許の取得が可能。教育は第二

部専任の教員を中心に行う。 

○ （工学部）社会人入試を含め特性にあった８種類の入試制度や編入制度を整

備。土曜日に１年次の必修科目を開講。 

基

本

情

報 

実施主体 東京理科大学理学部・工学部 

協力機関 ― 

関連する計画等 ― 

対象地域 国内 

対象者 大学入学資格等を有する者 

実施期間 （理学部）1881年～ 

（工学部）1976年～ 

内

容 

目標/ねらい 夜学の多様な人間環境を活かし、グローバルな視点と豊かな教

養、優れた専門知識を有した人材を育成する。 

成果・課題 2016年度卒業者数：321名(理学部)、224名(工学部) 

2017年５月現在の在籍者数：1639名(理学部)、580名(工学部) 

特徴 ・授業料は昼間部と同様、図書館や体育館当全ての大学施設の

利用も同様に使用可能。 

（理学部） 

・最近の傾向として社会人の比率が低下（１～２割程度）、新

卒者が多数を占めている。 

・社会人への勤務時間を考慮し、一限目に必修科目は開講して

いない。 

・在学可能な期間は４～８年まで。第二部全体として約４分の

１が大学院へ進学。 

（工学部） 

・研究室は第一部、第二部を問わずに選択できる。 

・基礎科目について２年進級条件を設定（進級率は約７割）。 

・第二部全体として１割が大学院へ進学。成績上位者（上位８

分の１）には推薦入学制度がある。 

・土曜日併用制や補修授業、入学前のウオームアップセミナー

など社会人へのバックアップ体制を整備。 

参

考 

（理学部）http://www.tus-sci2.jp/ 
（工学部）http://www.rs.kagu.tus.ac.jp/eng2hp/specialty/index.html 

 

http://www.tus-sci2.jp/
http://www.rs.kagu.tus.ac.jp/eng2hp/specialty/index.html


学び直し／現役／国内／大学 

Ａ―５ キャリアアップMOTプログラム（CUMOT）／東京工業大学 

概

要 

 東京工業大学は、MOT(Management of Technology：技術経営)に関して、実務と

の関連を意識した社会人の学習ニーズに応えキャリアアップに資するカリキュラム

を提供している。 

○ セミナーや公開講座といった一過性のプログラムとは異なり、産業界で活躍す

る人々が必要とする大学院レベルの MOTに関するカリキュラムを提供。 

○ 教員や教室など大学が持つ学習資源を活用し、受講料収入で運営。 

基

本

情

報 

実施主体 主催：東京工業大学社会人アカデミー 
事業主体：東京工業大学環境・社会理工学院 

技術経営専門職学位課程 

協力機関 ― 

関連する計画等 ― 

対象地域 国内 

対象者 次世代の企業経営を担う社会人等（受講審査あり） 

実施期間 H20年度～ 

各年度の実施期間はコースにより異なる（通年・半年・特定期

間：全8～36回） 

内

容 

目標/ねらい 次世代の企業経営を担う人材がMOTのエッセンスを学び、キャリ

アップを図る。 

成果・課題 平成27年度においては計133名が修了。 

特徴 ・受講場所は利便性を鑑み東京工業大学田町キャンパス。 

・受講料は\80,000～\240,000（コースにより異なる）。 

・コースはレベルや内容に応じて全10コース（H29）。 

・少人数制による質の高い講義を提供し、受講生同志が学び合

うグループ課題への取り組み、学びを通じた交流で人的ネッ

トワークを構築しイノベーションを創出することも目的。 

・受講者の身分は公開講座の受講生と同様（学生証の配布や図

書館の利用は無し）。 

・受講者は出席状況等を含めて評価を受け、修了者には社会人

アカデミー長名の「修了証書」を交付。現在のところ、修了

後に技術経営専門職学位課程へ進学した場合の単位互換は無

し。 

参

考 

http://www.academy.titech.ac.jp/cumot/sitemap.html 

 

  

http://www.academy.titech.ac.jp/cumot/sitemap.html


学び直し／現役／国内／大学 

Ａ―６ エグゼクティブ・マネジメント・プログラム(EMP)／東京大学 

概

要 

 東京大学では、これまで培ってきた最先端かつ多様な知的資産を資源とし、マネ

ジメントの知識や教養を駆使した高い総合能力を備えた人材を育成するためのプロ

グラムを提供している。 

○ 大学教員や世界で活躍するプロフェッショナルが講師を担当し、独自の発想に

基づいたプログラムを組み立て世界においても通用する課題設定と解決能力を

身につける場を提供。 

○ 受講生間の相互啓発やネットワーク形成も重視。「東大 EMP コミュニティ」と

して修了後もつながりを継続できるよう支援を実施。 

基

本

情

報 

実施主体 東京大学 

協力機関 ― 

関連する計画等 ― 

対象地域 国内 

対象者 将来の組織の幹部、特にトップになる可能性のある40代（定員

25名程度）。書類審査及び面接選考あり。 

実施期間 2008年10月～ 

内

容 

目標/ねらい どこの教育機関も提供していない高いレベルの全人格的な総合

能力を形成させる唯一無二の場を提供する。 

成果・課題 第16期プログラムでは、全受講生21名が修了（2017年3月4日修

了）。 

特徴 ・年２回（秋期・春期）実施、10月と４月に開講。金・土曜日

の週２日間（終日）に開催、期間は20週。 

・受講者同士が深く知り合うきっかけを作るため、チーム作業

を中心としたオリエンテーション期間を設定。 

・プログラム内容は、教養・智慧、マネジメント知識、コミュ

ニケーション技能、EMPサロンの４つ。 

・プログラム内容により、議論を深めるためにモデレータがつ

く。モデレータは受講経験がありEMPの趣旨を理解した修了生

が務める。 

・授業は日本語・英語の混合で行われる（10-15％程度は英

語）。 

・EMPとしては社会人向けの学位を提供しないが、一定の条件を

クリアした修了者には東京大学総長から修了証書が授与され

る。 

参

考 

http://www.emp.u-tokyo.ac.jp/index.html 
 

 

http://www.emp.u-tokyo.ac.jp/index.html


学び直し／現役／国内／企業 

Ａ―７ 社会起業大学／社会起業大学（特定非営利活動法人） 

概

要 

 社会起業大学は、2010年に設立された日本初の起業家・社会起業家を育成するビ

ジネススクール。自分らしさ、社会貢献力、ビジネス力を高め、社会に必要とされ

続ける起業のための学習プログラムを提供している。 

○ 定員 15人の少人数制クラスで、活躍している社会起業家のインタビューや講演

なども含め、エッセンスを効率よく学べるカリキュラムを提供。 

○ ビジネスに精通したカウンセラーによる個別面談や相互支援コミュニティへの

参加支援などサポート体制を構築。 

基

本

情

報 

実施主体 社会起業大学（運営はリソウル株式会社が受託） 

協力機関 ― 

関連する計画等 ― 

対象地域 国内 

対象者 起業を志す者（18歳以上）、入学試験は無し。 

実施期間 2010年～ 

内

容 

目標/ねらい 社会に必要とされ続ける社会起業家を育成する 

成果・課題 300人以上の起業家・社会起業家を輩出 

特徴 ・目指したいゴールから各６か月間の受講コースを選択（社会

課題を解決するビジネスプランを創るソーシャルマネージメ

ントクラス、ビジネスモデルをブラッシュアップするビジネ

スマネジメントクラス、事業を軌道に乗せるビジネス実践ク

ラス）。他のクラスの授業の受講は不可。 

・起業内容に関連する専門領域ごとに集中的に学ぶ単科コース

も開講。 

・専門家の紹介や資金調達、販路拡大の支援、コワーキングス

ペース利用など起業に向けた幅広い支援を実施。 

・授業は平日19時以降と土日に開講し、全てオンライン補講で

視聴することが可能。 

・受講期間（６カ月、１２カ月、１８カ月）により学費が異な

る（早期割引あり）。 

・起業の事業計画書を作成することが修了要件（起業は不

要）。 

 

参

考 

http://socialvalue.jp/ 

 

  

http://socialvalue.jp/


学び直し／（現役）／国内／大学 

Ａ―８ リカレント教育課程／日本女子大学 

概

要 

 日本女子大学は、リカレント教育課程として、大学卒業後に就職し育児や進路変

更などで離職した女性に１年間のキャリア教育を通して、高い技能・知識と働く自

信・責任感を養い、再就職を支援するプログラムを提供している。 

○ 再教育として、英語、IT スキル、金融、企業会計等のビジネス性に特化した独

自のカリキュラムを提供。 

○ 再就職支援として、独自の合同会社説明会やイベントの開催、求人ウェブサイ

トの開設など再就職先の斡旋を実施。 

基

本

情

報 

実施主体 日本女子大学 

協力機関 ― 

関連する計画等 ― 

対象地域 国内 

対象者 ４年制大学を卒業し、就業経験のある女性。（定員40名） 

入学試験あり（英語筆記試験、PCテスト、面接） 

実施期間 2008年～ 

内

容 

目標/ねらい 大学卒業後に離職した女性に対してリカレント教育を実施し、

現代社会にふさわしい企業の社会的責任と発展を支える有用な

人材の輩出をめざす。 

成果・課題 ・修了者の就職先の業種分類は、教育(35.6％)、サービス

(23.1％)、非営利(10.0％)、金融(6.3％)、製造(6.3％)等。 

・修了者の就職先の職種は、事務(75.1％)が多い。 

特徴 ・受講料は前期・後期それぞれ12万円。 

・受講生の平均年齢は40歳、40代の割合が半数以上。また、約

３／４が他大学の卒業生。 

・履修期間は４月入学１年間（２学期制）。留年によって２年

間まで在籍可能。 

・2016年より、文科省「職業実践力育成プログラム(BP)」女性

活躍分野及び厚生労働省「専門実践教育訓練講座」に指定。 

・必修７科目14単位（147時間）、選択必修７科目14単位（147

時間）、合計必修14科目28単位（294時間）を修了した者に、

修了証、リカレント教育課程履修証明書、成績証明書を交

付。 

・当課程宛への直接求人のほか、東京商工会議所の会員となっ

ており、東京周辺の企業からの求人を紹介。 

参

考 

http://www5.jwu.ac.jp/gp/recurrent/ 

 

  

http://www5.jwu.ac.jp/gp/recurrent/


学び直し／シニア／国内／大学 

Ａ―９ セカンドステージ大学／立教大学 

概

要 

 立教大学では、50歳以上のシニアを対象に、人文学的教養の修得を基礎として、

学び直しと再チャレンジのサポートを目的とした場を提供している。 

○ シニア世代が、人、地域、社会とのネットワークを形成し、仕事や多様な社会

参加の担い手としてセカンドステージを踏み出すためのキャンパス。 

○ シニア層が学びたいと思える独自のカリキュラムを提供。また、学部学生の演

習授業での発表にコメンテーターとして参加するなど「異世代共学」を実践。 

基

本

情

報 

実施主体 立教大学 

協力機関 ― 

関連する計画等 ― 

対象地域 国内 

対象者 本科：50歳以上で高卒以上もしくは同等の学力を有する者（70

名）。 

専攻科：本科を修了・修了見込みの者（30名）。 

科目聴講生：本科修了後１年以上経過した者で専攻科を修了し

た者（20名）。 

実施期間 2008年10月～ 

内

容 

目標/ねらい シニアの人たちがセカンドステージの生き方を自らデザインす

るため「学び直し」と「再チャレンジ」をサポートする。 

成果・課題 ・約1,000名の修了生を輩出。 

・大学が社会貢献活動サポートセンターを設立し、受講生、修

了生の社会貢献活動を支援。 

特徴 ・カリキュラムは必修科目のほか３つの科目群から選択して履

修。全ての受講生がいずれかのゼミナールに所属し、担当教

員の指導を受けながら修了論文を作成。 

・全学部学生を対象に開講している授業を一定の範囲で受講可

能。 

・受講者同士の親交を深めるため、合宿や委員会活動への参

加、多彩なフィールドスタディを実施。 

・受講生専用のラウンジのほか、図書館、パソコン教室等の教

育施設や食堂等の施設も利用可。 

・本科の修業年限は１年、所定の単位を修得すると修了証書が

授与される。本科、専攻科とも、課程修了者は履修証明書が

交付される。 

・多くの学生が地域活動等に強い関心を持っていたことから、

修了生の社会貢献・地域活動を支援すべく、「社会貢献活動

サポートセンター」を2009年に設置。2017年現在、14団体が

同センターに登録され、受講生、修了生が一緒になって社会

貢献を目指して自主的な活動を展開している。 

参

考 

https://www.rikkyo.ac.jp/academics/lifelong/secondstage/ 

https://www.rikkyo.ac.jp/academics/lifelong/secondstage/


学び直し／シニア／国内／市区町村 

Ａ―10 チャレンジコミュニティ大学／東京都港区 

概

要 

 東京都港区は、高齢者や高齢を迎える方が、学習を通じて個々の能力を再開発

し、自らが生きがいのある豊かな人生を創造するとともに、今まで培ってきた知

識・経験を地域に活かし、地域の活性化や地域コミュニティの育成に積極的に活躍

するリーダーを育成することを目的に、チャレンジコミュニティ大学を開設してい

る。 

○ 運営は、知的資源と人材育成の豊富な実績を兼ね備えており、連携協定を締結

している区内にある大学法人（明治学院大学）に委託。大学との連携により、

地域や区政への区民参画、区民協働の推進も目的。 

○ 大学での学習形態は、講義・体験学習・実地見学を基本に実施。 

基

本

情

報 

実施主体 東京都港区（運営は明治学院大学に業務委託） 

協力機関 ― 

関連する計画等 ― 

対象地域 東京都港区 

対象者 港区在住で、地域福祉の向上や地域社会の活動に関心があ

り、修了後、地域で積極的に活躍する意欲のある60歳以上

の人、もしくは民生委員・児童委員。募集人数は60名。 

実施期間 2007年～ 

内

容 

目標/ねらい 60歳以上の世代を対象に、地域コミュニティ活性化の要と

なる地域活動のリーダーを育成する。 

成果・課題 ・2016年度までに約600名が修了、「チャレンジコミュニテ

ィ・クラブ」を結成し地域活動のリーダーとして活躍。 

・明治学院大学が「東京都共助社会づくりを進めるための

社会貢献大賞」受賞 

・修了生の自主的な運営組織として、チャレンジコミュニ

ティ・クラブを創設（修了生全員が加入）、チャレンジ

コミュニティ大学で学んだことを活かして地域活動を行

っている（港区各委員、町会自治会役員、市民後見人な

ど）。 

特徴 ・費用は２万円（年間）、受講期間は１年間で、週１回２

時限を約40日間実施。開設場所は明治学院大学（白金校舎

内）。 

・学習内容は、社会福祉、健康増進、一般教養、区のしく

み・行政課題等。 

・授業の３分の２以上を出席すると、学長である港区長か

ら修了証書が授与される。 

参

考 

https://www.city.minato.tokyo.jp/takanawa/challenge/index.html 
https://www.meijigakuin.ac.jp/about/activities/regionalalliances/challengeco
mmunity/（明治学院大学内ホームページ） 

 

https://www.city.minato.tokyo.jp/takanawa/challenge/index.html
https://www.meijigakuin.ac.jp/about/activities/regionalalliances/challengecommunity/
https://www.meijigakuin.ac.jp/about/activities/regionalalliances/challengecommunity/


学び直し／シニア／国内／市区町村 

Ａ―11 なかの生涯学習大学／東京都中野区 

概

要 

 東京都中野区は、55歳以上の世代を対象として、自分の経験を活かして仲間づく

りや地域・社会活動のスタートができるよう、現代社会の課題や地域の現状などを

学習する場として、なかの生涯学習大学を開講している。 

○ 学習方法は講義、実習、地域学習など。各分野の専門家などを講師に迎え、近

隣の大学や区の様々なセクションとの連携を持ちながら多彩な学びを展開。 

○ ３年間進級制。各学年の運営は、居住区を中心とした班を編成し、受講生が主

体となって実施。運営全般に関わる運営委員会や地域学習委員会を設置。 

基

本

情

報 

実施主体 東京都中野区教育委員会 

協力機関 （近隣の大学、企業等） 

関連する計画等 ― 

対象地域 東京都中野区 

対象者 中野区在住の55～79歳、健康な状態で受講できる、社会情勢や

地域の暮らし、活動に関心がある、他の受講生と協力して運営

できる人。募集人数は200人。 

実施期間 2009年～ 

内

容 

目標/ねらい 自己啓発活動の中で、生きがいをもち、地域の中で新しいライ

フスタイルを創造する。 

自らの豊かな経験を活かし、ともに学び合いながら地域のため

に活動する意欲を培う。 

地域で活躍できるよう、必要な知識・技術を高め、地域社会へ

の主体的参加の促進を図る。 

成果・課題 卒業者は定員の約７割。卒業者のうち約７割が卒業後に地域活

動を実施（町内自治会、地域防災会など）。 

特徴 ・学習内容は、地域活動、健康増進、一般教養等。体系的に進

める各学年ごとの学習と、学年間の交流を深める地域学習や

合同学習といった全学年で行う学習を実施。 

・進級・卒業要件は、開講式を除く全21回の授業のうち出席回

数が14回以上であること。 

・受講生の平均年齢は60代後半、男女は７：３の比率。 

・学習の一環として、近隣の大学や児童館等と連携して世代間

交流ゼミ等を実施。 

・卒業後の活動について区民ホールの掲示等で発信。 

参

考 

http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/403200/d024032.html 
 

 

  

http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/403200/d024032.htm


学び直し／（シニア）／国内／市区町村 

Ａ―12 江戸川総合人生大学／東京都江戸川区 

概

要 

 東京都江戸川区は、社会貢献を目指す人々を応援する地域の新しいかたちとし

て、知識や経験の異なる方々が年齢を超えて学ぶ場である江戸川総合人生大学を開

講している。 

○ 学習形態は、講義形式だけではなく、少人数のゼミナールを中心に、フィール

ドワークや社会活動経験、グループ研究などを取り入れ、在学中から実践活動

に結び付ける。 

○ ２学部４学科を設置。修学期間は２年間。学生と区による協働運営を目指す

（学生が主体となり「運営会議」を学科ことに開催）。講師には、識者や専門

家だけでなく、区内の人材を区民教授として登用し、共育の場を実現する。 

基

本

情

報 

実施主体 東京都江戸川区 

協力機関 ― 

関連する計画等 ― 

対象地域 東京都江戸川区 

対象者 江戸川区内在住・在勤・在学者。２年間継続して学ぶことがで

き、学習成果を地域活動等を通じて実践する意欲のある者。年

齢制限は無し。募集人数は、４学科各25名程度、計約100名。 

実施期間 2004年～ 

内

容 

目標/ねらい 社会貢献を志す人々を応援する学びの場を提供し、卒業後に地

域貢献活動につながることを目指す。 

（基本理念）共育・協働の社会づくり、ボランティア立区の推

進、地域文化の創造と継承 

成果・課題 卒業後は、個人で地域活動に参加したり、新しいグループを作

って仲間と一緒にボランティアを行うなど、さまざまな活動に

参加。地域活動グループは、39団体。 

特徴 ・授業料は年間３万円。 

・地域デザイン学部（江戸川まちづくり学科、国際コミュニテ

ィ学科）、人生科学部（子ども・子育て応援学科、介護・福

祉学科）を設置。 

・授業は、１年次は週１～３回（年間60回）、２年次は週１回

（年間30回）と年間40時間の社会活動経験やグループ研究等

を実施。 

・卒業には24単位の履修が必要。試験はなし。 

・卒業後の地域貢献活動を支援するため同窓会を設置。卒業後

の活動や卒業生・在校生との交流について、ホームページで

紹介。 

参

考 

https://www.sougou-jinsei-daigaku.net/ 
 

https://www.sougou-jinsei-daigaku.net/


学び直し／（シニア）／国内／市区町村 

Ａ―13 すぎなみ地域大学／東京都杉並区 

概

要 

 東京都杉並区は、地域活動に必要な知識・技術を学び、仲間を拡げ、区民自ら地

域社会に貢献する人材、協働の担い手として活躍できるよう各種講座を開講してい

る。 

○ 座学だけでなく現場実習や見学、ワークショップなど講座終了後の地域活動を

実践できる多彩なカリキュラムを用意。 

○ 修了後は多くの修了生が NPO 等に参加したり、仲間と団体を立ち上げたり（24

団体）し、様々な分野の地域活動に参加。 

基

本

情

報 

実施主体 東京都杉並区 

協力機関 ― 

関連する計画等 ― 

対象地域 東京都杉並区 

対象者 杉並区内在住・在勤・在学者。 

実施期間 2006年～ 

内

容 

目標/ねらい （基本理念）区民の社会貢献意識を喚起し、学びの成果を地域

社会の中で活かす協働の担い手を育てる。地域貢献活動を担う

NPO団体等を人材面から支援し、協働の輪を拡げる。地域課題の

解決に向け、区民が知恵と力を出して取り組む協働社会の基盤

をつくる。 

成果・課題 2006年の開校から累計370講座を実施、約13,000人が受講。 

地域活動への参加を目的とした講座の修了者約は6,300人のうち

地域活動参加者数は5,200人（地域活動参加率83％）。 

特徴 ・受講料は講座により異なる（無料～） 

・平成29年度の講座体系は、地域活動基礎コース、地域活動実

践コース、地域活動ステップアップコース、公開講座の４

つ。教育、環境、健康、福祉など幅広い分野の約40講座を用

意。講座の回数も多様。 

・受講者の男女比は36:64、男性は60代、女性は40～60代が約半

数を占める。受講動機は「地域や社会の役に立ちたい」がト

ップ。 

・受講案内や活動についてはホームページ「すぎなみ地域コ

ム」や地域活動ガイドブックに掲載している。 

参

考 

http://www.city.suginami.tokyo.jp/guide/bunka/gakushu/daigaku/ 
http://www.sugi-chiiki.com/tiikidaigaku/content_disp.php?c=49bf2daf265cf 
（すぎなみ地域コム） 

 

  

http://www.city.suginami.tokyo.jp/guide/bunka/gakushu/daigaku/
http://www.sugi-chiiki.com/tiikidaigaku/content_disp.php?c=49bf2daf265cf


学び直し／シニア／国内／都道府県（公益財団法人） 

Ａ―14 兵庫県いなみ野学園／公益財団法人兵庫県生きがい創造協会 

概

要 

 兵庫県いなみ野学園は、高齢者の生涯教育の一環として体系的な学習機会を提供

するため、兵庫県が全国に先駆けて開設した高齢者大学。４年制の高齢者大学講座

とともに２年制の大学院を開設している。 

○ 大学には４学科（園芸学科、健康づくり学科、文化学科、陶芸学科）、大学院

には１研究科（地域づくり研究科）を設置。また、退職準備世代等を対象にし

た聴講生制度もある。 

○ 学園生及び卒業生による地域活動を支援するため、学園内に地域活動支援セン

ターを設置。実践活動のきっかけづくり、地域活動の企画・運営に関する相談

や研修会を実施している。 

基

本

情

報 

実施主体 公益財団法人兵庫県生きがい創造協会（兵庫県外郭団体） 

協力機関 ― 

関連する計画等 ― 

対象地域 兵庫県 

対象者 （大学）60歳以上の兵庫県在住で学習や地域活動に意欲がある

者。定員は４学科で計340名。 

（大学院）大学講座を修了した者。定員は１研究科で計50名。 

実施期間 1969年(昭和44年)～ 

内

容 

目標/ねらい 高齢者が自ら仲間づくりの輪をひろげ、生涯学習を通して教養

を高めるとともに、自己の新しい生き方を創造し、地域社会に

発展寄与できるよう総合的、体系的な学習機会を提供する。 

成果・課題 平成28年度は１～４年生で計1,195名が在籍。 

特徴 ・経費は、入学金6,000円、年間受講料50,000円のほか実習費。 

・授業は週１回、年間30回。講義をメインとして実習、園外実

習を実施。一般教養の共通講座と、学科ことの専門講座を開

設。 

・自主的なクラブ活動（33クラブ）も活発。 

・地域活動支援センターの運営は、副学園長や協会職員がスタ

ッフを兼ねるとともに、卒業生が支援センターサポーターと

して協力。 

 

参

考 

http://www.hyogo-ikigai.jp/ikigai/inamino/index.html 
 

 

  

http://www.hyogo-ikigai.jp/ikigai/inamino/index.html


学び直し／シニア／国内／都道府県 

Ａ―15 明寿大学／前橋市 

概

要 

 明寿大学は、生涯教育の一環として昭和46年に前橋市中央公民館の高齢者教室と

して創設。平成15年より学長制を採用し４年制に編成替え、講座学習と選択制と希

望によるクラブ学習を中心に自己実現に向けた学生生活を作り出している。 

基

本

情

報 

実施主体 前橋市 

協力機関 ― 

関連する計画等 ― 

対象地域 前橋市 

対象者 前橋市在住の60歳以上の者。（定員は110名：全学年440名） 

実施期間 1971年(昭和46年)～ 

内

容 

目標/ねらい 自己啓発をとおして生きがいをもち、地域の中で新しいライフ

スタイルを創造する。 

自らの経験を活かし、ともに学び合いながら地域のために活動

する意欲を培う。 

地域で活躍できるよう必要な知識・技術を高め、地域社会への

主体的参加の促進を図る。 

成果・課題 ― 

特徴 ・学習日は基本的に月２回、年間20回程度。 

・開設されている10のクラブから一つに必ず加入（必修クラ

ブ）。学習日の午前に講座学習を行い、午後にクラブ学習を

行う。 

・必修クラブ学習のほか、自由参加の課外クラブも開設。 

・年間学習費は、クラブ学習費の4,000円～ほか。 

・講座学習のテーマは、①変容する社会に適応できる知識の習

得、②家庭地域社会での役割、世代間交流の理解、人間関係

の形成、③心身の健康維持に必要な知識と技能、生活習慣形

成・改善、④仲間づくりと趣味の拡充・向上。充実した日々

の主体的実践態度の形成、⑤高齢社会での熟年期の生き方・

暮らし方、⑥自立、支えあい、健康で生き甲斐ある地域づく

り。 

 

参

考 

http://www.city.maebashi.gunma.jp/kurashi/230/262/001/p012732.html 
 

 

  

http://www.city.maebashi.gunma.jp/kurashi/230/262/001/p012732.html


学び直し／（シニア）／国内／NPO 

Ａ―16 大阪府高齢者大学校／特定非営利活動法人大阪府高齢者大学校 

 

 

  

概

要 

 大阪府高齢者大学校は、新しい友、仲間を作りながら社会経験・人生経験を活か

す方法を学ぶ場を提供している。 

○ 大阪府が財政再建のため廃止することとなった高齢者大学アクティブシニア大

学とシルバーアドバイザー養成講座（両講座は約 30 年間継続し３万人の修了

者）の受け皿として、市民が主体となり当 NPOが発足。 

基

本

情

報 

実施主体 特定非営利活動法人大阪府高齢者大学校 

協力機関 ― 

関連する計画等 ― 

対象地域 国内 

対象者 年度を通して受講できる者（居住地、年齢は不問） 

（各講座定員30～50名） 

実施期間 2009（平成21）年度～ 

内

容 

目標/ねらい 地域でのまちづくり、コミュニティづくりなどの社会貢献活動

や、新しい知識・技術の獲得により、創造的でより豊かな生活

の実現を支援する。 

成果・課題 2017年度の受講生は2,725人（前年度比120人増） 

特徴 ・受講料（年間）は入学金、教材費込みで53,400円。 

・本科の講座内容は、歴史、語学交流、美術・芸術、スポー

ツ・健康など65講座。 

・本科の他、経験や知識、技術等を活かして地域活動やボラン

ティアを行うシルバーアドバイザー養成講座を開設。 

 

参

考 

https://osaka-koudai.or.jp/ 
 

https://osaka-koudai.or.jp/


学び直し／シニア／国内／任意団体 

Ａ―17 奈良フェニックス大学／奈良フェニックス大学運営委員会 

概

要 

 奈良フェニックス大学（NAPCO）では、55歳以上のシニア世代を対象に、これか

らのライフスタイルを学び仲間づくりを行うとともに、地域社会の将来のための行

動を行うにあたっての知識やノウハウを提供している。 

○ 学部・講座の構成は、①教養学部、②地域リーダーカレッジ（①修了者の

み）、③研究科（②修了者のみ）、④特別講座（公開講座）。 

○ NAPCO での履修後に、地域づくり活動への参加、同好の仲間とのクラブ活動、

地域づくりの指導・助言・協力を行っていくことに主眼が置かれている。 

基

本

情

報 

実施主体 奈良フェニックス大学運営委員会（任意団体） 

（県民、奈良県行政担当者、学界で構成） 

協力機関 （後援）奈良県、大和郡山市、奈良県市長会、奈良県町村会、

奈良県社会福祉協議会ほか 

関連する計画等 ― 

対象地域 国内 

対象者 原則として55歳以上。地域社会の将来のための活動を行うにあ

たっての知識やノウハウを得ることに意欲をもつ者。 

定員：①120名、②60名、③若干名 

実施期間 2013年～ 

内

容 

目標/ねらい 仲間を広げ、同好に仲間とのクラブ活動、地域づくり活動への

参加、地域リーダーとしての活躍など多様な選択肢の獲得を支

援する。 

成果・課題 2013年の開校以来４年間で600名以上が学んでいる。 

特徴 ・授業料（年間）：①②55,000円、③36,000円。 

・修業年限：①②１年（1年を限度に延長可）、③３年 

・学習形態：①講義（必修教養科目30回、選択科目22回）とク

ラブ活動、②講義（地域プランナー・コーディネータ論10

回、現地実習10回、グループワーク10回）、③研究・実践、

成果発表 

・選択科目については、受講生からの希望する科目を募る開講

提案制度がある。 

・出席回数が少ない等の場合、退学となる場合がある。 

・所要の単位や研究を修了した場合、①NAPCO教養学士、②

NAPCO地域修士、③NAPCO地域博士が授与される。 

参

考 

http://napco.jpn.org/ 

 

  

http://napco.jpn.org/


学び直し／シニア／国内／市区町村 

Ａ―18 あじさい大学／相模原市 

概

要 

 相模原市は、高齢者が学習活動を通じて仲間づくりをしながら、知識と技能の習

得を図るため、あじさい大学として講座を開講している。 

○ 講座は、５学部（芸術学部、健康学部、文学部、教養学部、園芸学部）からな

る通年講座（全 24 回）のほか、短期講座（全６回）が開講。各講座とも初心者

と対象とした内容。 

基

本

情

報 

実施主体 相模原市（一部学科は公益社団法人相模原市シルバー人材セン

ターに運営を委託） 

協力機関 ― 

関連する計画等 ― 

対象地域 相模原市 

対象者 相模原市在住の60歳以上。申込み先着順で決定。 

実施期間 1981（昭和56）年～（開設当初は高齢者大学） 

内

容 

目標/ねらい 高齢者が、心身とも健康で生きがいと喜びに満ちた生活を送る

ため、学習活動を通じて仲間づくりをしながら、知識と技能の

習得を図る。 

成果・課題 入学者数：1,171人、修了者数：1,117人（平成27年度） 

特徴 ・受講料は年間7,800円（教材費は別途）。 

・通年講座の授業は各２時間、年間24回。 

・通年講座は、35学科で1200名を超える定員（開校当初は７学

科228名）。 

・受講は１人１学科まで、過去に受講した学科の再受講は不

可。 

・80歳以上の者は１回のみ優先して入学が可能。また、入学し

たことがなく過去２回抽選に漏れた者も優先入学が可能。 

・授業運営（教材の運搬、施設の開錠、会場準備、後片付け

等）について受講生が協力。 

・あじさい大学の学長は市長、副学長は教育長が務めている。 

 

参

考 

http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/senior/25733/index.html  
 

 

  

http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/senior/25733/index.html


学び直し／シニア／国内／市区町村 

Ａ―19 シニアユニバーシティ／さいたま市 

概

要 

 さいたま市は、シニア世代を対象として、心身の健康増進、地域での仲間づく

り、生きがいづくり、地域社会で活躍する人材を育成するため、生涯学習の一環と

してシニアユニバーシティを開講している。 

○ １年制の大学（一般教養）及び大学院（一般教養・専門課程）の２つのカリキ

ュラム。地域別に６校で開講しそれぞれで募集。 

○ 卒業後は、各校毎に卒業生の有志団体であるシニアユニバーシティ校友会が結

成され、それぞれで組織的に地域活動が行われている。 

基

本

情

報 

実施主体 さいたま市（事務局運営業務はシゴトラボ合同会社へ委託） 

協力機関 ― 

関連する計画等 ― 

対象地域 さいたま市 

対象者 （大学）さいたま市に住民登録を有する60歳以上の者。全課程

を通じて通学可能な者。在学中及び卒業後に積極的に地域の社

会活動へ参加できる者。 

（大学院）シニアユニバーシティを卒業した者。全課程を通じ

て通学可能な者。在学中及び卒業後に積極的に地域の社会活動

へ参加できる者。 

定員（６校合計）：（大学）490人、（大学院）656人 

実施期間 ― 

内

容 

目標/ねらい 高齢者の方への生涯学習の一環として、社会変化に対応する能

力と健康を培い、積極的な社会参加と学生間の親睦と交流を図

ることにより生きがいを高め、併せて地域での活躍の道を開

く。 

成果・課題 ・平成28年度は定員を上回る602人からの応募があった。 

・卒業後は、各校毎に卒業生の有志団体であるシニアユニバー

シティ校友会が結成され、それぞれで組織的に地域活動が行

われている。 

特徴 ・授業料は無料（教材費は別途負担）。 

・講座内容：（大学）一般教養（経済、法律、環境問題、健康

増進等）、地域活動（大学院）福祉科、音楽科、IT科 

・講義は月２～３回、期間は11カ月。 

・学生相互が親睦を含める目的で自主活動（学友会活動やクラ

ブ活動）が行われている。 

参

考 

http://www.city.saitama.jp/007/007/001/003/p016445.html 
https://www.saitamassu.com/（事務局） 
https://ssu-kouyukai.jimdo.com/（シニアユニバーシティ校友会） 

 

http://www.city.saitama.jp/007/007/001/003/p016445.html
https://www.saitamassu.com/
https://ssu-kouyukai.jimdo.com/


学び直し／シニア／国内／都道府県 

Ａ―20 千葉県生涯大学校／千葉県 

概

要 

 千葉県は、高齢者が社会環境の変化に順応する能力を再開発し心豊かで生きがい

のある生活を営むための環境づくりの一環として、身近に学習の機会が得られるよ

う県内５地域に生涯大学校を設置している。 

○ 定員は５地域（京葉学園、東葛飾学園、東総学園、外房学園、南房学園）合計

で 1,710 名と大規模。 

○ 卒業生組織として、全学園を対象とした千葉県生涯大学校卒業生学習会（（会

員数 1,778 名）をはじめ、各学園合せて 41 団体あり（平成 28 年４月現在）、

大半が地域活動を実施している。 

基

本

情

報 

実施主体 千葉県（指定管理者：学校法人植草学園） 

協力機関 ― 

関連する計画等 生涯大学マスタープラン（千葉県健康福祉部高齢者福祉課） 

対象地域 千葉県 

対象者 千葉県に住所を有する原則として60歳以上で、仲間づくり、生

きがいづくり、社会参加に興味がある者。 

（条件により55-59歳も応募可能） 

実施期間 1975（昭和50）年～ 

内

容 

目標/ねらい 高齢者が新しい知識を身につけ、広く仲間づくりを図るととも

に、学習の成果を地域活動に役立てるなど社会参加による生き

がいの高揚に資する、及び地域活動の担い手となることを促進

する。 

成果・課題 ・開校以来、４万人を超える卒業生を輩出。 

・最近のアンケートでは、卒業後１年経過後の卒業生の地域活

動実施状況が７割を超える。 

・卒業生組織として、全学園を対象とした千葉県生涯大学校卒

業生学習会（（会員数1,778名）をはじめ、各学園合せて41団

体あり（平成28年４月現在）、大半が地域活動を実施してい

る。 

特徴 ・学部は①健康・生活学部、②造形学部園芸コース、③造形学

部陶芸コース、④地域活動専攻科。 

・授業料は、年間15,400～55,500円。授業は週１回。修業年限

は①が２年間、その他は１年間。 

・平成28年度入学者の男女比は、53：47。平均年齢は67.5歳、

最高齢は88歳。 

・入学年齢は、55歳以上としていたが、59歳以下の入学者は

５％未満であり、平成29年度から原則60歳以上と変更。 

参

考 

http://chiba-shougaidai.jp/index.html 

 

http://chiba-shougaidai.jp/index.html


学び直し／現役・シニア／国内／市区町村（NPO法人） 

Ａ―21 三鷹ネットワーク大学／NPO法人三鷹ネットワーク大学推進機構 

概

要 

 特定非営利活動法人三鷹ネットワーク大学推進機構は、教育・研究機関の地域へ

の開放と地域社会における知的ニーズを融合し、全国に先駆けた民学産公の協働に

よる新しい形の地域大学として、三鷹ネットワーク大学を運営している。 

○ 三鷹ネットワーク大学推進機構は、正会員として市内外の大学等の教育・研究

機関及び三鷹市の計 20団体と、企業等の賛助会員から構成。 

○ 教育・学習機能、研究・開発機能、窓口・ネットワーク機能の３つの機能を持

ち、教育・学習機能の一つとして各種講座・サロンを実施している。 

基

本

情

報 

実施主体 特定非営利活動法人三鷹ネットワーク大学推進機構 

協力機関 正会員：20団体（教育・研究機関と三鷹市） 

賛助会員：63団体（企業等） 

関連する計画等 ― 

対象地域 国内 

対象者 （特に制限なし） 

実施期間 2005年～ 

内

容 

目標/ねらい 市民が地域で活躍するための知識や手法の取得を支援すること

で、地域の人財をさらに生み育て、協働のまちづくりを進める

中でより豊かで安心できる市民生活の実現を目指す。 

成果・課題 ・受講者登録数（平成28年３月時点）：9,486人 

（男女比＝44:56、三鷹市内と市外はほぼ半数） 

・教育・学習機能、研究・開発機能、窓口・ネットワーク機能

の３つの機能を持ち、教育・学習機能の一つとして実施した

各種講座・サロンの実績（平成27年度）は、全233件614コ

マ、申込者数14,403人（受講者数12,751人）となっている。 

特徴 ・講座内容は、地域ケア、協働のまちづくり、ビジネス、文

化・教養、特別セミナーの５区分で多数開催。 

・受講料は講座により異なる。受講者区分（市民、市民学生、

会員、一般）によって割引率が設定されている。 

・各教育・研究機関の正規の講義を三鷹駅前の拠点で行うこと

で市民の受講を促すサテライト・キャンパス事業や、大学・

大学院レベルの講義内容を地域社会に提供するコミュニテ

ィ・カレッジ事業も実施。 

・研究・開発機能としてまちづくり総合研究所事業やベンチャ

ーカレッジの開催、窓口・ネットワーク機能としてキャリア

デザイン支援事業や教師力養成講座等を実施している。 

参

考 

https://www.mitaka-univ.org/ 
https://www.mitaka-univ.org/10th/ 

 

https://www.mitaka-univ.org/
https://www.mitaka-univ.org/10th/


学び直し／現役・シニア／国内／NPO法人 

Ａ―22 シブヤ大学／特定非営利活動法人シブヤ大学 

概

要 

 特定非営利活動法人シブヤ大学は、地域密着型の新しい生涯学習の仕組みとし

て、渋谷の街全体をキャンパスとしたシブヤ大学として、①学びの場づくり（授

業）「シブヤでまなぶ」、②参加者同士の自発的な活動のサポート（ゼミ・サーク

ル）「シブヤであそぶ」、③まちづくり活動と情報共有「シブヤをつくる」の取組

みを行っている。 

基

本

情

報 

実施主体 特定非営利活動法人シブヤ大学 

協力機関 （授業は企業、団体、自治体等とのコラボレーション企画あ

り） 

関連する計画等 ― 

対象地域 国内 

対象者 （特に制限なし。入学試験なし。） 

実施期間 2006年～ 

内

容 

目標/ねらい 広く一般市民に対して、社会教育に関する講演会やイベント、

小中学校の総合的な学習への授業カリキュラムの提案等の教育

事業を行い、もってあらゆる世代の人々が生涯にわたって学び

続け、いきいきとした生活が送れる社会の実現に寄与する。 

成果・課題 ＜2016年３月末まで（累計）＞開催した授業数（1,057講座）、

授業に参加した人数（30,294名）、講師数（1,034人）、教室

（341か所） 

特徴 ・授業料は基本的に無料。カフェや百貨店など渋谷のあらゆる

場所を教室にして様々な知恵や技術に関する授業を企画。学

習プログラムの企画・開発は広報を専門とする授業コーディ

ネーター（ボランティアスタッフ）が担当。 

・「教える」と「教わる」を自由に行き来する共育をコンセプ

トとしており、「街の先生」として講師への応募も可能。授

業コーディネーターが採用した案件については、授業として

企画される。 

・授業コーディネーターのほか、各種企画や運営をサポートす

るボランティアスタッフが約300名。 

・同様の形態で札幌市、東京都西側地域、名古屋市、京都市、

広島市、福岡市、鹿児島県、沖縄県に姉妹校があり、運営等

の相互支援を行っている。 

参

考 

http://www.shibuya-univ.net/ 

 

  

http://www.shibuya-univ.net/


学び直し／シニア／国内／大学・企業・（市区町村） 

Ａ―23 くるるセミナー／東京大学・柏市、岐阜大学・十六銀行 

概

要 

 東京大学高齢社会総合研究機構が中心となり、高齢者、特に企業退職者を対象と

して、生涯学習を通じて地域住民の間につながりを作りだし、自主的な社会参加を

促すため、セミナーを実施している。 

「くるる」とは、元気に活躍されるシニアの方々をイメージした言葉「きく」

「みる」「する」の語尾をとったもの。 

基

本

情

報 

実施主体 東京大学高齢社会総合研究機構・柏市／柏市社会福祉協議会、 

岐阜大学・十六銀行 

協力機関 ― 

関連する計画等 ― 

対象地域 国内 

対象者 主にシニア世代。また、柏市で実施するものは、柏市内在住

者。 

実施期間 2001年～ 

内

容 

目標/ねらい 単に生涯学習の講座に参加するだけはなく、そこで出会った

人々とサークル活動やボランティア活動に自主的に取り組み、

まちで活躍する。 

成果・課題 ・開始から15年で延べ２万名が参加、約1,000名が関連した活動

を継続。 

・同じ関心を持つ受講者が集まることにより、受講後も年に４

～５つほどセミナーをもとに自主的に活動グループやボラン

ティアグループが立ち上げられている。 

特徴 ・銀行が物的・資金的な条件を提供し社会に貢献して企業価値

を高めるとともに、大学が知的・人的条件を提供する産学連

携プロジェクトとして開始。当初は銀行にとって費用の持ち

出しだったが、徐々に社会的な価値が高まり営業的にも効果

が生まれるようになった。 

・シニア世代を家から引き出す「基本セミナー」、その次に自

らのグループをつくって行う「発展セミナー」、さらに自主

グループを組織して社会的な様々な活動を行う「自主活動」

の３段階を意識したプログラム。 

・講座の内容は、ウォーキングセミナーなど、身体を動かしな

がらグループづくりを行う講座が中心。併せて高齢期の暮ら

しや健康に関する座学講座など、様々なジャンルで開講する

ことにより、学びながら仲間づくりができる環境を整備。 

参

考 

http://www.iog.u-tokyo.ac.jp/?page_id=1908 (東京大学高齢社会総合研究機構) 
http://www.juroku.co.jp/personal/consultation/kururu/（十六銀行） 

http://www.iog.u-tokyo.ac.jp/?page_id=1908
http://www.juroku.co.jp/personal/consultation/kururu/


学び直し／シニア／国内／大学 

Ａ―25 グリーンアカデミー／東京農業大学 

概

要 

 東京農業大学は、シニア世代の花と緑の年間講座と題して、シニア世代を対象と

して、大学の教育ノウハウをもとに園芸・造園の知識と技能の習得を図る場として

グリーンアカデミーを開講している。 

○ グリーンアカデミー本科では、教養科目と専門科目からなる講座を行い、座学

だけではなく、実習を実施。本科修了後、より専門的に学びたい人のために、

専科も開講。 

○ 修了後には公園や庭園などの管理やガイドなどで活躍する受講生も多く、園

芸・造園のボランティアとして社会で活躍するうえでの貴重な学びの場となっ

ている。 

基

本

情

報 

実施主体 東京農業大学 
協力機関 ― 

関連する計画等 ― 

対象地域 国内 

対象者 本科：健康で学習意欲のあるシニア世代の者（定員80名）。選

考として面接を実施。 

専科：本科を修了した者（定員全コース合計150名）。選考は抽

選及び書類審査を実施。 

実施期間 1975（昭和50）年～。 

（設立当時は東京農業大学成人学校、平成22年よりグリーンア

カデミーとして活動を開始。） 

内

容 

目標/ねらい 園芸・造園の知識と技能の習得を図るとともに、共に学び、趣

味を活かして豊かな教養と生きがいのある生活を創る。 

成果・課題 ・平成28年４月現在：在籍生徒数284名、修了者総数10,920名 

・修了後には公園や庭園などの管理やガイドなどで活躍する受

講生も多く、園芸・造園のボランティアとして社会で活躍す

るうえでの貴重な学びの場となっている。 

特徴 ・講座料（受講料、実習費、設備費等込）：（本科）276,000

円、（専科）約250,000円。 

・授業：（本科）週３日10～15時（火：教養科目、水・木：専

門科目）。大学の教授陣を中心とした多彩な講義と野菜・花

作りなどの栽培実習を行う。（専科）週２日10～15時（火：

教養科目（任意）、木：専門科目）。草花・果樹・野菜・造

園・みどりの地域づくりの５コースに分かれて講義と実習を

行う。修業年限はそれぞれ１年。 

参

考 

http://www.nodai.ac.jp/seijingakou/index.html 

http://www.nodai.ac.jp/seijingakou/index.html


学び直し／シニア／国内／民間企業 

Ａ―27 カルチャーレストラン／株式会社日本コスモトピア 

概

要 

 カルチャーレストランとは、シニア層をターゲットとした生涯学習教室向けの

ICT教材を活用した教室運営ビジネス。株式会社日本コスモトピアが教室を開業す

るビジネスオーナーを募集、フランチャイズ契約し、カルチャーレストランとして

パソコン教室、脳トレ講座、趣味作り講座等の教室を運営する。 

基

本

情

報 

実施主体 株式会社日本コスモトピア 

協力機関 ― 

関連する計画等 ― 

対象地域 国内 

対象者 （受講対象者はシニア） 

実施期間 2014年～ 

内

容 

目標/ねらい シニア世代に学ぶ意欲や発信力を増大させ社会とのつながりを

持つことを目指し、生涯学習教室として地域に密着した「学び

の場」と「憩いの場」を提供する。 

成果・課題 ― 

特徴 ・教室を開業するオーナーに対して、ICT教材の提供と、地域の

特性を活かした特色ある教室づくりに向けた運営をサポー

ト。 

・教室の内容は、脳トレ講座やパソコン教室、趣味づくり講

座、歴史等の大人塾など多様。受講は基本的には映像コンテ

ンツで行う。教室には、学びの場だけではなく、団らんや情

報交換のための憩いの場を提供。 

・開業形態としては、介護事業との併営が一番多数。新規の開

業者の９割以上が学習塾などの教育ビジネスの経験がなく、

異業種からの参入。 

参

考 

https://www.cosmotopia.co.jp/culture/ 

 

  

https://www.cosmotopia.co.jp/culture/


学び直し／現役・シニア／国内／大学 

Ａ―28 岸和田サテライト／和歌山大学 

概

要 

 和歌山大学は、岸和田市との地域連携推進協定に基づき、岸和田サテライトを設

置。地域連携コーディネータを配置し、①高等教育（学部開放授業等）、②生涯学

習（各種講座等）、③地域研究（教育研究活動のコーディネート）、④各種連携

（友の会など）により、世代を超えた学びと地域づくりの支援を行っている。 

基

本

情

報 

実施主体 和歌山大学 

協力機関 岸和田市 

関連する計画等 和歌山大学・岸和田市地域連携戦略ビジョン2014-2023 

対象地域 国内 

対象者  

実施期間 2006年～ 

内

容 

目標/ねらい 社会状況の変化や地域のニーズに応じた地域密着型の高等教育

や生涯学習、地域連携事業を実施する。 

成果・課題 2015年度までの①高等教育の開講授業の受講者は延べ1,366名。 

特徴 ① 高等教育：［学部開放授業］18 歳以上を対象に大学の正規

の教養科目を土曜日に開講。成績評価や単位認定なし。聴

講料は１科目につき 10,000 円、登録後４年間の聴講申請が

可能。［大学院科目等履修生］大卒以上の者を対象に大学

院経済学研究科の授業を平日夜間・土曜日に開講。単位認

定あり（１科目につき２単位）。授業料は１科目につき

28,800 円、２年間の履修申請が可能。本学の授業も科目等

履修生として履修可能。 

② 生涯学習：［わだい浪切サロン］大学の教職員が中心とな

って、地域に身近な研究テーマやトピックスを解説。参加

者は高校生～80 歳代まで。終了後は自由参加の懇談会があ

る。 

③ 地域研究：住民参加型の地域課題研究プログラム、学内公

募型プロジェクトによる地域研究事業を実施。 

④ 各種連携：［サテライト友の会］サテライトで学ぶ市民の

親睦団体。年２回の講演会やサテライト事業への参加協

力、地域への情報発信を実施。会員は 2016 年度末時点で約

120名。 

参

考 

http://www.wakayama-u.ac.jp/kishiwada/index.html 

 

  

http://www.wakayama-u.ac.jp/kishiwada/index.html


学び直し／シニア／国内／市区町村 

Ａ―29 生涯大学／東京都世田谷区 

概

要 

 東京都世田谷区は、60歳以上の世代を対象として、シニア世代の学び舎、新しい

高齢者文化の創造と発信の基地、健やかに生きるための健康づくりの教室として、 

生涯大学を開講している。 

○ 学習内容は、コース別の講義・ゼミナールと健康体育をセットで受講。 

○ 修業年限は２年、希望する修了生は自主研究会を組織し、さらに２年間の自主

研究を行う。 

基

本

情

報 

実施主体 東京都世田谷区 

協力機関 ― 

関連する計画等 ― 

対象地域 東京都世田谷区 

対象者 世田谷区在住の60歳以上で、学習意欲があり２年間出席できる

者。募集人数は各コース30名、計150名。 

実施期間 1976年～（設立当初は老人大学） 

内

容 

目標/ねらい シニア世代が「見知らぬ自分」の発見と自己啓発を通して新し

い人生（ライフスタイル）を創造し、そこで習得した知識と経

験を活用してコミュニティづくりに主体的に参加する。 

成果・課題 ・卒業後も、半数以上が地域活動や自主的な勉強を継続。 

・講座内容がマンネリ化しないように工夫していくことが課題

の一つ。 

・近年低下してきた応募倍率の引き上げも課題となっている。 

・修了生は同窓会に加入することができ、講演会、見学会等で

交流、幅広く活動している。 

特徴 ・大学は世田谷区立健康増進・交流施設「せたがや がやがや

館」に設置。運営会議を設置し、定期的に協議を図り運営。 

・コースは、社会と歴史、福祉学習、メディアと文化、読・

書、東京・世田谷の歴史の５つ（健康体育は全コースで必

修）。受講料は年額14,000円。 

・授業は週１回、年間30日。研修として施設見学を行い、講

師、学生間の交流を図っている。クラス委員や当番（日直）

があり、在校生の協議機関として学生協議会も設置。 

・学生が主体となって生涯大学学園祭や、高齢者クラブ・シル

バー人材センターと共催するいきいきせたがや文化祭も開

催・運営する。 

・大学での２年間の学習成果や思い出を修了記念として作品集

にまとめる。 

・２年次では自主研究会準備委員会を設置し、自主研究会の立

ち上げの準備を行う。 

参

考 

http://www.city.setagaya.lg.jp/konnatoki/1003/1034/d00009931.html 

http://www.city.setagaya.lg.jp/konnatoki/1003/1034/d00009931.html


学び直し／現役・シニア／国内／市区町村 

Ａ―30 市民大学／東京都世田谷区 

概

要 

 東京都世田谷区は、幅広いテーマで地域に密着した問題を取り上げ、区民だれも

が参加できる区民のための学習の場として、世田谷市民大学を開講している。 

○ 学習コースは曜日ごとに、政治、社会、経済、人間の４つあり、それぞれゼミ

ナールと昼間講座で構成。その他、少人数特別講座、土曜講座、サマーフォー

ラム、公開講座を実施。 

基

本

情

報 

実施主体 東京都世田谷区 

協力機関 ― 

関連する計画等 ― 

対象地域 東京都世田谷区 

対象者 原則として18歳以上の区内在住・在勤・在学の者。 

実施期間 1981年～ 

内

容 

目標/ねらい 政治・社会・経済・人間に関連した幅広いテーマや地域社会に

密着した問題を取り上げ、市民自治の担い手に必要な現代社会

の諸問題に対する確かなものの見方を培う。 

成果・課題 ・受講生の大半がリピーターで、高いレベルの授業を実現。 

・①現役世代と②新規の高齢受講者の参加を促すことが課題。 

特徴 ・カリキュラムは、区長の委嘱を受けた世田谷市民大学運営委

員会が編成。 

・2017年度より全てのコースのゼミを単年度に移行し、昼間講

座の必修制を廃止（これによりゼミのみの受講が可能）。 

（ゼミナール）各コース毎に講師の指導のもと、発表・討論を

して自主的に学習。昼間に開講、週１回、年間24回。定員は

各コース25名、受講料は17,000円。 

（昼間講座）講義形式で実施。各コース毎に２講座ずつ開講。

１講座は週１回、年間12回。定員は各講座90名、受講料は

7,000円。 

（少人数特別講座）土曜日に少人数で実施。前期・後期で各１講

座開催、各講座全６回。定員は各30名、受講料は5,000円。 

（土曜講座）講義形式で土曜日に開講。前期・後期との２～３

講座開催、各講座全６回。定員は各講座90名、受講料は

5,000円。 

（世田谷市民サマーフォーラム）短期集中型講座。統一テーマ

で複数回開催。定員は90名、受講料は2,000円。 

（その他）公開講座（年２～３回）の他、夏季に特別公開講座

（定員90名）を実施。無料。 

参

考 

http://www.city.setagaya.lg.jp/kurashi/106/150/657/d00130824.html 

http://www.city.setagaya.lg.jp/kurashi/106/150/657/d00130824.html


学び直し・地域／現役・シニア／国内／市町村・大学 

Ａ―39 KSソーシャル・ビジネス・アカデミー／川崎市・専修大学大学院 

概

要 

 川崎市と専修大学大学院は、連携してソーシャル・ビジネス・アカデミーを開講

し、大学院レベルの講義と、地域の課題解決に取り組むNPOでの現場体験などを提

供し、コミュニティ・ビジネスを学ぶ講座を開講している。 

基

本

情

報 

実施主体 川崎市、専修大学大学院 

協力機関 ― 

関連する計画等 ― 

対象地域 ― 

対象者 定員150名（学生、教員、一般） 

実施期間 2008年度～（2010年度まではKSコミュニティ・ビジネス・アカ

デミーとして開講） 

内

容 

目標/ねらい 市民の新たな活躍の場・職業獲得や起業を支援し、市民の社会

ビジネスへの参画促進を目的とする。 

成果・課題 前身の「KSコミュニティ・ビジネス・アカデミー」もあわせる

と、修了生は250名程度に達する。 

特徴 ・2017年度は、専修大学大学院公開講座として、「ソーシャ

ル・ビジネスの現状と可能性」をテーマに全６回の講座を実

施。 

・受講料は無料。 

・修了後に、ソーシャル・ビジネスの起業・活動を支援するた

め、川崎市・専修大学が主催して支援相談会を実施。 

 

 

参

考 

http://www.city.kawasaki.jp/280/page/0000063036.html 
 

 

  

http://www.city.kawasaki.jp/280/page/0000063036.html


学び直し／シニア／国内／市区町村 

Ａ―41 生涯現役夢追塾／北九州市 

概

要 

 北九州市は、これから高齢期を迎える世代を対象に、生涯現役夢追塾を開講

し、今まで培ってきた技術や経験等を活かしながら、退職後も生涯現役として社

会貢献活動などの担い手を育成するための講座を実施している。 

基

本

情

報 

実施主体 北九州市（指定管理者：北九州市社会福祉協議会・里山を考え

る会共同事業体） 

協力機関 ― 

関連する計画等 ― 

対象地域 北九州市 

対象者 50歳以上の市内在住者または市内勤務者（起業独立、コミュニ

ティビジネスの設立、NPOの設立・参画、まちづくりファシリ

テーター等に興味や関心があり、生涯現役としての活躍を目指

す、志高く意欲溢れる者）。 

定員は40名程度（書類審査と面接による選考あり）。 

実施期間 2006年度～ 

内

容 

目標/ねらい 退職後も生涯現役として社会貢献活動や経済活動などの担い手

として活躍していく人材を発掘、育成することにより、本市の

活性化を図る。 

成果・課題 １期生６２人の卒塾後８ヶ月時点でみると、２７人（４４％）

が独立、起業等を達成している。 

特徴 ・受講料は年間５万円。 

・基本的に週１回の講座を平日の夜間に実施（10か月間）。 

・講座は基礎講座と専門講座から構成。基礎講座は、グループ

活動に必要な能力、プレゼンテーションなど地域で活動する

際の能力の養成を行う。専門講座は、NPO団体等から実際の活

動のノウハウを学び活動形態の検証を行うとともに、グルー

プごとにプロジェクトを立ち上げ実践の準備を進める。 

・学習手法としてPBL（課題解決型学習）を導入。受講修了

後、実践に取り掛かれることを目指し、様々な活動をしてい

る講師による講義を実施。また、塾生も講師となり互いに学

びあう。 

・大学生等の若い世代にも参加してもらい多世代交流を通じて

コミュニケーション能力等を身につけ、多様な感性による気

づきの場としている。 

・修了生の相互支援と交流を図るため同窓会が設立されてい

る。 

参

考 

http://www.yumeoi.org/ 
https://yumedoso.jimdo.com/（夢追塾同窓会） 

http://www.yumeoi.org/
https://yumedoso.jimdo.com/


 

学び直し／シニア／国内／大学 

Ａ―31 シニア世代僧侶育成プログラム／正眼短期大学 

概

要 

 正眼短期大学では、定年退職後のシニア世代を対象として、僧侶になるために必

要な知識を身に付けられる社会人教育プログラムとして、シニア世代僧侶育成プロ

グラムを実施している。 

基

本

情

報 

実施主体 正眼短期大学 

協力機関 正眼寺 

関連する計画等 ― 

対象地域 国内 

対象者 55歳以上の者（主に定年退職後の者） 

実施期間 2013年度～ 

内

容 

目標/ねらい 僧侶を目指すシニア世代の育成を目的とする。行と学を一体と

して僧侶に必要な知識を身につける。 

成果・課題 ・２年～２年半の学習（坐禅・授業等）を経て僧侶として就

職。 

・2015年12月に、正眼短期大学で学んだ高齢得度者として初の

住職が誕生。 

特徴 ・寺院の子弟でなく一般の者でも修了により僧侶を目指せる。 

・入学前に一泊二日の体験入学し、坐禅や授業、寮生活を経験

したうえで入学するか判断する。 

・住職コースと僧侶コースを設置。住職コースは、学生と学び

ながら同時進行で修業をするコース（最短２年で卒業）と、

学生として寮で生活する期間と僧堂で生活する期間が分かれ

ているコース（最短で２年半で卒業）がある。 

・僧堂の修業に入る前に、学生として禅仏教を学ぶ。大学での

学習は、授業と寮生活で禅僧として必要な基礎知識や所作な

どを学ぶ。また、授業の他に、お経や食事作法の指導を受け

る。 

・面談により師匠を紹介。 

・寮の部屋代は無料。また、社会人優待制度（入学金・授業料

半額）あり。 

・高齢者が修業を続けられるための生活面での配慮あり。 

参

考 

http://www.shogen.ac.jp/publics/index/125/ 

 

http://www.shogen.ac.jp/publics/index/125/


学び直し／シニア／国内／大学 

Ａ―33 シニア研究生・シニア大学院生／東京経済大学大学院 

概

要 

 東京経済大学では、50代以上のシニア層を対象として、大学院における専門的な

教育を提供するため、全国に先駆けてシニア研究生・シニア大学院生制度を設立

し、学生を受け入れている。 

基

本

情

報 

実施主体 東京経済大学大学院 

協力機関 ― 

関連する計画等 ― 

対象地域 国内 

対象者 （研究生）入学時点において大学卒業後もしくは学士の学位取

得後30年以上を経た者。書類審査及び口述試験にて選考。 

（大学院生）入学時において満52歳以上で、大学を卒業した者

もしくは学士の資格を有する者。書類審査、課題レポート及び

口述試験にて選考。 

実施期間 （研究生）2002年度～ 

（大学院生）2006年度～ 

内

容 

目標/ねらい 学部卒相当の学歴を持ち向学心に燃えるシニア層を一定のハー

ドルを設けたうえで研究生として迎え入れる。さらに、勉学意

欲旺盛なシニア層を大学院生として受け入れ、その研究意欲に

誠実に対応する。 

成果・課題 ・大学院レベルの専門的な教育を提供。 

・修業後に講師等に就いた事例は僅かにみられる。 

特徴 （研究生） 

・授業料は392,000円、正規大学院生や研究生に比べて低く設

定。在学期間は半年か１年を選択することができ、通算で３

年間まで延長が可能。 

・科目等履修生制度を利用して単位認定を受けられる。 

（大学院生） 

・標準修業年限は従来型の２年の他、３～４年といった長期標

準修業年限を選択することも可能。その場合、年間学費が2/3

あるいは1/2とするなど経済事情やライフスタイルに対応。 

・2017年度から、コミュニケーション学研究科では博士シニア

の募集も開始。 

・修了生で非常勤講師として学部生を対象とした授業を担当し

たOBもいる。 

参

考 

http://www.tku.ac.jp/graduate_school/senior-gs/ 

 

  

http://www.tku.ac.jp/graduate_school/senior-gs/


学び直し／（現役・シニア）／国内／大学 

Ａ―24 オープンカレッジ／早稲田大学エクステンションセンター 

概

要 

 早稲田大学エクステンションセンターは、大学の教育研究機能を広く社会に開放

し、多様な学びの要望に応えるため、公開講座（オープンカレッジ）を展開してい

る。 

○ 早稲田、八丁堀、中野の３つのキャンパスに 10ジャンル 1,800講座を開講。講

師は学内教授のみならず学外からも多彩な講師陣を招聘。 

○ 受講生の継続学習の励みとなるよう独自の単位制を設定し、所定の単位を取得

るとオープンカレッジ修了証書が授与される。 

基

本

情

報 

実施主体 早稲田大学エクステンションセンター 

協力機関 ― 

関連する計画等 ― 

対象地域 国内 

対象者 会員制（年齢・学歴等の入会条件や入学試験は無し） 

（2014年度よりトライアルのためのビジター制度も導入） 

実施期間 1981年～（エクステンションセンター設立） 

内

容 

目標/ねらい 大学の教育研究機能を広く社会に開放し、公開講座を学ぶ意欲

のある人々に提供する。 

成果・課題 ・修了に必要な単位を満たした修了生は2,000人以上。 

・現役世代を対象としたプログラムを一層充実させることが今

後の課題。 

・シニア世代にとって、仲間作りや地域活動に繋がる学びの機

会を広げていくことも重要と認識。 

特徴 ・男女比は４：６、10～90代まで約３万人の会員が在籍。入会

金8,000円（４年度間有効）のほか、講座毎の受講料を支払

う。 

・先行申込や紹介制度（フレンドシップ制度）などの割引制度

あり。 

・企業や機関等の単位で異業種との交流や研修、自己啓発に利

用するため、法人会員制度を設置。 

・会員は早稲田大学中央図書館の利用（貸出は除く）、生協組

合への加入、一時預かり専用託児室の利用等が可能。 

・全講座回数の２／３以上に出席すると単位が付与。所定の単

位数（76単位）を取得すると修了証書が授与され、早稲田大

学推薦校友（同窓会の準会員）となる道が開かれる。また、

150単位以上修得した場合「オープンカレッジ紺碧賞」が授与

される。 

・2003年には修了生の自主運営で親睦を図る目的で稲修会が発

足、総会や親睦会を実施している。 

参

考 

http://www.ex-waseda.jp/about/ 
  

http://www.ex-waseda.jp/about/


学び直し／（現役・シニア）／国内／大学 

Ａ―36 リバティアカデミー／明治大学リバティアカデミー 

概

要 

 大学の知的財産を社会に還元するための生涯学習拠点として、明治大学リバティ

アカデミーを設立。「教養・文化」「ビジネスプログラム」「資格・実務・語学」

の３つの分野で年間400を超える講座を開設し、５つの拠点で約20,000人が学んで

いる。 

基

本

情

報 

実施主体 明治大学リバティアカデミー 

協力機関 ― 

関連する計画等 ― 

対象地域 国内 

対象者 会員制（年齢・学歴等の入会条件や入学試験は無し） 

実施期間 1999年度～ 

内

容 

目標/ねらい 生涯学習（生活や職業能力の向上、自己実現を目指して、自発

的な意思に基づき、必要に応じて、自己に適した手段・方法を

自ら選んで、生涯を通じて行う学習）の支援をする。 

成果・課題 ・開講数：年間約400講座（教養・文化からビジネス科目まで広

範に提供） 

・受講生数：延べ約２万人。 

・シニア世代では就労を目的とした受講ニーズはほとんどない 

特徴 ・開催場所：学内の５つのキャンパス等 

・受講層：シニア中心ながら、小学生から、学生・主婦層等幅

広い年齢層が受講。 

・入会金3,000円（３年度有効）講座毎の受講料を支払う。ま

た、社外研修等に利用するため、受講料が割引となる法人優

待制度を設置。 

・会員は明治大学図書館の利用が可能。 

・一部講座では、全講義回数の4/5以上出席した受講者に対して

履修証書を発行。 

・継続的な学習を支援し、受講成果を認証することを目的とし

て、独自にアカデミー・ポイント制度を設置。全講義回数の

4/5以上出席するとポイントが付与され、規定のポイントを修

得した受講生には、独自の称号を授与し修了を認証する。 

・３つの分野の通常講座のほか、エグゼクティブビジネスプロ

グラム（ビジネススクールを中心としたカリキュラムをベー

スに企業と連携して高度な学びのプログラムを提供）、女性

のためのスマートキャリアプログラム、女性の仕事復帰・キ

ャリアアップを支援するビジネスプログラムを開講。また、

教員免許状更新講習も実施。 

参

考 

https://academy.meiji.jp/ 

https://academy.meiji.jp/


 

学び直し／シニア／国内／大学 

Ａ―34 シニア専修コース／園田学園女子大学 

概

要 

 園田学園女子大学は、公開講座の発展型である３年制の専門コースとして、シニ

ア専修コースを開講。文学歴史学科、国際文化学科、情報学科の３つの学科を設置

し、セカンドライフの学びの場を提供している。 

基

本

情

報 

実施主体 園田学園女子大学 

協力機関 ― 

関連する計画等 ― 

対象地域 国内 

対象者 生涯学習に関心があり3年間学習する意欲のある者（学歴、性

別、年齢を問わず）。 

（募集定員）文学歴史学科：40名、国際文化学科：40名、情報

学科：30名 

実施期間 2002年～ 

内

容 

目標/ねらい 生涯にわたって学びたいと希望する方々に学びの場を提供する

とともに、学習を通じて個人的成長を促すことはもとより、社

会に貢献する人材を育成する。 

成果・課題 在籍者数：328名（平成25年） 

開講講座数：44科目(内研究生科目７科目)（平成25年） 

特徴 ・経費は、入学金10,800円、授業料年間86,400円（２科目

分）。 

・修業年限は３年。毎年２科目、３年間で６科目以上履修す

る。履修認定、卒業認定は、出席状況（3/4以上、受講態度）

により実施。 

・卒業時には卒業証書と共に履修証明書を交付。また、卒業後

は研究生として在籍し、興味のある科目を継続して学ぶこと

も可能。 

・図書館等の教育施設や食堂等を学部学生と同様に利用可能、

若い学生との交流の場となっている。 

・多種多様なクラブ・同好会が受講生により自主的に立ち上げ

られている。また、クラス委員、学園祭の活動に参加するこ

とで、新たなチャレンジの場を発見するほか、受講生同士の

豊かな交流の機会となっている。 

参

考 

http://www.sonoda-u.ac.jp/exten/syougai/senior/ 

 

  

http://www.sonoda-u.ac.jp/exten/syougai/senior/


学び直し／シニア／国内／大学 

Ａ―32 シニア入試／明治大学大学院商学研究科 

概

要 

 明治大学大学院商学研究科では、職業経験豊かな60歳以上の定年退職者を対象と

して、特別の入学者選抜を実施している。職業経験から得た知識を、修士の学位を

得るための学術論文という形にする。 

基

本

情

報 

実施主体 明治大学大学院商学研究科 

協力機関 ― 

関連する計画等 ― 

対象地域 国内 

対象者 入学時に60歳以上の者（原則として、同一の職種または業種に

25年以上の勤務経験を有する定年退職者）かつ、大学を卒業し

た者又は卒業する見込みの者 

（入学試験として書類審査と面接試問を実施） 

実施期間 2012年度～ 

内

容 

目標/ねらい 長年の職業経験を新たな実践知の創造に結び付け、次世代に伝

承しようとする、意欲あるシニア層の研究を支援する。 

成果・課題 ・入学後は、大学院生と共に学びながら、長年の勤務経験を活

かした研究を実施。 

・大学院での学び直しが就職に繋がったケースはまだない。 

特徴 ・商学の研究分野に直接関係する仕事の経験は必須。経済、商

業、経営、会計、金融・証券、保険、交通、貿易の８つの系

列が設置されており、これらに関する研究を実施。 

・学費は１年次が約74万円、２年次が約54万円。 

・授業はシニア院生だけを対象としたものではなく、他の入試

で合格した大学院生と一緒に実施。シニアであることに対す

る特別な配慮はない。 

・授業は、講義、演習、文献研究という３つの形式で実施。演

習形式の割合が多く、ほとんどの授業が10名未満の少人数で

実施。 

・博士前期課程の標準修業年限は２年間、最長で４年間在籍可

能。終了後は修士（商学）が授与される。 

参

考 

https://www.meiji.ac.jp/dai_in/commerce/admission-senior.html 

 

  

https://www.meiji.ac.jp/dai_in/commerce/admission-senior.html


学び直し／シニア／国内／大学 

Ａ―35 フェニックス方式（AO入試）／広島大学 

概

要 

 シニア世代が生涯学習型高等教育を受けるための入学制度として、AO入試フェニ

ックス方式を実施。当制度を活用して毎年10名前後のシニアが学部に入学し、一般

学生とともに勉学に励んでいる。 

基

本

情

報 

実施主体 広島大学 

協力機関 ― 

関連する計画等 ― 

対象地域 国内 

対象者 高卒同等以上 

総合科学部・文学部・生物生産学部：満50歳以上の者 

教育学部・法学部・経済学部：満60歳以上の者 

（各学部の所定学科で若干名の募集） 

実施期間 2001年度～ 

内

容 

目標/ねらい 総合大学として広範な学問分野を擁する本学での学習・研究を

通じて、中高年の方が長年にわたり蓄積されてきた知識・経験

を学術的にまとめるとともに、生涯にわたって学び続けること

の意義を受けとめる。 

成果・課題 毎年10名前後のシニアが学部に入学している。 

特徴 ・選抜方法は、主に小論文及び面接により、受験者の入学目的

が明確であるか、その入学目的が本学の提供する教育機会・

方法によって実現可能であるか、志願者自身が入学目的を実

現するに足る能力（基本的学力、関心・意欲）を有している

か否かを確認。 

・入学金（282,000円）、授業料年額（535,800円）。法学部と

経済学部の夜間主コースについてはそれぞれ半額。 

・入学者は、現行の学部学生の履修基準に従って学習。豊富な

授業科目を活用して、それぞれの学習歴や学習目的に合せた

修学が可能。 

・長期履修学生制度として、修業年限を延長することが可能。

在学年限の範囲内で無理なく講義を受けることができ、入学

以前に大学等で習得した単位の認定も可能。 

・大学院へのフェニックス入学制度もあり、学習の到達状況、

研究内容のレベルに応じた学習活動が可能。 

参
考 

https://www.hiroshima-u.ac.jp/nyushi/yoko_doga/yoko#ao 

 

  

https://www.hiroshima-u.ac.jp/nyushi/yoko_doga/yoko#ao


学び直し／（現役・シニア）／国内／大学 

Ａ―37 まなびのパスポート／相模女子大学 

概

要 

 相模女子大学は、市民に身近な生涯学習の機会を提供するため、2013年度にまな

びのパスポート制度を創設。受講者は、大学で実際に開講されている科目から、希

望に合わせて自由に何科目でも受講できる。 

基

本

情

報 

実施主体 相模女子大学・相模女子大学短期大学部 

協力機関 ― 

関連する計画等 ― 

対象地域 国内 

対象者 意欲をもって受講を希望する者、大学の教育及び研究活動に対

し十分に理解がある者、公共交通機関及び徒歩、自転車で通学

できる者。（年齢・学歴・性別不問） 

実施期間 2013年度～ 

内

容 

目標/ねらい 学び直ししたい、教養・興味の幅を広げたい、大学の講義に関

心があるなど、高い学習意欲のある者に活用してもらう。 

成果・課題 年間40名程度が利用。 

特徴 ・受講期間は半期単位（春学期・秋学期）、各期15週15回の授

業。 

・受講料は１科目20,000円、２科目40,000円、３科目以上

60,000円。 

・対象となる約350科目／年間から希望する科目を受講。自分で

時間割を作成し、学生と一緒に受講する。 

・本制度により単位の取得は不可。 

・受講者は、附属図書館、学生食堂、ラウンジ等に設置してい

る学生用パソコン、学生ポータルサイトの利用が可能。 

参

考 

http://www.sagami-wu.ac.jp/lifelong/passport/ 

 

  

http://www.sagami-wu.ac.jp/lifelong/passport/


学び直し／現役・シニア／国内／公益社団法人 

Ａ―38 さがまちカレッジ／さがまちンソーシアム 

概

要 

 さがまちコンソーシアム（公益社団法人相模原・町田大学地域コンソーシアム）

は、相模原市と町田市を生活圏とする地域の大学、NPO法人、企業、行政などから

構成。教育学習事業の一環としてさがまちカレッジを開講し、身近な話題をテーマ

とした講座を提供している。 

基

本

情

報 

実施主体 加盟機関：大学、専門学校、NPO法人、企業等、公益法人、行政

（相模原市、町田市）、企業等（賛助会員） 

協力機関 ― 

関連する計画等 ― 

対象地域 相模原市、町田市 

対象者 （特に制限なし） 

実施期間 2007年コンソーシアム設立（2010年公益社団法人認定） 

内

容 

目標/ねらい 学びの楽しさを伝えることを目的に、加盟機関の専門性を活か

しながら、暮らしに役立つ講座や社会的な課題の解決などをテ

ーマにした講座を実施する。 

成果・課題 （平成27年度）講座数：45、受講生数：1,668名 

満足度：70-80％ 

特徴 ・多様な学習による生活の質（QOL）の向上を目的とした講座を

実施。 

・講座の構成は、日常の暮らしに役立つ実践的な講座、各種技

能講座や趣味的講座、地域の課題を解決に導く専門的な講座

が中心。授業形態は演習・実技系が多い。受講生は幼児から

70歳代まで幅広い年齢層にわたる。 

・町田市においては、生涯学習センターを拠点に町田市連携講

座を実施。 

 

 

 

 

参

考 

（さがまちコンソーシアム）https://sagamachi.jp/ 
（さがまちカレッジ）https://sagamachi.jp/manabi/consuniv/index.html 

 

  

https://sagamachi.jp/
https://sagamachi.jp/manabi/consuniv/index.html


学び直し／（現役・シニア）／国内／大学 

Ａ―40 アカデミックパス／湘南工科大学 

概

要 

 湘南工科大学は、社会人を対象に、従来の聴講制度にあった年齢や学歴などの受

講条件をなくし、受講希望の科目を自分で選択して大学生と一緒に授業を受講する

アカデミックパス制度を実施している。 

基

本

情

報 

実施主体 湘南工科大学 

協力機関 ― 

関連する計画等 ― 

対象地域 国内 

対象者 年齢・学歴・性別不問（学生は対象外） 

実施期間 2004年度～ 

内

容 

目標/ねらい 地域社会に開かれた大学を目指す一環として、社会貢献の新し

い形として広く活用されることを目指す。 

成果・課題 年間30名程度が利用。 

特徴 ・受講期間は半期単位（前期・後期）。 

・受講料は受講科目数に関係なく、学期50,000円。 

・対象となる約300科目／年間から希望する科目を受講。自分で

時間割を作成し、学生と一緒に受講する。工学の専門科目以

外にも、語学などの教養科目も開講。 

・本制度により単位の取得は不可。 

・受講者は、メールアドレスの付与、図書館利用、学食割引、

オープン端末室使用等の優遇措置が適用。 

参

考 

http://www.shonan-it.ac.jp/public/academicpath/about/ 

 

 

 

 

 

 

http://www.shonan-it.ac.jp/public/academicpath/about/


 

事例集（２）働き方の見直し 

 

① 現役世代：（１）業務時間外の活動の支援等 

② 高 齢 者 ：（２）雇用制度の見直し等 

② 高 齢 者 ：（３）就労支援 
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① (1) 1 えひめ子育て応援企業認証制度 愛媛県教育委員会 ○ ◎ ◎ ○ ◎ ◎

① (1) 5 育自分休暇制度 サイボウズ ◎ ◎ ○ ◎ ◎ ◎

① (1) 9 プロボノ・ワーカーとＮＰＯの
マッチング

NPOサービスグラント ○ ◎ ◎ ◎

① (1) 4 社外チャレンジ・ワーク ロート製薬 ◎ ○ ◎ ◎ ○ ◎

① (1) 11 横浜アクションプランナー NPOアクションポート横浜 ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ◎

① (1) 12 川崎プロボノ部
川崎市（NPOｻｰﾋﾞｽｸﾞﾗﾝﾄが
運営）

○ ◎ ◎ ◎

① (1) 14 ナイスライフ休暇 アサヒビール ◎ ◎ ◎

① (1) 15 ｿｰｼｬﾙ･ｽﾀﾃﾞｨｰｽﾞ･ﾃﾞｰ（資生堂の社
会科）

資生堂 ◎ ◎

① (1) 17 二枚目の名刺 NPO二枚目の名刺 ◎ ◎ ◎ ◎

② (2) 6 アクティブ・エイジング制度 大和ハウス工業 ◎ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

② (2) 7 アクティブ・シニア社員 ファンケル ◎ ◎ ◎ ◎

② (2) 3 ライジング・クルー ドン・キホーテ ◎ ◎ ◎ ◎

② (2) 8 ７０歳雇用推進助成金 埼玉県 ◎ ○ ○ ○ ◎

② (2) 10 短時間正社員 不二物産 ◎ ◎ ○ ◎

② (3) 13 生涯現役!ｾﾙﾌﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽ実践ﾌﾟﾛｸﾞﾗ
ﾑ事業

松山市シルバー人材セン
ター

◎ ◎ ◎

② (3) 2 退職高齢者の派遣事業 高齢社 ◎ ◎ ◎

 場所

類
型

整
理
番
号

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ名等 運営主体

主な対象 特徴点



働き方の見直し／現役／県外／都道府県 

Ｂ―１ えひめ子育て応援企業認証制度／愛媛県教育委員会 

概

要 

 愛媛県教育委員会が、子供の教育・育成に制度面や活動面から積極的に取組む県

内企業と協定を結び、企業と行政が一体となった家庭教育の支援の充実と拡がりを

目指すもの。 

基

本

情

報 

実施主体 愛媛県教育委員会 

協力機関 ― 

関連する計画等 ― 

対象地域 愛媛県内 

対象者 主に愛媛県内において事業活動を行う企業のうち、企業・従

業員をあげて家庭教育支援に協力してもらう企業であって、当

該制度が掲げる8項目の具体例（プログラム、下記「特徴」参

照）のうち３事例以上を実施しているか、これから取組もうと

している企業 

実施期間 平成22年４月～ 

内

容 

目標/ねらい 企業と行政が一体となった家庭教育支援の充実と拡がりを目

指すもの。 

成果・課題 66企業と協定を締結 

特徴 ・8項目のプログラムの例としては次の通り（そのうち３項目以

上に取組む企業と協定を締結）。 

 学校へ行こう！：従業員への学校行事への参加の働きかけ

や、休暇が取りやすい職場環境づくりの取組み等 

 子どもに働く姿を見せよう！：自社見学を実施して大人の働

く姿を見せる等 

 子どものキャリア体験を進めよう！：子どもたちの活動のため

に自社施設を開放等 

 地域へ出かけよう！：地域の団体や学校の催し物等において

自社が取組む家庭教育に関する支援策を紹介す

る出前講座の実施、地域の清掃活動への参加等 

・協定締結企業の取組みは、教育委員会のホームページや刊行

物などで広くＰＲされる。 

・家庭教育についての講師の派遣も行っている。 

参

考 

愛媛県教育委員会事務局 生涯学習課 

http://ehime-c.esnet.ed.jp/shougai/kateikyoiku/kigyourenkei/kigyourenkei.html 

 

  



働き方の見直し／現役／県外／企業 

Ｂ―５ 育自分休暇制度／サイボウズ株式会社 

概

要 

転職・起業・ボランティアなどのために退職した後、６年以内ならば再入社でき

る『育自分休暇』制度を導入。社内ではできない経験を外で積んだ後、機会があれ

ば当社に戻りたい、という人を支援。 

基

本

情

報 

実施主体 サイボウズ株式会社 

協力機関 ― 

関連する計画等 ― 

対象地域 ― 

対象者 35歳以下の男女社員 

実施期間 2012年５月～ 

内

容 

目標/ねらい ・自社の仕事に誇りを持ち、優秀な成績をあげる社員の「他の

仕事やボランティア活動にも携わってみたい」というチャレ

ンジ精神を前向きに応援。 

・社外で学んだノウハウを、長期的には社内に還元してもらい、

企業利益につなげる。 

成果・課題 ・退職して海外青年協力隊に応募するケースなどがみられた。 

・副次的効果としては、制度導入前に退職したエンジニアやスタ

ッフも数人が再入社。 

特徴 ・35歳以下の正社員を対象。転職・起業・ボランティアなどの

ために退職した後、６年以内ならば再入社可能。 

参

考 

https://cybozu.co.jp/company/work-style/  
http://www.sankeibiz.jp/econome/news/131106/ecd1311060600003-n1.htm 

・本件以外にも、在宅勤務や兼業も幅広く認めるなど、柔軟な働き方を可能とする

様々な人事制度を導入。これにより、離職率が大幅に下がったほか、採用面でも

会社のイメージ・アップに大きく寄与。 
 

  

https://cybozu.co.jp/company/work-style/
http://www.sankeibiz.jp/econome/news/131106/ecd1311060600003-n1.htm


働き方の見直し／現役／県外／NPO  

Ｂ―９ プロボノ・ワーカーとNPOのマッチング／認定NPO法人サービスグラント 

概

要 

業務時間外に「プロボノ活動」をしたい職業人・企業人と、NPOや地域活動団体

等とを結びつけている（400以上の団体等を支援）。社員の社外活動を推進する

NEC、パナソニックなどは企業単位で当NPOと契約。 

基

本

情

報 

実施主体 認定NPO法人サービスグラント 

協力機関 社員の社外活動を推進する企業（企業等との協働プロジェクト

の場合） 

関連する計画等 NPO法（特定非営利活動促進法） 

対象地域 ・プロボノ・ワーカーは、東京・関西エリアで募集。 

・支援先（NPO等）は、東京・関西を中心に全国を対象。 

対象者 プロボノ・ワーカー、非営利組織（NPO・地域活動団体等） 

実施期間 2005年１月～ （2009年５月に現在のNPO法人を設立） 

内

容 

目標/ねらい ・ビジネス・スキルや専門知識を活かして、社会的課題解決に

取り組む非営利組織（NPO・地域活動団体等）の基盤強化を支

援するため、チームを組み「プロジェクト型助成」を行う。 

・職業人・企業人に、自身の能力を社会に役立て、かつ自身の

能力やネットワーク力を高める機会を提供する。 

成果・課題 ・プロボノ・ワーカーの登録者：3,422人（2017年７月現在）。 

・取り組んだプロジェクト：504（同。累計）。 

・経営・運営面などの人材不足を抱えるNPO側の満足度が高い。 

・職業人・企業人側も、スキルアップと人間的成長を実感。 

・当団体運営のための資金確保が課題。 

特徴 ・プロボノ活動（職業人として培ったスキルやノウハウを提供

して、社会貢献するボランティア活動）をコーディネート。 

・プロジェクトマネジメント、調査、マーケティング、デザイ

ン、ウェブ制作等、多様なスキルを持った20歳代から50歳代

のビジネスマンが多数登録。主力は入社10年前後。 

・支援先のNPOや地域団体を厳正に審査・採択した上で、 プロ

ボノ・ワーカー4～6名からなるプロジェクトチームを編成。 

・プロボノ・ワーカーは一般に募集するほか、社員の社外活動

を推進するいくつかの大手企業（NEC、パナソニック、三井住

友銀行、三菱商事等）が当団体と企業単位で契約。 

・東京都、川崎市など行政とも受託の形で協働している。 

参

考 

http://servicegrant.or.jp/  

http://bizgate.nikkei.co.jp/article/84410302.html 

http://fields.canpan.info/organization/detail/1818539619  

 

  

http://servicegrant.or.jp/
http://bizgate.nikkei.co.jp/article/84410302.html
http://fields.canpan.info/organization/detail/1818539619


働き方の見直し／現役／県外／企業 

Ｂ―４ 社外チャレンジワーク／ロート製薬株式会社 

概

要 

土日祝日、終業後の兼業を認める『社外チャレンジワーク制度』を導入。社員が

働き方を変え、社外で多様な経験をすることをプラスに評価。個々人が成長してい

く中で、斬新なアイデア等が社内にももたらされ、企業の競争力強化に繋がること

を期待。 

基

本

情

報 

実施主体 ロート製薬株式会社 

協力機関 ― 

関連する計画等 ― 

対象地域 ― 

対象者 入社３年目以上の社員 

実施期間 2016年２月～ 

内

容 

目標/ねらい ・「稼ぎ方ではなく、学び方・働き方の多様化」 

・社外の人と触れ合うことで、業務では得られない別な学びを

得ることによる、本人自身の成長。 

・斬新なアイデア等が社内にももたらされ、企業の競争力強化

に繋がることも期待。 

成果・課題 ・副業の希望先で最も多かったのは、ドラックストア（薬剤師

が、週末に調剤薬局において生活者と接することで勉強す

る）。そのほか、地ビールの製造・販売会社の起業（生産管

理担当の社員）など多種多様。 

・NPO法人での活動や、故郷を活性化するために企画を考案した

い。 

・60名の希望者のうち20名強が他社と兼業を開始。 

特徴 ・応募者は、20代から50代まで均等に分かれ、男女や年齢層に

よる偏りはなかった。 

・上司の理解や健康面での配慮が必要であることから、上長と

本人と人事と三者面談により採否を決定。 

参

考 

http://www.rohto.co.jp/news/release/2016/0614_01/  
https://forbesjapan.com/articles/detail/15393 

 

  

http://www.rohto.co.jp/news/release/2016/0614_01/
https://forbesjapan.com/articles/detail/15393


働き方の見直し／現役／県内／NPO  

Ｂ―11 横浜アクションプランナー／特定非営利活動法人アクションポート横浜 

概

要 

 アクションポート横浜は、「NPOに興味がある・地域で何か活動したい」という

若手社会人や学生と、「 若い力・新しい発想を活動に活かしていきたい」と考え

ているNPO法人をつなぎ、地域を活性化させる地域型プロボノ団体。その中でプロ

ボノ活動を「横浜アクションプランナー」として実施している。 

基

本

情

報 

実施主体 特定非営利活動法人アクションポート横浜 

協力機関 ― 

関連する計画等 ― 

対象地域 主に横浜市近辺 

対象者 若手社会人（学生も可）、地域のNPO、市民団体等 

実施期間 2010年７月～ 

内

容 

目標/ねらい ・NPO法人と若手社会人・学生をつなぎ、地域を活性化させる。 

成果・課題 ・７年間で延べ30団体のプロボノを支援（延べ参加者は約500人） 

・登録メンバーは124人（平成29年３月現在） 

・プロボノワーカーとして参加した若い世代は、プロボノ活動を通

じて成長し、視野を広げることができたと実感。 

・世代交代がうまくいかないNPOにとって、若い世代から関心を持

ってもらうこと自体が効果的な支援となっている。 

特徴 ・「若者の力で横浜を盛り上げよう！」を合言葉に、地域のNPOや

市民活動団体と連携した《地域を楽しむ、地域を知る》ためのプ

ロジェクトを展開。 

・チーム型・プロジェクト型（NPOサポート・プロジェクト、横浜

を盛り上げるプロジェクト、他NPOとのコラボ・プロジェクト

等）の活動を実施。 

・支援内容は、ウェブサイト・リーフレット作成、イベントの手伝

い、ボランティア活動のサポート・マネジメント・助言など。 

・プロボノワーカーは専門性よりも、NPO活動への関心を重視。 

・登録メンバーは、横浜在住または在勤者に加え、学生時代に横浜

に縁があった社会人も多い。 

・地域で何かしたい若者に対して「NPO」というスパイスを発信・

マッチングする目的で、若者がレポートするNPO情報サイト

「spice＋」を立ち上げ。 

参

考 

・http://yokohama-ap.jp/ 

・http://fields.canpan.info/organization/detail/1960328639 

 



働き方の見直し／現役・シニア／県内／基礎自治体  

Ｂ―12 川崎プロボノ部／川崎市 

概

要 

 地域貢献活動に関心のある「川崎プロボノ部」参加者と、支援を希望するNPO・

地域活動団体のマッチングを行う。 

基

本

情

報 

実施主体 川崎市市民文化局コミュニティ推進部協働・連携推進課 

協力機関 かわさき市民しきん（運営事務局） 

（2016年度はNPO法人サービスグラントが運営事務局を務め、か

わさき市民しきんが現場での活動を実施） 

関連する計画等 ― 

対象地域 川崎市 

対象者 ・地域貢献活動に関心のある、企業等に勤務経験のあるシニ

ア、個人事業主、企業等に勤務している現役世代等 

・市内のNPO・地域活動団体等 

実施期間 2015年度～ 

（2017年度はかわさき市民しきんが市から受託して実施） 

内

容 

目標/ねらい ・「そろそろ社会貢献やボランティアなども考えたい」「仕事

ひとすじの人生から、地域との関わりも増やしていきたい」

というシニアや現役世代へのプロボノ活動の機会の提供。 

・「総務」「経理」「営業」分野で運営上の課題をスッキリさ

せたい地域団体の困りごとを解決する。 

成果・課題 ・幅広い分野について短期間で団体を支援するプロジェクト「プロ

ボノチャレンジKAWASAKI 2016」では、25名のプロボノワーカー

が、文化・芸術や子育て、環境など６つの活動団体を支援した。 

・プロボノワーカーは現役で働く企業人や個人事業主、シニア世代

など、20代から60代以上まで幅広く参加。 

・プロボノ活動は、①シニアにとっては「地域デビューの予行演

習」となり、②若い世代にとっても、セクターの枠を超えたビジ

ネス連携を経験することによって、社内の仕事だけでは得られな

い応用力がつくなど、参加者にとって意義が大きい。 

特徴 ・チーム型（3～5人）で団体を応援。 

・法律関係（NPO法人の設立、内規の制定等）や課題整理（外部か

ら活動を評価）を含めたNPOの多様な課題に対応。 

・そのため、職種を設定してプロボノワーカーを募集。参加希望の

場合は、事前のNPOとの合同説明会への参加が必須。 

参

考 

・プロボノ部：http://www.city.kawasaki.jp/templates/press/250/0000089043.html 

・プロボノチャレンジ：http://www.city.kawasaki.jp/250/page/0000087817.html 



 

働き方の見直し／現役／県外／企業  

Ｂ―14 ナイスライフ休暇／アサヒビール株式会社 

概

要 

 所定基準を満たすボランティア活動を実施する場合、年間12日間の有給休暇が認

められる制度。個人申請と社内募集という２つの取得パターンがある。 

基

本

情

報 

実施主体 アサヒビール株式会社 

協力機関 ― 

関連する計画等 ― 

対象地域  

対象者 社員 

実施期間 1992年～ 

内

容 

目標/ねらい ボランティア活動、自治体の環境整備活動、全国規模のスポ

ーツ大会運営など、社員の公に対する支援活動をサポートす

る。 

成果・課題 ・個人申請：毎年15名～30名が制度を利用。イベントへの参加

が多い。 

・社内募集：2011年夏、東日本大震災のボランティア活動に約

250名が参加。 

特徴 ・同社にはスポーツや音楽イベントなどへのメセナ活動の企業

文化が根づいており、その社風を色濃く反映させた制度と言

える。 

参

考 

・http://www.asahigroup-holdings.com/csr/society/contribution.html 

・http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kinrou/dl/101216_03_h25_01.pdf 

 

・その他、資格取得のための通学、大学・大学院通学、語学力向上のための留学・

通学、ボランティア活動、配偶者の海外転勤に伴う同行による研鑽など、自らの

スキルアップのために利用できる「スキルアップ休職制度」も導入している。 

 

  

http://www.asahigroup-holdings.com/csr/society/contribution.html
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kinrou/dl/101216_03_h25_01.pdf


働き方の見直し／現役／県外／企業  

Ｂ―15 ソーシャル・スタディーズ・デー（資生堂の社会科）／株式会社資生堂 

概

要 

 ボランティア活動、ドナー登録や提供、献血活動、社会活動に役立つ資格・技

術・知識の習得（例えば、手話、点字、救命処置など）、地域との交流（自治会や

ＰＴＡなどの活動を含む）、社会問題に関する研究・観察・学習を積極的に支援。

１年間に３日を限度に社員の社会活動を業務扱いと認めている。 

基

本

情

報 

実施主体 株式会社資生堂 

協力機関 ― 

関連する計画等 ― 

対象地域  

対象者 社員 

実施期間 1993年～ 

内

容 

目標/ねらい  通常の業務だけではなく、社員に社会貢献活動を促し、「資

生堂の社会科」として学んだことを仕事に活かしてもらう。 

成果・課題 利用件数：124名、取得日：145日（2012年度） 

特徴 ボランティア休暇の場合、職場以外で活動するため個人で保

険加入などの手続きが必要だが、本制度は「業務扱い」なの

で、会社で保険加入手続きを行うなど、個人の負担が軽減さ

れ、より積極的に活用してもらうことができる。 

参

考 

・http://www.shiseidogroup.jp/sustainability/community/communication/club.html 

・http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kinrou/dl/101216_03_h25_06.pdf 

 

  



働き方の見直し／現役／県外／企業 

Ｂ―17 特定非営利活動法人 二枚目の名刺 

概

要 

 「二枚目の名刺」とは、組織や立場を超えて社会のこれからを創ることに取り組

む人が持つ名刺のことであり、主として会社の勤め人が企業で働きながら、自分の

経験やスキルを活かしてNPOを支援するプロボノ活動をコーディネートする。それ

によって、社会に価値を生み出していくことを目指す。 

基

本

情

報 

実施主体 特定非営利活動法人 二枚目の名刺 

協力機関 ― 

関連する計画等 ― 

対象地域 首都圏を中心とした地域のNPO 

対象者  

実施期間 2009年～ 

内

容 

目標/ねらい ・支援される側のNPOの成長だけを目的とせず、むしろ支援する

側が「社会人として成長・変化する」きっかけを生み出すこ

とに重点を置いている。 

・特に、勤め人を対象として、会社の仕事の中だけでは実現で

きない自分の価値観を表現する活動を側面支援。必ずしも、

特定のスキルを求めるものではない。 

成果・課題 ・勤め人を中心に年間約100名が参加。 

・2017年度は約10のNPOを支援。 

・彼らにとっては、活動領域を広げようとしているNPOの支援を

する過程で学ぶことが大きい。活動経験をヒントにして、本

業に関する商品開発をする例もある。 

・企業にとっても人材育成効果などがある（下記特徴参照）。 

特徴 ・支援対象となるNPOなどの活動分野は、子供教育、女性・母親

支援、医療健康、まちづくり、環境、国際問題など。支援サ

ービスの領域は組織戦略、事業戦略、機能戦略など。 

・年齢層は若い層（25～35歳）が主体であったが、最近では、

自身のスキルの社会還元や次のキャリアを意識しはじめてい

る45～55歳の層の参加も増加してきている。 

・企業側でも、異業種のプロジェクト実践を通じた次世代リー

ダーの育成や社会の先進分野との出会いを通じたイノベーシ

ョンなどでNPO支援活動に前向きであり、企業からの受託でプ

ロボノ活動を行う場合もある。（現在、約10社と実施)。 

参

考 

・http://nimaime.com/ 

 



働き方の見直し／シニア／県外／企業 

Ｂ―６ アクティブ・エイジング制度／大和ハウス工業株式会社 

概

要 

労働力不足の中、経験豊富な人材の確保を企図し、65歳以降を対象に「アクティ

ブ・エイジング制度」を導入。年齢上限のない嘱託として再雇用。対象者の７割が

同制度を利用。 

基

本

情

報 

実施主体 大和ハウス工業株式会社 

協力機関 ― 

関連する計画等 ― 

対象地域 ― 

対象者 65歳の定年退職者 

実施期間 2015年４月～ 

内

容 

目標/ねらい ・人手不足の中での人材確保とシニアの活用。 

・世代を越えた技術・ノウハウの伝承。 

成果・課題 ・対象者の７割が同制度を利用、100名程度が勤務（平成29年７

月現在）。 

・ベテラン社員の持ち味である豊富な経験・人脈を営業・技術

の各現場において活かせるとともに、若手社員へのノウハウ

の伝承を通じた人財育成に寄与。 

特徴 ・事業部門長からの推薦等に基づき、労働意欲があり、一定の

業績が認められるシニア社員を「年齢上限のない嘱託」とし

て再雇用。 

・対象者は、経済的な理由よりも、定年到来後もまだ働きたい

と考えて当制度を利用している。 

・１年更新 

・週４日フルタイム勤務、報酬20万円／月、賞与は職員の半分

程度の支給率 

参

考 

・2013年４月に「65歳定年制度」を導入し、正社員の定年を60歳から65歳に延長

(役職も継続可)。 

http://www.daiwahouse.co.jp/release/20150327094033.html 
http://www.jil.go.jp/event/ro_forum/20170321/resume/06-jirei-kikuoka.pdf  

 

  

http://www.daiwahouse.co.jp/release/20150327094033.html
http://www.jil.go.jp/event/ro_forum/20170321/resume/06-jirei-kikuoka.pdf


働き方の見直し／シニア／県内／企業  

Ｂ―７ アクティブ・シニア社員／株式会社ファンケル 

概

要 

技術・ノウハウを有するシニア層の人材活用を企図し、嘱託・パート・契約社員

等を問わず、65歳以降を対象に再雇用する『アクティブ・シニア社員制度』（1年

契約）を導入。 

基

本

情

報 

実施主体 株式会社ファンケル 

協力機関 ― 

関連する計画等 ― 

対象地域 ― 

対象者 ・65歳以上の社員。嘱託社員（正社員は定年が60歳。定年到来

後は嘱託社員となっている）や、契約社員、パートなどを問

わない。 

実施期間 2017年４月～ 

内

容 

目標/ねらい ・技術やノウハウの若い世代への継承。 

・シニア層の活躍できる労働環境の提供。 

・現役社員においては、長く働くことができるという意識が根

付くことを期待。 

成果・課題 ・同制度に基づく再雇用者は若干名。今後も若干の雇用を見込

んでいる。 

特徴 勤務日数や時間については会社が本人の希望を勘案して決定

するため、それぞれのペースで柔軟に働くことが可能。 

また、年齢の上限は基本的にはない。本人の元気とやる気が

続く限り、働くことができる。 

参

考 

http://www.fancl.jp/news/pdf/20170410_activesenior.pdf 
http://news.mynavi.jp/news/2017/04/10/324/  

 

  

http://www.fancl.jp/news/pdf/20170410_activesenior.pdf
http://news.mynavi.jp/news/2017/04/10/324/


働き方の見直し／シニア／県外／企業 

Ｂ―３ ライジング・クルー／株式会社ドン・キホーテ 

概

要 

人手不足を補うため、シフトを細分化して「開店前の品出し事務」というジョブ

を切り出し、高齢者のバイトを『ライジング・クルー』として雇用（2～3時間、週

2～3回の勤務）。午前中の売上が増加したほか、シニアの働き振り等が若手社員に

も好影響を与えている。 

基

本

情

報 

実施主体 株式会社ドン・キホーテ 

協力機関 ― 

関連する計画等 ― 

対象地域 ドン・キホーテ・グループの各店舗 

対象者 定年退職を迎え、第一線を退いた60歳以上のシニア層を中心に

主婦や学生、フリーター（約2,000人を募集） 

実施期間 2014年７月～ 

内

容 

目標/ねらい ・開店前の品出しの効率を上げる。 

成果・課題 ・スタッフ全体の労働環境の改善（品出し専門のスタッフがい

てくれることで、売り場スタッフは出勤してすぐに接客作業

に専念できるなど、社員やパート・アルバイトのスタッフが

別の業務にあてられる時間が増えた）。 

・開店直後からお客様を豊富な品揃えで迎えることができ、時

間帯売上がアップした。 

・副次的な効果として、シニアスタッフが現場に立つことで、

同じ世代の顧客が親近感を抱き、来店しやすくなった。ま

た、シニアを一緒に働くことで、若いスタッフが社会人とし

ての礼儀作法などを覚えるようになった。 

特徴 ・60歳以上を積極採用 

・勤務条件は、週２日以上・１日２時間以上 

・月２万円までの交通費支給や社会保険制度、社員登用制度な

どの待遇面も充実している。 

参

考 

http://www.donki.com/shared/pdf/news/co_news/1668/risingcrew_ezKN7.pdf  
https://weban.jp/contents/an_report/repo_cont/shijou/20151007.html 

 

  

http://www.donki.com/shared/pdf/news/co_news/1668/risingcrew_ezKN7.pdf
https://weban.jp/contents/an_report/repo_cont/shijou/20151007.html


働き方の見直し／シニア／県外／都道府県  

Ｂ―８ 70歳雇用推進助成金／埼玉県 

概

要 

シニアに特化した就労支援の一環として、①定年制の廃止、②70歳以上への定年

引上げ、③70歳以上の継続雇用制度のいずれかを新たに導入する企業を対象に、上

限200万円までの助成金を支給する「70歳雇用推進助成金」を創設。 

基

本

情

報 

実施主体 埼玉県産業労働部シニア活躍推進課 

協力機関 ― 

関連する計画等 働くシニア応援プロジェクト 

対象地域 埼玉県内 

対象者 県内に主たる事業所を有する企業等で、常時（※）30人以上（少

なくとも1人は60歳以上）の労働者を雇用するもの。 

（※期間を定めずに雇用されている、又は１か月を超える期間

を定めて雇用されていること） 

実施期間 2017年度～ 

内

容 

目標/ねらい シニアが自分の意欲や希望に合わせて働き、共に社会の担い

手として活躍できる社会を実現するため、少なくとも70歳まで

働くことが可能となる措置を行う企業等に対し助成する。 

成果・課題 初年度である2017年度は、計67社からの助成の申請があり、

申請総額は、助成金として確保している予算を大きく上回っ

た。 

特徴 【助成額】 

①定年の廃止や70歳以上への引上げ 上限200万円 

②継続雇用の見直し(70歳以上で希望者全員) 上限100万円 

③継続雇用の見直し(70歳以上で企業の基準該当者）上限50万円 

・2016年7月から、シニアの活躍を推進する企業を「シニア活躍

推進宣言企業」に認定する制度を開始。 

・今回の助成対象となる先は、上記認定を受ける必要がある

が、「①定年制の廃止、又は、定年の70歳以上への引上げ」

を実施している場合には、「シニア活躍推進宣言企業」のう

ち、「生涯現役実践企業（三つ星企業）」に認定される。 

参

考 

http://www.pref.saitama.lg.jp.gslb.idc.jp/a0813/joseikin/documents/70joseikin-bosyuuyoukou.pdf 

http://www.pref.saitama.lg.jp/a0001/room-kaiken/documents/290523.pdf  
・埼玉県では、シニア世代が自らの意欲や希望に応じて働くことができるよう、企

業への働き掛けやシニア向けの就業支援事業等を多面的に実施している。 

 

  

http://www.pref.saitama.lg.jp.gslb.idc.jp/a0813/joseikin/documents/70joseikin-bosyuuyoukou.pdf
http://www.pref.saitama.lg.jp/a0001/room-kaiken/documents/290523.pdf


働き方の見直し／シニア／県内／企業  

Ｂ―10 短時間正社員／不二物産株式会社 

概

要 

 60歳以上の高齢者に対し､病院に通院中だったり､体力的に厳しいのでフルタイム

の勤務を希望しないというケースに対応するため､働く時間を短くしたり､働く日数

を減らしたりする｢短時間正社員｣の仕組みを整備している。 

基

本

情

報 

実施主体 不二物産株式会社 

協力機関 ― 

関連する計画等 ― 

対象地域 ― 

対象者 60歳以上の正社員や障害者 

実施期間 2011年～ 

内

容 

目標/ねらい 働く意欲がある限り、就労機会を提供する。 

 

成果・課題 ・高齢者も自分の都合に合わせた勤務体系を選択できるように

なったため､働く意欲がある限り、働き方のニーズに応じた柔

軟な働き方の選択ができるようになった。 

・同業他社からの転職や業界の口コミなどで、年齢は高齢者の

域に達していても即戦力になりうる人材が集まってくるた

め、中途採用に殆どコストがかかっていない。 

特徴 ・勤務時間や日数は、個別事業を踏まえながら細かい労働条件

を設定。 

 

参

考 

・https://part-tanjikan.mhlw.go.jp/navi/129/ 

・http://www.jeed.or.jp/elderly/research/employment_case/om5ru8000000auqa-

att/om5ru8000000ay5c.pdf 

 

  



働き方の見直し／シニア／県外／NPO等  

Ｂ―13 生涯現役！セルフプロデュース実践プログラム事業／松山市シルバー人材センター 

概

要 

主な事業内容として、 

・高齢者の専門的技能（取材・編集・営業・コーディネートetc.）の活用による

「ミニコミ誌」制作と活用による就労機会プロデュース 

・ホワイトカラー層・専門職高齢者の掘り起こしによる就労機会の提供 

基

本

情

報 

実施主体 公益社団法人松山市シルバー人材センター 

協力機関 松山市、愛媛県 

関連する計画等 地域人づくり事業（厚生労働省） 

対象地域 松山市 

対象者 高齢者のホワイトカラー層 

実施期間 2014年～2015年 

内

容 

目標/ねらい ・高齢者が自活する（support oneself）こと。 

・雇用創出数80人（就職者40人・シルバーセンター会員就業40

人） 

成果・課題 ・就職者：33人（2015年８月末現在） 

・シルバー人材センターへの新規登録・就業者：38人（同上） 

・就職先は、NPOの立ち上げ、フリーライター、塾経営、大学非

常勤講師、企業に再就職又は非常勤雇用等さまざま。 

特徴 ・ホワイトカラーのシニア層の就労意欲を掘り起こし、就労機

会を提供する活動として、①げんぇきもん倶楽部の設立、②

コレカラどーそー会の活動、③久米・愛あいサロン活動など

があり、これらを活用して高齢者のネットワークを構築し、

就労へと導く。 

参

考 

・http://www.jil.go.jp/institute/siryo/2017/182.html 

・http://ameblo.jp/genekimon/ 

 

  



働き方の見直し／現役／県外／企業  

Ｂ―２ 退職高齢者の派遣事業／株式会社高齢社 

概

要 

定年になった高齢者を対象とした人材派遣を中心に、その他有料職業紹介や請負

業を実施。週２､３日など「年金プラス」の多様な働き方を提供している。 

基

本

情

報 

実施主体 株式会社高齢社 

協力機関 特になし 

関連する計画等 改正高年齢者雇用安定法、労働者派遣法 

対象地域 ・登録社員募集：全国 ただし、首都圏が中心 

・企業派遣先：全国 ただし首都圏が中心 

対象者 ・企業を退職委したサラリーマン 

実施期間 2000年１月会社設立 

内

容 

目標/ねらい ・高齢者に働く場と生きがいを提供し、健康になってもらう。 

・「年金プラス」の働き方を前提に、高齢者の柔軟な働き方に

対するニーズに対応した派遣先を開拓。 

・企業にとっては良質な人材の確保とコスト節減を実現。 

成果・課題 ・登録社員は定年退職した高齢者を中心に募集し、現在863名。 

・就労者の最高齢は83歳。（登録者平均年齢は70歳） 

・65歳までの雇用が義務化されたことや個人情報保護の徹底で

新規採用が難しくなっている。 

・登録者の就労率の引き上げが課題。 

特徴 ・派遣先企業は東京ガスの事業に関連する会社が約７割。 

・派遣先企業と登録者数は年々増加。派遣先企業は創業者や現

経営者の出身母体である東京ガス以外が増えている。 

参

考 

・http://www.koureisha.co.jp/ 

 



 

事例集（３）地域参加・社会参加の拡大 

 

① 現役世代：（１）早期からの参加の慫慂 

② 高 齢 者 ：（２）消極的な高齢者の参加促進 

② 高 齢 者 ：（３）地域活動・社会活動の支援（ポイント付与） 

② 高 齢 者 ：（４）地域活動・社会活動の支援（その他） 

② 高 齢 者 ：その他参考事例（すでに自律的に活動している個人・団体等） 

 



　　　　　地域参加・個別事例一覧
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外

海
外

① (1) 1 「地域ﾃﾞｻﾞｲﾝの学校」ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 福岡市・ドネルモ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

① (1) 2 地域活動実践型生涯学習講座 福岡県 ◎ ◎ ◎ ◎

① (1) 3 オヤジ☆イノベーション 千葉県柏市 ◎ ◎ ○ ◎ ◎

② (2) 4 地域デビュー体験ツアー 鹿児島県 ◎ ◎ ○ ◎ ◎

② (2) 5 スポーツ・ボイス大学院 長野県松本市 ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ◎

② (2) 6 都岐沙羅（つきさら）ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞｾﾝﾀｰ 都岐沙羅ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞｾﾝﾀｰ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

② (3) 7 地域力の再生による生活支援推進事業
（地域支えあい事業）

名古屋市 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

② (3) 8 高齢者等地域活動支援ポイント制度 栃木県宇都宮市 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

② (3) 9 まえばし地域活動ポイント制度 群馬県前橋市 ◎ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ◎

② (4) 10 共助の取組マッチング事業 埼玉県 ◎ ◎ ○ ◎ ◎

② (4) 11 げんき-NETひたちなか 茨城県ひたちなか市 ◎ ○ ○ ◎ ○ ○ ◎ ◎

② (4) 12 ｱｸﾃｨﾌﾞｼﾆｱによる地域の未来応援事業 青森県教育委員会 ◎ ○ ◎ ◎ ◎ ◎

② (4) 15 新たな公共プロジェクト 東京都文京区 ◎ ○ ○ ◎ ○ ◎

② (4) 16 ひとしごと館（仲間づくり助け合い事
業）

大阪市浪速区・コトハナ ◎ ○ ◎ ◎ ◎ ◎

② 他 13 グランマ・シニア教室 グランマ・シニア教室 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

② 他 14 上尾・アブセック 上尾地区ﾋﾞｼﾞﾈｽｷｬﾘｱ・ｴﾝｼﾞｮｲｻｰｸﾙ ◎ ◎ ◎ ○ ◎

② 他 20 プラチナ・プラザ NPOまちづくり役場 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

② 他 19 おじさま倶楽部 おじさま倶楽部（長野県生坂村） ◎ ○ ◎ ○ ◎ ◎ ◎

② 他 21 よろずや余之助 NPOよろずや余之助 ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎

② 他 22 蔵前理科教室ふしぎ不思議（くらりか） 蔵前工業会 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

類
型

整
理
番
号

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ名等 運営主体



地域社会貢献／現役世代／県外／区市町村・団体 

Ｃ―１ 「地域デザインの学校」プロジェクト／福岡県福岡市・ＮＰＯ法人ドネルモ 

概

要 

 これまで地域活動に馴染みの薄かった人々が、自分なりの目線で地域に関わりな

がら、地域内外の活動の担い手とつながり、地域活動を豊かにしていくといった営

みが生まれるようなプログラムを、ＮＰＯ法人ドネルモと福岡市が共同開発・実践

し、具体的なモデルケースをつくる事業。 

基

本

情

報 

実施主体 福岡市市民局コミュニティ推進部コミュニティ推進課、ＮＰＯ

法人ドネルモ 

協力機関 ― 

関連する計画等 福岡市協働事業提案制度 平成25年度採択事業 

対象地域 福岡市内 

対象者 福岡市民 

実施期間 平成26年度～平成28年度 

内

容 

目標/ねらい ・地域活動に関わりの薄い層からの参加 

・「活動する人」をつくる 

・活動を通じた波及効果 

成果・課題 ・地域活動に関わりの薄い層からの参加が得られ（受講者の８

割）、30～40代を中心に、サラリーマン、自営業者、主婦、

定年後の方、学生など、多様な属性の20代から80代が参加す

るなど従来のコミュニティ施策ではアプローチが難しかった

世代を中心に多世代が集う場となった。 

・３年間で110名が受講。受講生の８割が卒業し、そのうち９割

が地域活動に関わっている。 

・苦労した点として、既存の地縁組織に対してＮＰＯと協働で 

実施する事業の趣旨や意義を伝えることがあげられた。 

特徴 ・対象地域を中心に、次の３ステップを実施 

Ｓｔｅｐ１：地域への事前調査／受講者の掘起し（ヒアリ

ング調査、受講者応募の広報） 

Ｓｔｅｐ２：講座の実施 

Ｓｔｅｐ３：活動へのアフターフォロー 

・主体的に地域活動に関わるマインドと具体的に活動を進める

ノウハウを持ち、他の活動者（既存の地域活動、ＮＰＯ、企

業等）と地域内外で相互につながるネットワークを有する担

い手をつくることを目指している。 

・従来の地縁組織だけでは対応が難しい多様な地域のニーズに

着目し、新しい層にアプローチをするノウハウを培ってきた

ＮＰＯ法人ドネルモと協働することで、これまでに地域活動

に関わりの薄い層を掘り起こすことができた。 

参
考 

ＮＰＯ法人ドネルモ http://donnerlemot.com/ 

 



地域社会貢献／現役世代／県外／都道府県 

Ｃ―２ 地域活動実践型生涯学習講座／福岡県 

概

要 

 地域住民が自ら地域の課題を見つけ、課題解決に向けた活動計画の立案やそれに

基づいた実践活動を学ぶ「地域活動実践型生涯学習講座」を福岡県内各地で実施。 

基

本

情

報 

実施主体 福岡県人づくり・県民生活部社会活動推進課 

協力機関 市町村または市町村を中心とした実行委員会 

関連する計画等 ― 

対象地域 福岡県内 

対象者 地域活動に興味・関心のある住民等 

実施期間 平成25年度～平成27年度 

内

容 

目標/ねらい 住民が自らの知識や経験を活かし、“自分ごと”として地域課

題の解決に関わっていくきっかけとなる先導的な生涯学習機会

を提供することで、多くの住民が主体的、自発的に地域に関わ

っていく人材育成を目指す。 

成果・課題 地域活動をしたことがない人や、30～40代など若い年代の受講

者が多く集まった講座もあり、講座終了後も地域活動を継続す

るグループが生まれるなど、地域活動のきっかけとして事業が

生かされている。 

特徴 ・講座では講師に大学教授やＮＰＯ代表などを迎え、地域課題

の発見から課題解決に向けた活動計画策定、策定した計画に

基づいた実践活動までを行った。 

・講座のまとめとして、受講者以外の地域住民や近隣市町村が

参加可能な公開型の最終報告会を行い、広く活動を知っても

らう場を設けた。 

・市町村または市町村を中心とした実行委員会へ委託して実

施。 

・実施体制について、市町村の生涯学習所管課及び地域づくり

所管課、その他の関係部署や関係団体等と連携協力し実施す

ること、受講者から実践活動を行う上でのアドバイスや関連

情報等について相談された場合の対応窓口を決めておくこと

等を依頼した。 

参
考 

福岡県人づくり・県民生活部社会活動推進課 
福岡県地域活動実践型生涯学習事業 事例集 

http://www.gakushu.pref.fukuoka.lg.jp/lectures/detail/212 
 



地域社会貢献／現役世代／県外／区市町村 

Ｃ―３ オヤジ☆イノベーション／千葉県柏市 

概

要 

 男性の地域活動への参加を啓発するため、柏市と有志の市民によって組織された

実行委員会との共催で、ダンスなどのパフォーマンスや体験講座、料理教室などの

様々な催し事を行うイベントを開催。 

 また、イベントの開催にあわせ、既に地域活動に積極的に取り組んでいる男性を

紹介するための冊子「柏おやじ図鑑」を発行する。 

基

本

情

報 

実施主体 千葉県柏市、オヤジ☆イノベーション実行委員会 

協力機関 ― 

関連する計画等 ― 

対象地域 柏市内 

対象者 柏市民 

実施期間 平成25年～（年１回、これまでに４回開催） 

内

容 

目標/ねらい 仕事だけでなく、趣味や地域活動などの仕事プラスワンの活

動をしている「おやじ」を紹介し、地域デビュー予備軍の人が

一歩踏み出すきっかけづくりと情報提供をする。 

成果・課題 冊子「柏おやじ図鑑」は好評で、毎年度発行しているほか、

ホームページにも掲載。 

特徴 ・平成29年２月に開催されたイベントでは、趣味や地域で活躍

するオヤジの団体や活躍紹介の他に、市長や柏市出身のミュ

ージシャンなどを招き、討論会を開催。 

・「柏おやじ図鑑」は、活動している30～70代の男性（2017年

版は47人掲載）について、活動内容やかかわるきっかけ、こ

れから地域デビューを考えている潜在的な元気おやじたちへ

のメッセージのほか、活動団体のリスト（2017年版は82団

体）も掲載。 

・オヤジ☆イノベーションの様子は、新聞やテレビなどでも紹

介され、話題となっている。（朝日新聞、ＮＨＫ等） 

参

考 

柏市地域づくり推進部地域支援課 http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/053000/p001104.html 

柏おやじ図鑑2017年版 http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/053000/p038579.html 

 

  



地域社会貢献／高齢者／県外／都道府県 

Ｃ―４ 地域デビュー体験ツアー／鹿児島県 

概

要 

 シニア世代の社会参加のきっかけづくりや仲間づくりを支援するため、鹿児島県

内の社会貢献活動団体が行う地域活動、ボランティア活動、交流活動等を視察・体

験する１泊２日のツアーを実施。  

基

本

情

報 

実施主体 鹿児島県 

協力機関 ― 

関連する計画等 ― 

対象地域 鹿児島県内 

対象者 鹿児島県内に居住する概ね60歳以上の地域活動に取り組む意欲

のある次のような者 

① 第二の人生の目標・目的を求めているシニア世代 

② 社会貢献を模索している老人クラブの次世代リーダー 

③ 県外からＵＩターンしたシニア世代など 

実施期間 平成23年11月～12月 

内

容 

目標/ねらい 「団塊の世代」を中心としたシニア世代に、社会貢献活動団体

が行う地域活動、ボランティア活動、交流活動等を視察・体験し

てもらうことにより、社会参加（地域デビュー）のきっかけづく

りを行うと共に、活動の際の仲間づくりを支援する。 

 併せて、社会貢献活動団体である老人クラブ、ＮＰＯ法人等の

活動を促進する。 

成果・課題 ・参加者のアンケートでは、８割以上が地域活動等に対する理

解や認識等に「変化があった」と回答し、ツアー全般として

高く評価していた。 

・また、「自分にできる地域活動を知ることができた」「活動

内容・団体の情報収集ができた」との回答も多く、地域デビ

ューをしたいと考えている人や何らかの活動をしている人に

とっても、今後実践的に活躍していくための情報提供や、き

っかけづくり等ができるツアーとして成果を収めた。 

・課題としては、交流時間を十分に確保し、より仲間（ネット

ワーク）づくり等をしやすくする必要があるとしている。 

特徴 ・運営体制としては、地元新聞社が体験企画と運営を、旅行会

社が旅行企画と実施を受け持った。 

・１泊２日で料金は5,000円（宿泊費、食事代を含む）。食事は

地元の食材を使った料理を提供。 

・バス移動で、各団体との交流や、宿泊先での親睦交流会・意

見交換会も行われた。 

・視察・体験先は、老人クラブ、地域コミュニティ団体、ボラ

ンティア団体、ＮＰＯ法人など。 

参
考 

鹿児島県担当部署：県民生活局長寿・生きがい推進室 
www.kagoshima-senior-ouen.net/wp/wp-content/uploads/2012/01/tour_debut.pdf 

 



地域社会貢献／高齢者／県外／区市町村 

Ｃ―５ スポーツボイス大学院／長野県松本市 

概

要 

 松本市では、カラオケ機器メーカーである（株）第一興商に業務委託し、閉じこ

もりが心配される定年退職後の男性を対象に、集団で全身運動、声帯ストレッチや

腹式呼吸に重点を置くボディ＆ボイストレーニングを行うプログラムを実施。 

基

本

情

報 

実施主体 長野県松本市 

協力機関 株式会社 第一興商（事業受託）、信州大学 

関連する計画等 松本市「退職後男性の生きがいづくり」事業 

対象地域 松本市内 

対象者 概ね60歳以上の男性 

実施期間 平成27年10月～平成28年２月 実証実験事業実施 

平成28年９月～平成29年３月 松本市「退職後男性の生きがいづ

くり」事業として事業委託 

内

容 

目標/ねらい 閉じこもりがちな定年退職後の男性の居場所、生きがい、仲間づ

くりの場をつくる。 

成果・課題 ・目標を決め、皆で声を出すことで一体感が出、その後福祉ひ

ろばの運営にかかわる人も出ている。 

・信州大学によるアンケート調査では、参加者のパーソナリテ

ィや自尊心にポジティブな影響を与えたり、心理的な健康を

向上させたりしたことが明らかになった。 

・また、夫婦のコミュニケーションの取り方に関して、配偶者

の見方を良好なものに変化させたことも併せて示された。 

特徴 ・(株)第一興商は、松本市の健康寿命延伸都市構想を推進する

ための事業を行う健康産業創出に向けた産学官連携のプラッ

トフォーム「松本地域健康産業推進協議会」の会員として、

実証実験事業を実施。 

・会場となっている「福祉ひろば」は1995年に活動をスタート

したものの、男性の参加が少ないことが課題となっていた。 

・そこで実証実験事業では、こうした状況を打破し、定年後の

男性の閉じこもり予防と共に、地域の担い手、リーダーづく

りを目的にスタートし、その結果、初めて福祉ひろばに足を

運んだという男性約70人が参加。 

・実証実験事業では市内３地区の施設に機器を設置し、指導ス

タッフ付きの男性限定健康教室を行い、心理面、地域交流、

運動習慣等の変化を検証。 

・受講者の中から、音楽健康指導士の資格を取る仕掛けづくり

も行っており、知育作り、健康づくりに取り組む人材を育

成。 

参
考 

(株)第一興商ニュースリリース 
http://www.dkkaraoke.co.jp/newsrelease/ajaxfiles/load2016.html?file=160809&name=報道資料 



 

地域社会貢献／高齢者／県外／団体 

Ｃ―６ 都岐沙羅パートナーズセンター／特定非営利活動法人都岐沙羅パートナーズセンター 

概

要 

 新潟県岩船地域における広域圏の地域づくりを推進する中間支援組織として、住

民、企業及び行政とのパートナーシップに基づき、三者の中間に立って様々なコー

ディネートやプランニング、リサーチなどを行い、地域を元気にする社会起業家や

ＮＰＯ等を支援している。 

基

本

情

報 

実施主体 特定非営利活動法人都岐沙羅(つきさら)パートナーズセンター 

協力機関 ― 

関連する計画等 新潟県「ニューにいがた里創プラン」（～平成19年度） 

対象地域 新潟県岩船地域（村上市、関川村、栗島浦村） 

対象者 新潟県岩船地域内 

実施期間 平成11年６月（平成14年３月に特定非営利活動法人化）～ 

内

容 

目標/ねらい 岩船圏域の住民が元気に生き生き暮らすため、まちづくりの推

進と支援に関する事業を行うと共に、住民、企業、行政のパー

トナーシップによる地域社会づくりに寄与する。 

成果・課題 ・地域の意見交換会をもとに開発した商品が、実際に東京のア

ンテナショップで販売されるなど、地域の産業振興につなが

る取組みがなされている。 

・地域内だけに留まらず、地域外のＮＰＯや市民団体、企業・

団体との協働や共同研究も積極的に実施することで地域振興

につなげている。 

特徴 ・コミュニティビジネス起業家育成や官民協働の地域づくり事

業で数多くの成果・実績を残している事業コーディネート型

の中間支援組織。 

・地域づくりに関連する全ての分野の住民活動に対して活動相

談や各種情報提供、マッチング、ネットワーク形成支援など

を実施。 

・「コミュニティビジネス支援事業」として、地域ぐるみでコ

ミュニティビジネスを育てる仕組みづくりから起業家への個

別支援まで幅広い支援活動を展開し、各種情報提供、マッチ

ングなどを常時実施。 

・地域外にも幅広いネットワークを有し、地方と都市を結ぶ交

流事業の窓口としても機能している。 

参

考 

https://www.tsukisara.org/ 
平成26年度ふるさとづくり大賞・団体表彰 受賞 
第７回地域再生大賞受賞（平成29年） 

 

  



地域社会貢献／高齢者／県外／区市町村 

Ｃ―７ 地域力の再生による生活支援推進事業（地域支えあい事業）／愛知県名古屋市 

概

要 

 地域の中で、買い物支援や電球の交換、衣類の入れ替え等、ちょっとした困りご

とを抱えた高齢者を、各学区のご近所ボランティアコーディネーターを核に、元気

な高齢者を始め地域の学生や商店街等がボランティアとして支援し、併せて地域力

の再生を図る取組み。 

基

本

情

報 

実施主体 愛知県名古屋市 

協力機関 名古屋市社会福祉協議会（受託） 

関連する計画等 第6期名古屋市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画「はつら

つ長寿プランなごや2015」 

対象地域 名古屋市内 

対象者 名古屋市民 

実施期間 平成26年度～ 

（平成20年10月～平成26年３月までは、「シルバーパワーを活

用した地域力再生事業」として実施） 

内

容 

目標/ねらい 公的制度では解決できない地域住民のニーズに応えるため、個

人に着目した個別支援活動を、地域住民自身が取り組んでいく

ことを目指す。 

成果・課題 ボランティアポイント制度の導入により活動者数が20％以上増

加。 

特徴 ・地域福祉推進協議会を母体として「地域支えあい活動連絡会

議」を設置し、「住民相談窓口」としてご近所ボランティア

コーディネーターを配置。 

・コーディネーターは地域住民から相談を受け付けるととも

に、ちょっとした困りごとに対応するご近所ボランティアを

調整することで、その解決を図る。 

・地域支えあい事業を実施している学区でボランティア活動を

行う方にボランティアカードを発行し、活動に応じてポイン

トを付与。 

・貯まったポイントは１ポイント10円に換算され、学区の実情

に合わせた方法で還元。 

・区社会福祉協議会のコミュニティワーカーが、困りごとの把握

や、解決方法をともに考えること、ボランティア講座の開催など

の支援を実施。 

参
考 

名古屋市健康福祉局高齢福祉部地域ケア推進課 
http://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/page/0000076349.html 



地域社会貢献／高齢者／県外／区市町村 

Ｃ―８ 高齢者等地域活動支援ポイント制度／栃木県宇都宮市 

概

要 

 管理運営機関を担う宇都宮市社会福祉協議会に事前に登録した団体やグループが

取組む活動に高齢者が参加すると、その実績に応じて市の施設利用券やバスカード

などへの交換、ボランティア団体などへの寄附、介護保険料の納付に充てることが

可能なポイントがもらえる事業。介護保険事業として実施されている。 

基

本

情

報 

実施主体 栃木県宇都宮市 

協力機関 宇都宮市社会福祉協議会（事業委託） 

関連する計画等 ― 

対象地域 栃木県宇都宮市 

対象者 栃木県宇都宮市民 

実施期間 平成26年10月～ 

内

容 

目標/ねらい 高齢者が充実した高齢期を送ることができるよう、また、まちづ

くりの担い手として活躍できるよう、高齢者の社会参加や健康づ

くり、生きがいづくりを促進すること。 

成果・課題 ・登録団体を対象としたアンケートでは、70％近くが「個人と

しての活動意欲の高まり」や「メンバーの増加」などの変化

があったとしている。 

・ポイント事業については、「手続きの煩雑さ」や「交換先の

拡充」などの意見があり、ポイント事業の充実に向けた見直

しが求められている。 

特徴 ・対象となる活動は、地域貢献活動（清掃・美化運動や介護保

険施設などでの支援活動など）と、健康づくり活動（介護予

防の自主グループ活動や市が実施する介護予防事業（介護予

防教室や介護予防講演会等）など）。 

・対象者は、地域貢献活動が60歳以上65歳未満の宇都宮市民も

しくは、65歳以上の宇都宮市介護保険第１号被保険者、健康

づくり活動が65歳以上の宇都宮市介護保険第１号被保険者、

としている。 

・１回（１時間以上）の活動で１ポイントがもらえる。１日の

上限は２ポイント、年間の上限は50ポイント。 

参
考 

宇都宮市保健福祉部高齢福祉課 
 http://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/kurashi/koureisha/sanka/1004343.html 

 



地域社会貢献／高齢者／県外／区市町村 

Ｃ―９ まえばし地域活動ポイント制度／群馬県前橋市 

概

要 

 予め会員登録した市民が、地域づくり協議会が主催または協力等を行う事業、市

民活動支援センターが主催する事業に「担い手」として参加したときに、会員証で

あるポイントカードにより、ポイントが付与されるもの。たまったポイントは一定

の還元が受けられる。 

基

本

情

報 

実施主体 群馬県前橋市 

協力機関 前橋市内22地区の地域づくり協議会 

関連する計画等 ― 

対象地域 群馬県前橋市内 

平成27年度～ 市内４地区の地域づくり協議会と市民活動支援

センターにおいて社会実験 

平成28年度～ 地域づくり協議会を市内全て（22地区）に拡大 

 

 

 

  

対象者 あらかじめ会員登録した満16歳以上で、前橋市内に在住または

在学、在勤している人。 

実施期間 平成27年度～ 

内

容 

目標/ねらい 非営利で公益的な「地域活動」の担い手の確保、増加、掘り起こ

しを図り、地域活動のさらなる活性化につなげる。 

成果・課題 地域活動に関わることでポイントが取得できる制度によって、

地域活動が継続的に行われ、地域活動の新たな担い手を掘り起

こす好循環をつくり出した。 

特徴 ・個人番号制度（マイナンバー）における、個人番号カードの

ＩＣチップの空き容量を活用する独自利用サービスのひとつ

として始められた事業。 

・会員にはＩＤがバーコード印字されたポイントカードとイン

ターネット上のポイント口座が与えられ、地域活動に参加す

るごとに主催者に読み取ってもらい、ポイント口座にポイン

トが付与される仕組み。 

・ポイントは、１ポイント100円程度の商品（ＱＵＯカードやゆ

るキャラグッズなど）と交換できるほか、会員が応援する地

域団体の活動資金として１ポイント200円に換算して寄附する

ことができる。 

参
考 

前橋市市民部生活課 
 http://www.city.maebashi.gunma.jp/sisei/519/539/01/p014594.html 

 



 

地域社会貢献／高齢者／県外／都道府県 

Ｃ―10 共助の取組マッチング事業／埼玉県 

概

要 

「共助仕掛人」を中心に、地域の課題解決を図ろうとするＮＰＯや自治会と、スキ

ルや人生経験を活かして社会貢献したい専門家をつなぎ、さらに、助成金や寄附、

融資など活用資金もつなぐことで、共助の取組を推進する仕組みをつくる。 

基

本

情

報 

実施主体 埼玉県県民生活部共助社会づくり課 

協力機関 ― 

関連する計画等 ― 

対象地域 埼玉県全域 

対象者 埼玉県民 

実施期間 平成26年度～平成28年度 

内

容 

目標/ねらい 地域の課題解決に取り組むＮＰＯや自治会等が活動や事業をス

ムーズに実施するためには、スキルやノウハウを持った県民の

支援が必要であり、そうした共助の取組みに県民が参加しやす

い仕組みづくりをすることで、共助社会づくりを進める。 

成果・課題 ・これまで地域との関わりが薄かった専門家の地域への関心や

ＮＰＯへの理解が進み、共助の担い手が拡大。 

・専門家のアドバイスによりＮＰＯ活動が効果的となり、支援を受

けた地域のＮＰＯが成長。 

・実績（平成26年～28年９月） 

マッチング件数：1,242件 

専門家ボランティア登録数：団体92、個人253 

特徴 ・コーディネーターとなる「共助仕掛人」を県内４箇所に設置

し、県民に身近な市町村に共助の取組を支援する仕組みを作

り、県内へ波及。 

・税理士や建築士などスキルやノウハウを持った人材をはじ

め、仕事や人生経験を活かして社会貢献したい人材を「専門

家」として発掘し、登録。 

・県内金融機関、学識経験者、内閣府、埼玉県などで構成する

資金調達勉強会を発足し、地域の資金を地域で循環させるた

めの具体的な仕組みづくりについて勉強。 

・勉強会では具体的な商品や仕組みを生み出し、共助仕掛人の

コーディネートにより、地域の課題解決に活用。 

参

考 

埼玉共助スタイル 
http://kyojo.saitamaken-npo.net/ 



地域社会貢献／高齢者／県外／区市町村 

Ｃ―11 げんき-ＮＥＴひたちなか／茨城県ひたちなか市 

概

要 

 市民活動サポートバンク「げんき-ＮＥＴひたちなか」は、インターネット上で

市民活動に必要なさまざまな情報を提供するとともに、自由な意見交換の場となる

ＳＮＳ機能により活動したい人・活動してもらいたい人とを結びつけるしくみ 

基

本

情

報 

実施主体 茨城県ひたちなか市 

協力機関 ― 

関連する計画等 ひたちなか市ＩＣＴ推進計画 

ひたちなか市まち・ひと・しごと創生総合戦略 

対象地域 茨城県ひたちなか市内 

対象者 茨城県ひたちなか市民 

実施期間 平成19年１月～ 

内

容 

目標/ねらい ・人材、団体・サークル、講座、イベントなど、市民活動に必

要な様々な情報を提供するとともに、活動したい人・活動し

てほしい人を結びつけるコーディネート活動を行うことによ

って「自立協働都市」ひたちなかの実現を目指す。 

・コミュニティ組織や自治会からの地域情報の発信力が強化さ

れることにより、自分たちの地域への関心か高まり、地域行

事への参加促進など、地域の絆の強化が期待できる。 

成果・課題 ・最新の身近なニュースを発信することで、さまざまな交流が

期待でき、新たな地域のつながりが創出される。 

特徴 ・ＨＰには、ひたちなか市で活躍する人材、団体・サークル、

講座・イベント、ボランティア募集などの情報を掲載してい

る。 

・ＨＰでは市民活動に必要な情報を検索できるだけではなく、

簡単な会員登録により、市民自身や主催する団体・サークル

の情報を掲載し、アピールすることができる。 

・市民活動サポートバンクの事務局には「コーディネーター」

を置いている。 

・近場でボランティア活動をしたい、ＰＴＡの講演会に最適な

講師を探している、団体の活動を広くＰＲしたい、などの相

談に応じて、コーディネーターが相応しい人材、団体などを

紹介している。 

参

考 

げんき-ＮＥＴひたちなか http://www.genkinet-hitachinaka.jp/ 
ひたちなか市市民活動課 https://www.city.hitachinaka.lg.jp/shiminkatsudo/4/6750.html 

 

  



地域社会貢献／高齢者／県外／都道府県 

Ｃ―12 アクティブシニアによる地域の未来応援事業／青森県教育委員会 

概

要 

 アクティブシニア（社会参加活動に積極的に取組むシニアとプレシニア）が、学

校支援（キャリア教育推進、授業援助、学習環境整備等）、家庭教育支援、子供の

地域活動支援などに取り組むことにより、地域の未来を応援する活動を支援する。 

基

本

情

報 

実施主体 青森県教育委員会 

協力機関 ― 

関連する計画等 ― 

対象地域 青森県内 

対象者 青森県民 

実施期間 平成27年度～28年度 

内

容 

目標/ねらい 人口減少下における地域コミュニティの持続と活性化のため、

シニア世代及びその前段階にあるプレシニア世代の持つ知識・

技術・経験を学校支援、家庭教育支援、子供の地域活動支援な

どに生かす仕組みをつくるとともに、社会参加活動に積極的に

取り組むシニアの拡大を図ることを目的とする。 

成果・課題 地域の未来応援実践モデル事業委託先 

 平成27年度：県内12団体 

 平成28年度：県内14団体 

特徴 ・地域コミュニティの活性化、未来を担う子どもたちの育成の

ために、シニア及びプレシニアの持つ豊かな知識、技術、経

験を生かす取組みを行おうとする団体やグループに対して事

業委託。 

・「地域の未来応援モデルの構築」として、モデル事業の委託

（地域の活動団体等）と実施（学校支援、家庭教育支援、子

供の地域活動支援など）。 

・「シニアのファシリテーション能力」の向上として、ファシ

リテーター養成講座を開催。 

・「市町村と活動団体のネットワークの形成」として、アクテ

ィブシニア応援担当者連絡会議の開催や、先進地活動団体と

の交流会を実施。 

・「社会参加活動の拡大と普及・啓発」として、地域の未来応

援フォーラムの開催や、活動事例集を作成・配付。 

参
考 

青森県教育庁生涯学習課企画振興グループＨＰ 
http://www.pref.aomori.lg.jp/bunka/education/active-senior.html 

 



地域社会貢献／高齢者／県外／区市町村 

Ｃ―15 新たな公共プロジェクト／東京都文京区 

概

要 

対話等を通じて地域の多様な主体が関わり合いながら、地域課題の解決を図る担

い手を創出していく取組を「新たな公共プロジェクト」として実施。 

基

本

情

報 

実施主体 東京都文京区 

協力機関 ― 

関連する計画等 文京区基本構想 

対象地域 文京区内 

対象者 文京区民 

実施期間 平成25年度～平成28年度 

内

容 

目標/ねらい 区民、地域活動団体、ＮＰＯ、事業者など新たな公共の担い

手と区が手を携え、互いの責任と役割を果たしながら、文京

区のあるべき姿（将来像）を目指す。 

成果・課題 ○３年間で延べ2,943人が事業に参加。（参加者数は769人） 

（主な成果） 

 ・区民の経験やアイデアを活かすための、協働のプロセスが整っ

た。 

 ・多様な区民が参加し、相互に応援し合う関係性を生み出

すことができた。 

 ・区職員の協働に対する意識に変化が生じた 

（主な課題） 

 ・地域で生まれた活動が「継続的に質の高い公共サービス

を提供する」状況にまで至らなかった。 

 ・既存の地縁組織（町会、自治会）、ＮＰＯ及び企業と新

たな公共の担い手とのつながりが十分とはいえない。 

特徴 ・地域参画のステージアップを促す一連のスキームとして３

つのステージを設け、担い手を創出・育成。 

（ステージ１）「担い手創出のための土壌づくり」として、

特設サイトやＳＮＳなどによる情報提供や、対話の場な

どを設け、地域と出会い、知るきっかけをつくる。 

（ステージ２）ステージ１をきっかけに、「事業のスタート

アップ」として、課題解決手法と事業づくりを学ぶ講座

の開講や、課題解決の事業への支援などを実施。 

（ステージ３）「プロフェッショナルな担い手」として、区

との対等な協働事業を継続的に実施。 

・区職員にも、対話の場やプロジェクトの支援、研修等に参

加することで、協働の意味を考える機会を増やした。 

参

考 

http://www.city.bunkyo.lg.jp/sangyo/kyodo/kyoudou/aratanakoukyouteigengo.ht
ml 

http://www.city.bunkyo.lg.jp/sangyo/kyodo/kyoudou/aratanakoukyouteigengo.html
http://www.city.bunkyo.lg.jp/sangyo/kyodo/kyoudou/aratanakoukyouteigengo.html


 

地域社会貢献／高齢者／県外／区市町村 

Ｃ―16 ひとしごと館（仲間づくり助け合い事業）／大阪市浪速区・コトハナ 

概

要 

 買い物支援や日曜大工など、日常生活のちょっとした困りごとを助け合うボラン

ティアの拠点。特技を活かして誰かの役に立ちたいと考えている人と、近所へ助け

を求められずにいる人をマッチングし、ひとりひとりが輝く社会の実現を目指すも

の。 

基

本

情

報 

実施主体 大阪市浪速区 

協力機関 ＮＰＯ法人 Co.to.hana（コトハナ）（事業委託） 

関連する計画等 ― 

対象地域 大阪市浪速区内 

対象者 大阪市浪速区民 

実施期間 平成27年度～平成29年度 

（ひとしごと館は平成28年２月オープン） 

内

容 

目標/ねらい お互いに助け助けられることで支えあう会員制の有償ボランティ

アの仕組みを構築することによりコミュニティを活性化させる。 

成果・課題 会員同士のトラブル（犯罪や弁償に繋がるケース等）が起きな

いような仕組み作りが課題。 

特徴 ・資格や特技を持ちながら生かす機会がない定年退職後のシニ

アや子育て中の主婦らに注目し、困りごとのニーズに対して

対応できる人を有償ボランティアとして派遣。 

・困りごとを助けてもらいたい人（発注者）が１時間1,000円で

仕事を依頼することができ、うち500円がスキルの提供者（受

注者）に支払われる。 

・「傾聴」「パソコン」「学習支援」「撮影」「料理」「生活

の手伝い」などの得意分野を持つ会員が登録。 

・スキルアップのための勉強会やイベントを開催などにより、

会員同士の交流の機会をつくり、新たな知見の創出を目指し

ている。 

参
考 

ひとしごと館 http://hitoshigotokan.jp/ 
大阪市浪速区役所 保健福祉課 http://www.city.osaka.lg.jp/naniwa/page/0000340895.html 

 

  



地域社会貢献／高齢者／県外／団体 

Ｃ―13 グランマシニア教室／グランマシニア教室（岩手県矢巾町） 

概

要 

 会員の自宅を託児所として開放し、親子の遊び場「グランマ広場」として、高齢

者と核家族の親子が触れ合う機会を設けている。 

 会員は全員が65歳以上の高齢者であり、80歳を越えた女性が会員の大半を占めて

いる。 

基

本

情

報 

実施主体 グランマシニア教室（ボランティア団体） 

協力機関 ― 

関連する計画等 ― 

対象地域 岩手県矢巾町 

対象者 岩手県矢巾町民 

実施期間 平成18年～ 

内

容 

目標/ねらい 高齢者がこれまで培った経験、知識を地域の活性化に役立てること 

成果・課題 ・小学生や同世代の施設入所者などに対して、会員自らが得意

とする芸を披露（音楽など）することで、自らの元気をアピ

ールしながらも、互いに支えあい、喜びを分かち合っている

という実感が持てている。 

・高齢者（会員）の孤立防止や介護予防にも寄与。 

特徴 ・託児ボランティア活動のほか、月に２～３回の誕生会やハン

ドベル演奏会、絵本の読み聞かせ、季節の催し物などの世代

間交流を行うほか、コーラス隊による高齢者施設への慰問も

行っている。 

・また、月１回のシニア教室として料理や手芸など同会員が講

師となって特技を教えるなど高齢者同士の交流も図ってい

る。 

・東日本大震災後は、「グランマ広場」を利用する子どもたち

と大槌町の子どもたちが、震災体験をテーマにした新聞づく

りを通して親睦を図ったほか、被災者を招き手料理を振舞う

など、震災からの復興支援にも力を入れている。 

参

考 

岩手県「いわて保健福祉基金助成事業」 
http://www.aiina.jp/advancedage/joseidantai/granma.html 

 

  



地域社会貢献／高齢者／県外／団体 

Ｃ―14 上尾・アブセック／上尾地区ビジネスキャリア・エンジョイサークル 

概

要 

 企業ＯＢの専門的知識や資格を活用して、地域の中小企業の経営支援や、地域活

動、会員交流などを行っている。  

基

本

情

報 

実施主体 上尾地区ビジネスキャリア・エンジョイサークル（アブセック） 

協力機関 上尾商工会議所、桶川商工会、伊奈商工会 

関連する計画等 ― 

対象地域 埼玉県上尾市、桶川市、伊奈町 

対象者 上尾地域に在住する企業ＯＢ 

実施期間 平成15年４月～ 

内

容 

目標/ねらい 有能なビジネスシニアを中小企業に紹介し、経営改善と体質強化に

資すると同時に、高齢化社会への対応として、能力を発揮する場の

適用と生きがいのある社会の創出を図る。 

成果・課題 これまでの活動実績（平成27年３月31日現在） 

 企業支援活動：支援件数 539件、支援者数 708人 

 地域活動：支援件数 124件、支援者数 1,757人 

     （竹とんぼ教室、あげおまつり、桶川市民まつり等） 

特徴 ・アブセックの組織には、企業を支援する「経営支援委員

会」、地域の活性化の活動を行う「地域活動委員会」、会員

相互の交流を図る「会員交流委員会」のほか、広報や情報収

集を行う「広報委員会」があり、各委員会は主体的に運営さ

れている。 

・「生きガイ」「やりガイ」「ナイスガイ」の３ガイ活動を実

践している。 

 →「生きガイ」：現役時代のスキルを活用し、企業の経営・

体質強化のための経営支援活動 

  「やりガイ」：町づくりの提言やボランティアを通して地

域社会に貢献 

  「ナイスガイ」：ナイスガイを目指して、会員同士の親睦 

・交流とサークル活動で、充実したセカン

ドライフを創出 

参

考 

上尾地区ビジネスキャリア・エンジョイサークル（アブセック） 
http://www.ageocci.or.jp/abcec/index.html 

 

  



地域社会貢献／県外／団体 

Ｃ―20 プラチナプラザ／ＮＰＯ法人まちづくり役場 

概

要 

 高齢者を中心とした地元メンバーが、それぞれ５万円を出資し、商店街の空き店

舗を活用して「プラチナプラザ」を設立。  

 出資した約40名が経営者でもあり、従業員でもある形態を取っており、地元の野

菜を扱った「野菜工房」やおふくろの味を提供する「おかず工房」など、４店舗を

運営している。 

基

本

情

報 

実施主体 ＮＰＯ法人まちづくり役場 

協力機関 ― 

関連する計画等 ― 

対象地域 滋賀県長浜市 

対象者 ― 

実施期間 平成９年～ 

内

容 

目標/ねらい 熟年世代の生きがいづくり、街のにぎわいの創出 

成果・課題 ・空き店舗率が深刻な状況にあった商店街に協力を依頼し、地

元の野菜を扱う「野菜工房」、おふくろの味を提供する惣菜

屋「おかず工房」、リサイクル品を扱う「リサイクル工

房」、同世代・異世代の交流の場の喫茶店「井戸端道場」の

４店舗をオープン。 

・新規メンバーの獲得に苦慮している。 

特徴 ・長浜市が官民協働で開催した「北近江秀吉博覧会」におい

て、シルバー・コンパニオンとして活躍した55歳以上の男女

の有志を中心に発足。 

・活動開始時に参加者から５万円の出資を得て、自立意識を持

つように求めたほか、税理士や個人資格の行政関係者などプ

ラチナプラザを応援する「経営委員」から個人１万円×50

名、企業から一口10万円の出資を得た。立ち上げ時には県と

市から空き店舗補助を受けたが、それ以降は受けていない。 

・参加者自らが出資をすることで、経営者としての「やりが

い」を生み出すことができた。 

・各工房が独立採算で利益分配を行うこととしており、売上げか

ら総経費を引いた額を、全員の勤務時間の合計で割って時給を

出している。余剰金は店舗運営資金としてプールしている。 

参
考 

ＮＰＯ法人まちづくり役場 http://www.biwa.ne.jp/~machiyak/index.html 

  



地域社会貢献／県外／団体 

Ｃ―19 おじさま倶楽部／長野県生坂村 

概

要 

生坂村が開催した、そば打ちの技術や遊休農地を活用した農産物栽培、農産加

工、パソコン講座等を研修するセミナーの開催を発端に、その後は任意団体として

活動を継続。 

村営施設でのそばの提供、そば打ちの体験講師、「どぶろく」作り、遊休農地を

利用した野沢菜の契約栽培などを行っている。 

基

本

情

報 

実施主体 長野県生坂村 

協力機関 ― 

関連する計画等 ― 

対象地域 長野県生坂村 

対象者 生坂村村民 

実施期間 平成19年度～ 

内

容 

目標/ねらい そば打ち、どぶろく作り、農産物栽培を活動の三本柱に、自分

自身の生活を充実させ、さらに生坂村の元気につながることを

狙いに活動している。 

成果・課題 ・研修をきっかけに会員のそば打ちの技術が向上し、村や倶楽

部独自のイベントの開催や体験講師、村内施設への協力等、

村の活性化へ貢献できた。 

・現役世代や新規のメンバー獲得に苦慮している。 

特徴 ・村営温泉宿泊施設「やまなみ荘」のレストランでは、会員が

栽培し、手打ちした、長野県が開発した品種「信州ひすいそ

ば」を使ったメニューが好評を得ている。 

・生坂村は「どぶろく特区」に指定されており、村の農業公社

が製造販売しているどぶろく作りに協力している。 

・村のイベントへの出店やそば祭りの開催、他団体との交流や

村外者も含めた栽培から加工までのセミナーの開催なども行

っている。 

・事務局（生坂村振興課）が会員のニーズをくみ取りながらコ

ーディネートして活動を進めることにより、会員がそれぞれ

の得意分野や志向する分野を選択して活動することで、事業

の継続性が高まり、新しいことにも挑戦する前向きな気持ち

で取り組むことができている。 

参
考 

生坂村役場振興課 
http://www.village.ikusaka.nagano.jp/gyousei/sinkouka/ojisama_club.htm 



地域社会貢献／県外／団体 

Ｃ―21 よろずや余之助／ＮＰＯ法人よろずや余之助 

概

要 

 高校の同窓生メンバーが、各自が有する専門知識を活かしてよろず相談としてコ

ミュニティカフェ「余之助茶屋」を拠点に、無料で相談事を受けている。 

基

本

情

報 

実施主体 ＮＰＯ法人 よろずや余之助 

協力機関 太田市役所、太田商工会議所、太田ＮＰＯセンター 

関連する計画等 ― 

対象地域 群馬県太田市 

対象者 ― 

実施期間 平成14年～ 

内

容 

目標/ねらい 誰でも、何時でも、どんなことでも、気楽に相談できる場所を提供

すること。 

成果・課題 ・相談事業では無料相談の利用者が年間約100人、そのうち業者

等を斡旋・紹介したのが約30人となっている。 

・後継者の育成を今後の目標としている。 

特徴 ・群馬県立太田高校の卒業生を会員として、医師、弁護士、税

理士、不動産業者、建設業者、中小企業経営診断士など異業

種専門家集団を揃えており、市役所や商工会議所、ＮＰＯセ

ンター等とも連携して、様々な相談に対応している。 

・相談事業のほか、喫茶事業（物販や歌声喫茶、ギャラリーな

など）、教育事業（各種講座・教室の開催などの開催による

地域住民のたまり場の創出）などの有償事業を展開してお

り、ＮＰＯとしての事業運営も採算がとれている。 

・専門家として相談を解決するのは主に男性だが、喫茶事業など

のイベントでは、50～70代の女性が運営をサポートしている。 

・喫茶スペースでは、シルバー人材センター会員による、絵画、パ

ッチワーク、手工芸品等を展示即売し、作り手である高齢者にも

購入する人にも喜ばれ、地域の高齢者の参加を促進している。 

・定休日には「かんがるうクラブ」という知的障害児のための学

習塾を開講し、養護施設で働いていた会員が講師を務めてい

る。 

参
考 

平成14年度経済産業省「市民ベンチャー支援事業」 
平成23年度群馬県「地域づくり協働モデル事業」 
ＮＰＯ法人 よろずや余之助 http://www.yonosuke.or.jp/ 

 



地域社会貢献／県内・県外／団体 

Ｃ―22 蔵前理科教室ふしぎ不思議（くらりか）／蔵前工業会 

概

要 

 主として小学生を対象に、科学原理を活用したおもしろい工作教材と原理等を説

明する資料等を持参し、各地の児童館、小学校、公民館などで出前理科教室を行っ

ている。 

基

本

情

報 

実施主体 一般社団法人蔵前工業会（東京工業大学同窓会） 

協力機関 ― 

関連する計画等 ― 

対象地域 全国 

対象者 東京工業大学同窓会の有志 

実施期間 平成17年５月～ 

 

内

容 

目標/ねらい 科学原理をテーマとした寺子屋方式の出前理科教室を行い、理科好

きの子どもが一人でも増えることを目的として活動している。 

成果・課題 メンバーは70代が多く、高齢化が課題となっており、現役メン

バーの勧誘に苦慮している。 

特徴 ・東京工業大学の卒業生によって構成されている（一社）蔵前

工業会の傘下組織、蔵前技術士会と神奈川県支部の有志が結

成したボランティアグループ。 

・教室では参加者５人に対し１名がつき、苦手な子どもでも楽

しくわかりやすくなるよう、親切丁寧に教えている。（参加

者は１教室につき20～30人程度） 

・児童館や地域のコミュニティーハウス、小学校、中学校、イ

ベントなどで実施。（県立川崎図書館では、「科学実験教

室」として年３回実施） 

・全国で年間500教室程度開催している。平成25年度末までに

1,768教室を開催、79回の科学イベントに出展し、延べ５万１

千人を超える児童が参加。 

・参加者へのアンケートでは、楽しかったという感想が多い。 

・使用する教材や、テーマの科学的な原理・法則や動作の仕組

みなどを説明するプレゼン資料はすべて自前で作成。 

・参加費を徴収し、教材・資料等の作成代のほか、講師謝礼・

交通費分までまかなうようにしている。 

参
考 

蔵前理科教室ふしぎ不思議（くらりか）http://kurarika.net/ 

 

http://kurarika.net/
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